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平成21年（第６回）山鹿市議会９月定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成21年９月１日（火曜日）午前10時開会 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 市長のあいさつ 

第４ 議案第77号 専決処分の承認を求めることについて 

       （平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

議案第78号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第79号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 議案第80号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 

 議案第82号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第83号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第84号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第85号 平成21年度山鹿市病院事業会計補正予算（第２号） 

議案第86号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

議案第87号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第２号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

認定第３号 平成20年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

て 

認定第４号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

認定第５号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

認定第６号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

て 

認定第７号 平成20年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算 

の認定について 

認定第８号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

て 
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認定第９号 平成20年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第10号 平成20年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第11号 平成20年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第12号 平成20年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第13号 平成20年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

認定第14号 平成20年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

認定第15号 平成20年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

報告第10号 平成20年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金 

不足比率の報告について 

報告第11号 財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況の報告について 

報告第12号 株式会社小栗郷の経営状況の報告について 

報告第13号 株式会社あんずの丘の経営状況の報告について 

報告第14号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況の報告について 

報告第15号 専決処分の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   
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16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副   市   長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

総 務 部 長     藏 原 榮 一 君   

市 民 福 祉 部 長     中 野   力 君   

農 林 部 長     松 永 道 郎 君   

商 工 観 光 部 長     永 田 義 文 君   

建 設 部 長     有 働 郁 夫 君   

環 境 部 長     宮 本 榮次郎 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長     八木田 達 博 君   

総 務 部 次 長     三 森 兄 臣 君 

市民福祉部次長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

水 道 局 長     富 安   豪 君   

病院事務部次長     田 上 信 博 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   
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財 政 課 長     木 下   実 君   

介 護 保 険 課 長     松 本 賢 治 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

観 光 課 長     寺 崎 泰 和 君   

建 設 課 長     緒 方 淳 一 君   

監査事務局長兼選管事務局長     川 崎 美 明 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長     渡 邊 義 明 君   

書      記     中 村 武 志 君   

書      記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開会 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   ただいまから平成21年（第６回）山鹿市議会９月定例会を開会いたします。お手

元に議案の正誤表が提出されておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 会議録署名議員の指名   

○議長（横手啓介君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において立山 隆議員、

原 徹議員を指名いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 会期の決定  

○議長（横手啓介君）   

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月16日までの16日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。よって、会期は16日間と決定いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第３ 市長のあいさつ 

○議長（横手啓介君）   

 この際、市長から発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに平成21年９月定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれま

しては、公私ともご多用の中、ご参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。本定例会

の開会に当たりまして、私から「山鹿市定住自立圏中心市宣言」をさせていただき

ます。 

 定住自立圏構想とは、中心地域と周辺地域の機能を有機的に連携させ、定住のた
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めの暮らしに必要な諸機能を総体として確保することで、圏域全体で魅力あふれる

地域を形成していこうというもので、この４月から全国的にスタートした制度であ

ります。 

 このたび、山鹿市は、この定住自立圏構想に取り組むことといたしました。この

定住自立圏構想に取り組むに当たりましては、まずは中心市宣言を行う必要があり

ます。これは山鹿市を圏域とした定住自立圏の形成に向け、本市が圏域全体の総合

的なマネジメントを行うとともに、市民の皆様に対して積極的に各種サービスを提

供していく意思を内外に示すものであります。 

 それでは、県内市町村では第１号となりますこの中心市宣言につきまして、お手

元にお配りしております定住自立圏中心市宣言書の１ページ目、山鹿市定住自立圏

中心市宣言を読み上げさせていただきます。 

 

山鹿市定住自立圏中心市宣言 

 菊池川流域に広がる豊かな田園地帯を持つ山鹿市は、熊本県の北部に位置し、

北は福岡県や大分県、東は菊池市、南は植木町や玉東町、西は和水町にそれぞれ

境を接している。 

 古くは、江戸時代の参勤交代の宿場町として豊前街道沿いを中心に栄え、今日

では本市を縦断する国道３号と東西に延びる国道 325 号、443 号が結節する要衝に

ある。 

 本市は、豊富な湯量を誇るやまが温泉五湯郷や渓谷、棚田などの豊かな自然

と、菊池川流域の装飾古墳群や古代の山城・鞠智城、さらには山鹿灯籠まつりや

江戸時代の芝居小屋の姿を今に伝える八千代座など、歴史・伝統にはぐくまれた

数多くの財産を有している。 

 平成 17 年１月 15 日に、旧山鹿市、旧鹿北町、旧菊鹿町、旧鹿本町及び旧鹿央

町が合併し、現在の山鹿市が誕生したが、もともとこの１市４町は、歴史、文

化、社会、経済及び住民生活において密接な関係を有しており、行政においても

広域的な住民サービスの提供に取り組んできたところである。 

 合併前の１市４町のうち、旧山鹿市においては、核となる商業施設が中心地域に

存在するととともに、市役所の本庁を初め、県地域振興局、警察署、税務署及び

裁判所などの行政・司法機関、さらには中核の医療機関である市立病院や老人福

祉センターなどの福祉施設、高等学校や専修学校などの教育機関等が立地するな

ど、生活に必要な都市機能について一定の集積があるところである。 

また、合併前の旧４町は、豊かな田園農山村風景が続き自然と産業が調和し、水

稲や畜産、施設園芸を中心とした第一次産業を基盤として発展してきた地域であ



 

- 9 - 

る。 

 この旧４町すべてが旧山鹿市に対して通勤通学割合が 10％を超えていたことか

らも、合併によって、結果として自立した一つの圏域が現在の山鹿市に形成され

たところである。 

 合併後、これまでの山鹿市の状況を概観してみると、厳しい財政状況の中、行

政機能について支所機能の一部を本庁に集約するなど効率化を図る一方で、人口

の減少や少子・高齢化の進行、中心市街地の空洞化、さらには中心地域と周辺地

域間の格差の発生といった問題が生じている。 

 地域で安心して暮らしていくためには、日常生活圏内で一次的な医療・介護が

受けられる体制が整っていること、安心して子育てができる環境があること、そ

れらを補うものとして地域のコミュニティ活動が存在していることが必要であ

る。 

 そのためには、中核となる医療機能や各種の生活関連サービスの提供機能な

ど、生活に必要な都市機能を充実・確保していく必要がある。 

 また、周辺地域においても、備えるべき機能について充実・確保しながら、当

該地域の中心集落の機能強化を図るなど、地域のコミュニティ活動についてもし

っかりと支えていく必要がある。 

 さらに中心地域の都市機能については、同地域の住民に限らず、周辺地域の住

民にとっても利用しやすい環境を整備していく必要があり、そのためには圏域内

の結びつきやネットワークを強化していくことが肝要である。 

 このような認識のもと、山鹿市は、旧山鹿市を中心地域とし、旧４町を周辺地

域とした「山鹿市定住自立圏」の構築を掲げ、圏域全体の総合的なマネジメント

を行い、市民に対して積極的に各種サービスを提供していくこととする。 

 これにより中心地域と周辺地域が的確に役割を分担しながら、中心地域の機能

と周辺地域の機能を有機的に連携させ、「定住」のための暮らしに必要な諸機能

を総体として確保することで、圏域のどこに住んでも一体感のあるまちづくりを

進め、「山鹿に住みたい」、「山鹿に住み続けたい」という人々の思いにこたえ

ることができる魅力あふれる地域の形成を目指し、全力を挙げて取り組むことを

ここに宣言する。 

 

平成 21 年９月１日 

山鹿市長 中嶋 憲正

 以上、中心市宣言をさせていただきました。 

 なお、お手元にお配りしている宣言書には、３ページ目以降、旧山鹿市における
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都市機能の集積状況や展開しようとする取り組みなどについて書いております。こ

の部分については、後ほどご一読いただければ、幸いに存じます。 

 今後は、本日の宣言を踏まえ、山鹿市定住自立圏形成方針の策定に取りかかるこ

ととしております。この方針の策定には、議会の議決が必要であります。市民の皆

様を初め、議員各位のご理解を得られるよう、職員一丸となって、この方針づくり

に取り組んでまいる所存でございますので、今後の定住自立圏構想への取り組みに

関しまして、ご支援、ご協力のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第４ 議案第77号～議案第87号 

     認定第１号～認定第15号 

     報告第10号～報告第15号 

○議長（横手啓介君） 

  日程第４、議案第77号から報告第15号までの全案件を一括議題といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

議案第77号 専決処分の承認を求めることについて 

       （平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

議案第78号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第79号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 議案第80号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 

 議案第82号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第83号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第84号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第85号 平成21年度山鹿市病院事業会計補正予算（第２号） 

議案第86号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

議案第87号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第２号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

認定第３号 平成20年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

て 

認定第４号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

認定第５号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に 
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ついて 

認定第６号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

て 

認定第７号 平成20年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算 

の認定について 

認定第８号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

て 

認定第９号 平成20年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第10号 平成20年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第11号 平成20年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第12号 平成20年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第13号 平成20年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

認定第14号 平成20年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

認定第15号 平成20年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

報告第10号 平成20年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金 

不足比率の報告について 

報告第11号 財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況の報告について 

報告第12号 株式会社小栗郷の経営状況の報告について 

報告第13号 株式会社あんずの丘の経営状況の報告について 

報告第14号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況の報告について 

報告第15号 専決処分の報告について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君） 

   提案理由の説明を求めます。藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

 おはようございます。 

 議案第77号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 

      本案は、法人市民税の確定申告に伴い、予定納税にかかる還付額に不足を生じた

ため、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、平成21年度山鹿市一般会計補正

予算（第３号）を専決第10号として、平成21年８月４日に専決処分を行いましたの

で、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

   ３ページをお開きください。 

   第１条は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に、3200万円を



 

- 12 - 

追加し、歳入歳出予算の総額を272億7508万5000円とするものであります。 

   10ページをお願いいたします。 

   ３ 歳出、（款）総務費、（目）賦課徴収費の補正額3200万円は、平成20年度に

予定納税された法人市民税に対して還付を行うものでございます。今般の経済不況

による市内法人の業績不振は、本市の税収面にも多大な影響を及ぼしておるところ

でございます。よろしくご承認賜りますようお願いを申し上げます。 

   続きまして、議案第78号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例について、ご説明申し上げます。 

   本条例は、市立病院に勤務する医師に対し、麻酔専従手当を増額するため、条例

を改正する必要があり、提案するものでございます。 

   主な内容は、市立病院の常勤の麻酔科医を確保するため、麻酔専従手当を10万円

から25万円に増額するものでございます。附則といたしまして、この条例は平成21

年10月１日から施行するものでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君） 

   おはようございます。 

   議案第79号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、ご説明

いたします。 

   本案は、山鹿市国民健康保険税条例第26条に規定する国民健康保険税の減免につ

いて、その整備を図るものでございます。 

   昨年秋以降の急激な景気悪化によりまして、解雇または派遣契約の未更新、ある

いは事業の廃止など、本人の意思に反して離職等された方で、国保税の納付が困難

な方に対する国保税の減免規定を創設するものでございます。併せて、現在も規則

において規定しております災害による減免、後期高齢者制度創設による被扶養者の

減免規定の整備を行うものでございます。 

   第26条第１項において、減免できる要件を定めております。 

   第１号は、災害により著しい被害を受けた場合。 

   第２号が、今回新たに創設します事業の廃止、失業等により生活が著しく困窮す

ることになった場合。 

   第３号は、国民健康保険法第59条に規定する刑事施設等に拘禁された場合。 

   第４号はこれらに準ずる者で、特別の事情があると認めるものとしております。 
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   なお、詳細については、規則において定めることとしておりますが、第２号の失

業等の減免については、本年の合計所得金額の見込額が前年所得の７割未満であり、

減免の割合は、所得額および所得の減少割合により所得割の10％から80％を減免す

るものであります。 

   第２項は、社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、

その被扶養者も国民健康保険に移行することから被扶養者であった者について、

２年間、後期高齢者医療制度と類似の緩和措置を講じる規定を定めたものでござい

ます。 

   第３項は、減免の申請について。 

   第４項は、減免事由が消滅した場合の申告について定めたものです。 

   以下、附則としまして、この条例は公布の日から施行し、平成21年４月１日から

適用するものです。 

   次に、議案第80号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、ご

説明申し上げます。 

   本案は、平成21年５月に交付されました健康保険法施行令の一部を改正する政令

に基づき、山鹿市国民健康保険条例附則に１項を加え、平成21年10月１日から平成

23年３月までの間の出産一時金を４万円引き上げるものでございまして、平成21年

１月からの産科医療補償制度による３万円と併せて、原則38万円支給されている出

産育児一時金を緊急の少子化対策として42万円支給するものでございます。 

なお、附則としてこの条例は、公布の日から施行いたします。 

   以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

して、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

   議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）について、ご説明申

し上げます。 

   今回の定例会にご提案申し上げております補正予算につきましては、平成21年度

の国の補正予算第１号に伴います地域活性化公共投資臨時交付金と追加の経済対策

関連、また、災害復旧事業などを主体として編成いたしております。 

   １ページをお開きください。 

   今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正及び地方債の補正であります。 

   第１条 歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に、９億3950万5000円を追
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加し、総額を282億1459万円とするものでございます。 

   ５ページをお願いいたします。 

   第２表 地方債補正であります。地方債の変更につきましては、国の追加経済対

策に伴いまして、林道整備事業において、限度額の変更を行うものであります。 

   続きまして、６ページにあります地方債の追加につきましては、義務教育施設整

備事業及び災害復旧事業に係る地方債を追加するものであります。地方債の限度額

及び起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりであります。 

   次に、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明をいた

します。 

   15ページをお願いいたします。 

   ３ 歳出、（款）総務費、（目）企画費の補正額50万円は、鞠智城の国営公園化

に向けたＰＲ活動を戦略的に実施するため、熊本県、菊池市、山鹿市の共同設置に

よる仮称でございますが、鞠智城広報戦略実行委員会への負担金でございます。 

   16ページをお開きください。 

   （款）民生費、（目）社会福祉総務費の補正額645万8000円は、平成20年度に交

付を受けております国・県支出金に係る精算返納金であります。 

   次の（目）生活支援給付費の補正額1734万9000円は、国の一次補正予算に基づく

新たなセーフティーネットとして、雇用悪化に伴い、余儀なく離職を強いられた方

に対する住宅確保対策として、支援を行うものであります。世帯の生計を維持する

２年以内の離職者を対象に月額２万6200円を 長６カ月間支給するものでございま

す。 

   続きまして、（目）高齢者福祉総務費の補正額16万7000円並びに17ページにあり

ます児童福祉総務費の補正額31万3000円につきましても、平成20年度交付の国･県

支出金に係る精算返納金、または、それに伴います特別会計への繰出金であります。 

   次の（目）子育て応援対策費の補正額5527万円は、国の平成20年度第２次補正に

より実施しております子育て応援特別手当を平成21年度に限り、第１子まで拡大し、

支給するものであります。交付対象者は、1450人を予定いたしております。 

   18ページをお願いいたします。 

   （目）生活保護総務費の補正額42万4000円につきましても、平成20年度交付の

国・県支出金に係る精算返納金であります。 

   続きまして、（款）衛生費、（目）環境対策費の補正額200万円は、小規模水道

の施設整備に係る補助要綱を拡充し、利用者の負担軽減と安全・安心な飲料水の確

保を図るものであります。 

   続きまして、（款）農林水産業費、19ページにあります（目）農業総務費の補正
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額58万5000円の減額は、農業用施設災害復旧事業へ職員給を組み替えるものでござ

います。 

   次の（目）農業振興費の補正額3607万2000円でございます。農業振興施設等整備

事業は、稲作の集団営農組織育成のための農業用機械及び茶の安定生産と品質向上

を図るための自動散水装置の購入に対し助成を行い、生産力の向上を目指すもので

あります。また、強い農業づくり交付金事業は国の一時補正に基づき、生産現場が

抱える既存施設の老朽化に伴う改修や処理能力不足による施設の更新に対し支援を

行い、特産物の産地強化を図るものであります。 

 次の、ふるさと雇用再生事業（バイオマスセンター）は、雇用情勢の悪化にかん

がみ、雇用の創出を図るため、熊本県のふるさと雇用再生特別基金事業を活用し、

バイオマスセンターにおいて雇用の場を確保するものであります。 

 次の（目）農業振興施設費の補正額125万円は、特産工芸村における棚田米やあ

いがも米等特別栽培米の販売促進に必要な玄米保冷庫等の購入を行うものでありま

す。 

 次の（目）農地費の補正額301万8000円につきましても、ふるさと雇用再生特別

基金事業を活用し、土地改良区の再生支援とともに改良区において、雇用の場を確

保するものであります。 

 20ページをお願いいたします。 

 （目）の林業振興費の補正額は4200万円であります。美しい森林づくり基盤整備

交付金事業は地域活性化公共投資臨時交付金を活用し、基幹林道に接続する林道の

舗装を行い、搬出時間の短縮と経費削減を図るものであります。 

 また、有害鳥獣対策事業は国の一時補正に基づき、有害鳥獣の被害対策が拡充さ

れたことに伴い、電気柵及び防護柵の設置に対する助成を増額するものであります。 

 次の（款）商工費、（目）商工総務費の補正額は645万5000円であります。ふる

さと雇用再生事業につきましても、ふるさと雇用再生特別基金事業を活用し、プラ

ザファイブに開設予定のふるさと市場において、雇用の場を確保するものでありま

す。 

 また緊急雇用対策事業につきましては、熊本県の緊急雇用創出基金事業を活用し、

雇用悪化による辞職者の次の雇用までの一時的な就業機会を確保するものでありま

す。 

 21ページをお願いいたします。 

 （款）土木費、（目）道路橋梁総務費の補正額617万3000円の減額は、公共土木

施設災害復旧事業へ職員給を組み替えるものであります。 

 次の（目）道路橋梁新設改良費の補正額60万円は、熊本県が国の補助採択を受け
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て実施する鹿北町下中地区における急傾斜地崩壊対策事業に係る負担金であります。 

 続きまして、（款）教育費、（項）小学校費、（目）学校建設費の補正額9392万

5000円は、国の１次補正により拡充されました安全・安心な学校づくり交付金並び

に地域活性化公共投資臨時交付金を活用し、小学校施設、三玉小、大道小、稲田小

に太陽光発電システムを設置するものでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 （項）中学校費、（目）学校管理費の補正額514万7000円は、市内各中学校各部

の全国大会等への出場を支援するものでございます。 

 次の（目）教育振興費の補正額127万円は、武道、ダンスの学習充実を図るため、

教師と地域指導者の連携による実践的な研修、研究を推進するものであります。 

 なお、本事業は熊本県からの指定事業であります。 

 次の（目）学校建設費の補正額２億3088万8000円は、小学校と同様に両交付金を

活用し、米野岳中学校において、太陽光発電システムを設置、また鹿北、菊鹿、鹿

本中学校にあっては耐震補強工事を実施するものであります。 

 次の（目）幼稚園費の補正額2674万円につきましても、両交付金を活用し、鹿本

幼稚園に太陽光発電システムを設置するものであります。 

 続きまして23ページになりますが、（目）社会教育総務費の補正額300万円は、

寄附行為に基づき、鹿北複合施設において図書を購入するものであります。 

 次の（目）社会教育施設費の補正額130万9000円につきましても、両交付金を活

用し、社会教育施設公民館10カ所において、地上デジタル放送に係る専用アンテナ

の設置を行うものであります。 

 続きまして、（款）災害復旧費、（目）現年発生衛生施設災害復旧費の補正額

200万円は、本年６月の集中豪雨により被害を受けた健康福祉センターに係る災害

復旧事業であります。 

 24ページをお願いいたします。 

 （目）現年発生農業用施設災害復旧費の補正額１億655万2000円及び、次の現年

発生林業施設災害復旧費の補正額1730万6000円につきましても、本年６月の集中豪

雨により被害を受けた農地、農業用施設並びに林業施設に係る災害復旧事業であり

ます。 

 次の（目）現年発生土木施設災害復旧費の補正額２億8625万円につきましても、

同じく被害を受けております道路、河川に係る災害復旧事業であります。 

 以上、歳出予算の概要についてご説明申し上げましたが、補正予算に関する説明

書としまして、26ページ以降に給与費明細書及び地方債に関する調書を掲載いたし

ておりますので、ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、
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説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君） 

 議案第82号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、ご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ1390万3000円を追加し、総額を71億9792

万円とするものでございます。 

 内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出により、ご説明申し

上げます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ３ 歳出、（款）後期高齢者支援金等、（目）後期高齢者支援金の補正額142万

3000円につきましては、支援金の確定に伴うものでございます。 

 下段の（款）介護納付金、（目）介護納付金は、介護従事者処遇改善臨時特別交

付金の交付に伴い、財源の組み替えを行うものでございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 （款）諸支出金、（目）償還金の補正額1218万円は、20年度の療養給付費等交付

金の確定に伴う精算返納金です。 

同じく（目）高額療養費特別支給金の補正額30万円は、後期高齢者医療制度の創

設により、平成21年１月から75歳の誕生月の自己負担限度額が２分の１となりまし

たが、それ以前の平成20年４月から平成20年12月までの75歳到達者も同様の扱いを

するため、支給するものです。 

 総括としまして、歳入歳出補正予算事項別明細書総括表を７ページに掲載してお

りますので、ご参照賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第83号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第

１号）について、ご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ1384万1000円を追加し、総額を4934万

1000円とするものです。 

 内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出により、ご説明申し

上げます。 

 ７ページをお願いいたします。 
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 ３ 歳出、（款）諸支出金、（目）償還金の補正額1384万1000円は、平成20年度

に交付を受けた国・県負担金、支払基金交付金に係る精算返納金でございます。財

源は繰越金と一般会計繰入金でございます。 

 以上、概略ご説明申し上げましたが、総括としまして、歳入歳出補正予算事項別

明細書総括表を５ページに掲載しておりますので、ご参照賜りますようお願いいた

します。 

 続きまして、議案第84号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）について、ご説明申し上げます。今回の補正は、歳入歳出予算の補正でござ

います。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億3615万3000円を追加し、総額を51

億6663万9000円とするものでございます。 

 次に補正予算の内容につきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出により、

ご説明申し上げます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ３ 歳出、（款）総務費、（目）介護基盤緊急整備特別対策事業費の補正額7855

万5000円は、第４期山鹿市介護保険事業計画の介護基盤整備計画に基づき、地域密

着型サービス基盤整備２カ所、介護予防拠点整備３カ所の基盤整備、また介護施設

等の火災事故の背景を踏まえまして、スプリンクラー整備として既存の小規模多機

能型居宅介護事業所１カ所の整備を行うものでございます。財源は県支出金でござ

います。 

 次に（款）地域支援事業費、（目）介護予防特定高齢者施策事業費の補正額363

万4000円は、新規事業で介護予防のより高い効果が見込まれる方法の検証を行うた

め、介護予防モデル事業を実施し、実態調査の分析を行うものでございます。財源

は国庫支出金でございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 （款）地域支援事業費、（目）任意事業費の補正額400万円は、新規事業で山鹿

回生病院が地域型認知症疾患医療センターに指定されたことに伴い、認知症連携担

当者を配置し、地域における認知症ケア及び医療との連携体制を強化するもので、

県の受託事業でございます。財源は諸収入でございます。 

 なお、以上３件は国の平成21年度第１次補正を受けての補正でございます。 

 次に（款）諸支出金、（目）償還金の補正額4996万4000円は、平成20年度の介護

給付費及び地域支援事業費の確定に伴います国・県支出金等の超過交付に係る精算

返納金でございます。財源は繰越金でございます。 
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 以上、補正予算の内容についてご説明申し上げましたが、総括といたしまして、

歳入歳出補正予算事項別明細書総括表を５ページに掲載しておりますので、ご参照

の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 荒木病院事務部長。 

［病院事務部長 荒木 隆 登壇］ 

○病院事務部長（荒木 隆君） 

 おはようございます。 

 議案第85号 平成21年度山鹿市病院事業会計補正予算（第２号）について、ご説

明申し上げます。 

 今回の補正は、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に基づく、

給与費及び職員の早期退職に伴う退職給与金の補正をお願いするものでございます。 

以下 議案によりご説明いたします。 

 １ページをお開きください。 

 第１条は、総則でございます。 

第２条は、収益的収入及び支出でございます。このうち支出の予定額を次のとお

り補正するものでございます。 

 支出、（第１款）病院事業費用の既決予定額に補正予定額90万円を加え、総額を

27億3630万6000円とするものでございます。 

 第３条は、資本的収入及び支出でございます。このうち資本的支出の予定額を次

のとおり補正するものでございます。 

 支出、（第１款）資本的支出の既決予定額に補正予定額183万7000円を加え、総

額を36億7909万8000円とするものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第４条は、議会の議決を経なければ、流用することのできない経費について規定

したものでございます。職員給与費の既決予定額に90万円を加え、15億3736万8000

円とするものでございます。 

 以上、総体的事項についてご説明をいたしましたが、内容につきましては山鹿市

病院事業会計補正予算実施計画により、ご説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出のうち、支出の（款）病院事業費用、（項）医業費用、

（目）給与費の補正予定額90万円は、医師の特殊勤務手当に係る額の見直しによる

増額６カ月分であります。 

 次に資本的収入及び支出のうち、支出の（款）資本的支出、（項）繰延資産、
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（目）退職給与金の補正予定額183万7000円は、職員１名の早期退職に係る退職給

与金の不足額を補正するものであります。 

 以上、概略をご説明いたしましたが、予算の説明書として７ページに給与費明細

書を掲載いたしております。ご参照の上、ご審議を賜りますようお願いをいたしま

して、説明を終わらせていただきます。 

○議長（横手啓介君） 

 池田副市長。 

［副市長 池田永実君 登壇］ 

○副市長（池田永実君）   

 議案第86号及び議案第87号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

てご説明申し上げます。 

 次の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。 

 議案第86号 住所、山鹿市菊鹿町山内1629番地、氏名、原口嗣春、昭和24年１月

24日生まれでございます。 

 提案理由といたしましては、同委員の任期満了に伴い、再度推薦するものでござ

います。 

 次に、議案第87号 住所、山鹿市鹿本町来民1233番地、氏名、栃原昭一、昭和25

年２月17日生まれでございます。 

 提案理由といたしましては、萩尾一寿委員の任期満了に伴い、推薦するものでご

ざいます。 

 それぞれ次のページに略歴を記載しております。ご参照の上、ご同意を賜ります

ようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

 認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について、ご説明申

し上げます。 

 ７ページをお開きください。 

 下段の歳入合計欄において、ご説明申し上げます。 

 合計欄が２段書きになっておりますが、上段が前年度からの繰越事業に係るもの、

下段が現年度決算額でございます。合算してご説明申し上げます。 

 予算現額295億9476万3000円、調定額286億4110万3997円に対しまして、収入済額
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は277億6980万5706円となっております。不納欠損額6383万3617円、収入未済額は

８億746万4674円であります。 

 10ページをお開きください。 

 歳出につきましても、下段の歳出合計欄において歳入同様合算してご説明いたし

ます。 

 予算現額295億9476万3000円に対しまして、支出済額259億9028万7281円、翌年度

繰越額25億9394万2200円、不用額10億1053万3519円となっております。執行率は

96.3％となっております。 

11ページに記載しておりますように、歳入歳出差引残額は17億7951万8425円であ

ります。 

 68ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書であります。歳入歳出差引額17億7951万9000円のうち、翌

年度へ繰越すべき財源は１億946万8000円であり、結果、実質収支額は16億7005万

1000円であります。 

 この実質収支額のうち、地方自治法第233条の２及び地方財政法第７条並びに山

鹿市財政調整基金条例第２条第２項、また山鹿市減債基金条例第２条第２項の規定

に基づき６億円を財政調整基金へ、5000万円を減債基金へ、それぞれ編入いたして

おります。 

 12ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、69ページ以降に財産に関する調書を

添付いたしておりますので、よろしくご審議の上ご認定賜りますようお願いを申し

上げます。 

 また、決算に係る附属資料といたしまして、主要施策の成果に関する説明書及び

財政状況に関する資料を作成いたしておりますので、併せてご参照いただきますよ

うお願いを申し上げます。以上、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

富田市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部次長（富田辰郎君） 

 認定第２号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてご説明申し上げます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 一番下の欄の歳入合計によりご説明申し上げます。 

 予算現額71億8063万5000円、調定額80億1175万1355円に対しまして、収入済額73

億7589万7668円、不納欠損額１億1559万470円、収入未済額５億2026万3217円でご
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ざいます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 同じく歳出合計欄によりご説明申し上げます。 

 予算現額71億8063万5000円に対しまして、支出済額69億9112万8240円、不用額1

億8950万6760円でございます。 

 次に８ページをお願いいたします。 

 歳入歳出差引残額は、３億8476万9428円でございます。このうち地方自治法第

233条の２の規定により、２億円は基金に積み立てたものでございます。 

 なお、９ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産

に関する調書を添付しております。ご参照のほどお願いいたします。 

 続きまして、認定第３号 平成20年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてご説明申し上げます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 一番下の欄の歳入合計によりご説明いたします。 

 予算現額６億9945万5000円に対しまして、調定額６億9332万8100円、収入済額も

同額です。 

 ４ページをお願いいたします。 

 一番下の歳出合計によりご説明いたします。 

 予算現額６億9945万5000円に対しまして、支出済額６億7949万6740円、不用額

1995万8260円でございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出差引残額は、1383万1360円でございます。 

 なお、６ページ以降に事項別明細書、実質収支に関する調書を添付しております。

ご参照のほどお願いいたします。 

 続きまして、認定第４号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定についてご説明申し上げます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 一番下の欄の歳入合計によりご説明いたします。 

 予算現額８億8746万9000円、調定額５億9954万1079円に対しまして、収入済額

５億9656万9279円、収入未済額297万1800円でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 一番下の歳出合計によりご説明いたします。 

 予算現額８億8746万9000円に対しまして、支出済額５億9455万9979円、不用額

２億9290万9021円でございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 
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 歳入歳出差引残額は、200万9300円でございます。 

 なお、６ページ以降に事項別明細書、実質収支に関する調書を添付しております。

ご参照の上、認定いただいますようお願い申し上げまして説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

宮本環境部長。 

［環境部長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○環境部長（宮本榮次郎君） 

 認定第５号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてご説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳入歳出決算書の歳入合計の欄においてご説明をいたします。 

 予算現額14億4890万7000円、調定額14億3394万6469円に対しまして、収入済額は

14億429万4889円となっております。不納欠損額ゼロ円、収入未済額は2965万1580

円であります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 歳出につきましても歳出合計欄によりご説明いたします。 

 予算現額14億4890万7000円に対しまして、支出済額14億429万4889円、翌年度繰

越額ゼロ円、不用額4461万2111円で、歳入歳出差引残額はゼロ円であります。 

 なお、７ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産

に関する調書を添付いたしております。ご参照の上、認定いただきますようお願い

いたしまして説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

富田市民福祉部次長。 

［市民福祉部次長 富田辰郎君 登壇］ 

○市民福祉部次長（富田辰郎君） 

 認定第６号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てご説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 一番下の歳入合計欄によりご説明いたします。 

 予算現額50億1308万2000円、調定額50億2933万8828円に対しまして、収入済額49

億8741万2528円、収入未済額4192万6300円です。 

 ６ページをお願いします。 

 一番下の歳出合計欄によりまして説明いたします。 

 予算現額50億1308万2000円に対しまして、支出済額48億7373万2410円、不用額は

１億3934万9590円です。 
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 ７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出差引残額は１億1368万118円でございます。このうち地方自治法第233条

の２の規定により、3000万円は基金に積み立てたものです。 

 なお、８ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産

に関する調書を添付しております。ご参照のほどお願いいたします。 

 続きまして、認定第７号 平成20年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 一番下の歳入合計欄によりご説明いたします。 

 予算現額4830万8000円に対しまして、調定額3984万6360円、収入済額も同額です。 

 ４ページをお願いいたします。 

 一番下の歳出合計欄によりご説明いたします。 

 予算現額4830万8000円に対しまして、支出済額3984万6360円、不用額は846万

1640円です。 

 ５ページをお願いします。 

 歳入歳出差引残額はゼロ円です。 

 ６ページ以降に事項別明細書、実質収支に関する調書を添付しております。ご参

照の上、認定いただきますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前11時00分 休憩 

――――－―――－――－――○―――－――－――－―――－ 

午前11時10分 開議 

○議長（横手啓介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 富安水道局長。 

［水道局長 富安 豪君 登壇］ 

○水道局長（富安 豪君） 

 おはようございます。 

 認定第８号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てご説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳入歳出決算書の一番下の欄の歳入合計についてご説明いたします。 

 予算現額１億8862万4000円、調定額１億7381万3497円に対しまして、収入済額は

１億7319万4517円であります。不納欠損額は１万3730円、収入未済額は60万5250円
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となっております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳出につきましても歳出合計によりご説明いたします。 

 予算現額１億8862万4000円に対しまして、支出済額は1億7319万4517円、不用額

は1542万9483円となっております。 

 以上、概略ご説明いたしましたが、６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、

実質収支に関する調書、財産に関する調書を添付いたしております。ご参照の上、

認定いただきますようお願いを申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 冨田農林部次長。 

［農林部次長 冨田弘海君 登壇］ 

○農林部次長（冨田弘海君） 

 認定第９号から第12号まで、財産区特別会計決算の認定についてご説明申し上げ

ます。 

 まず、認定第９号 平成20年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

ご説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳入合計についてご説明いたします。 

 予算現額225万5000円、調定額120万7297円に対しまして、収入済額は同額であり

ます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳出合計についてご説明いたします。 

 予算現額225万5000円に対しまして、支出済額は25万5597円であります。 

 ５ページの歳入歳出差引残額は95万1700円となっております。 

 ６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関す

る調書を添付しております。 

 次に、認定第10号 平成20年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

ご説明いたします。 

 ３ページをお願いします。 

 歳入合計についてご説明いたします。 

 予算現額992万2000円、調停額968万4613円に対しまして、収入済額は同額であり

ます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳出合計についてご説明いたします。 

 予算現額992万2000円に対しまして、支出済額は702万5736円であります。 



 

- 26 - 

 ５ページの歳入歳出差引残額は、265万8877円となっております。 

 ６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関す

る調書を添付しております。 

 次に、認定第11号 平成20年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

ご説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳入合計についてご説明いたします。 

 予算現額76万7000円、調定額77万491円に対しまして、収入済額は同額でありま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳出合計についてご説明いたします。 

 予算減額76万7000円に対しまして、支出済額は31万6391円であります。 

 ５ページの歳入歳出差引残額は、45万4100円となっております。 

 ６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関す

る調書を添付しております。 

 後に、認定第12号 平成20年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてご説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳入合計についてご説明いたします。 

 予算現額74万円、調定額80万2812円に対しまして、収入済額は同額であります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 歳出合計についてご説明いたします。 

 予算現額74万円に対しまして、支出済額は22万420円であります。 

 ５ページの歳入歳出差引残額は、58万2392円となっております。 

 同じく６ページ以降に歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産

に関する調書を添付しております。 

 ご参照の上、認定いただきますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

富安水道局長。 

［水道局長 富安 豪君 登壇］ 

○水道局長（富安 豪君） 

 認定第13号 平成20年度山鹿市水道事業会計決算の認定についてご説明いたしま

す。 

 本決算は、地方公営企業法第30条の４項に基づき議会の認定を得たいので提案す

るものであります。 
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 なお、本決算は、同法第30条第２項の規定に基づき、去る７月21日、監査委員の

審査に付したものであります。 

 以下、決算報告書によりご説明いたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 収益的収入についてご説明いたします。 

 （第１款） 水道事業収益予算合計４億3226万4000円に対しまして、決算額４億

3463万8616円となりました。 

 次に、収益的支出についてご説明いたします。 

 （第１款） 水道事業費予算合計4億3226万4000円に対しまして、決算額は4億

1225万100円となりました。 

 ３ページをお願いいたします。 

 資本的収入についてご説明いたします。 

 （第１款） 資本的収入予算合計２億1262万4000円に対しまして、決算額9551万

3650円となりました。 

 次に、資本的支出についてご説明いたします。 

 （第１款） 資本的支出予算合計３億8388万5000円に対しまして、決算額は3億

8109万2670円となりました。 

 なお、資本的収入が、資本的支出に不足する額２億8557万9020円につきましては、

過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積

立金及び当年度分消費税資本的収支調整額で補てんいたしました。 

 ７ページをお願いいたします。 

 平成20年度山鹿市水道事業会計剰余金処分計算書（案）でございます。 

 未処分利益剰余金1億456万7197円につきましては、減債積立金に1000万円を積み

立て、翌年度繰越利益剰余金を9456万7197円で処分いたします。 

 以上、概略ご説明いたしましたが、４ページ以降に損益計算書、剰余金計算書、

貸借対照表、その他関係書類を添付いたしております。 

 ご参照の上、認定いただきますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 荒木病院事務部長。 

［病院事務部長 荒木 隆君 登壇］ 

○病院事務部長（荒木 隆君） 

 認定第14号 平成20年度山鹿市病院事業会計決算の認定について、ご説明申し上

げます。 

 本決算は、地方公営企業法第30条第４項の規定に基づき、議会の認定を得たいの

で提案するものでございます。 
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 以下、平成20年度山鹿市病院事業会計決算報告書によりご説明いたします。 

 １ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。 

 （第１款） 病院事業収益は、予算額合計24億310万4000円に対しまして、決算

額は22億2516万3772円であります。 

 次に支出についてご説明いたします。 

 （第１款） 病院事業費用は、予算額合計28億2297万円に対しまして、決算額は

27億2322万886円であります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２ 資本的収入及び支出について、収入よりご説明いたします。 

 （第１款） 資本的収入は、予算額合計13億237万3000円に対しまして、決算額

は５億1660万8000円であります。 

 次に支出についてご説明いたします。 

 （第１款） 資本的支出は予算額合計14億6948万6000円に対しまして、決算額は

６億8543万521円であります。 

 ６ページをお願いいたします。 

 平成20年度山鹿市病院事業欠損金処理計算書でございます。 

 これは３ページにあります平成20年度山鹿市病院事業損益計算書にあります当年

度純損失４億9847万2720円と、前年度繰越欠損金６億222万1081円を合わせまして、

当年度未処理欠損金11億69万3801円を翌年度繰越欠損金としたものです。 

 以上、説明しましたとおり、19年度に引き続きまして20年度も５億円近い赤字を

計上するという極めて厳しい経営状況にあります。 

 これを踏まえ、引き続き市民の皆様に対しまして、良質な医療サービスの提供に

努め、ご期待におこたえするとともに医師確保に努め、地域医療の充実と収益の確

保を図る所存でございます。 

 また、人件費をはじめとした費用の縮減を徹底しまして、公営企業体として収支

バランスの 適化に努め、さらなる経営の健全化に取り組む所存でございます。 

 以上、概略をご説明いたしましたが、３ページ以降に損益計算書・剰余金計算

書・貸借対照表・その他関係書類を添付いたしておりますので、ご参照の上、認定

いただきますようお願いいたしまして説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 宮本環境部長。 

［環境部長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○環境部長（宮本榮次郎君）   
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 認定第15号 平成20年度山鹿市下水道事業会計決算の認定についてご説明いたし

ます。 

 本決算は、地方公営企業法第30条第４項の規定に基づき、議会の認定を得たいの

で提案するものであります。 

 なお、本決算は地方公営企業法第30条第２項の規定に基づき、去る７月17日に監

査委員の審査に付したものであります。 

 以下、決算報告書によりご説明いたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の収入よりご説明いたします。 

 （第１款） 下水道事業収益、予算額９億4449万7000円に対しまして、決算額は

９億3929万546円となりました。 

 次に支出についてご説明いたします。 

 （第１款） 下水道事業費用、予算額８億6835万2000円に対しまして、決算額は

７億9033万356円となりました。 

 ３ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出の収入よりご説明いたします。 

 （第１款） 資本的収入、予算額18億6100万8000円に対しまして、決算額は18億

4467万1802円となりました。 

 次に支出についてご説明いたします。 

 （第１款） 資本的支出、予算額15億1857万1000円に対しまして、決算額は14億

7816万6060円で、翌年度繰越額は2819万7000円となりました。 

 ７ページをお願いいたします。 

 平成20年度山鹿市下水道事業会計剰余金処分計算書（案）でございますが、未処

分利益剰余金４億6239万3441円を生じましたので、減債積立金に700万円を積み立

て、翌年度繰越利益剰余金を４億5539万3441円で処分いたします。 

 以上、概略をご説明いたしましたが、４ページ以降に損益計算書・剰余金計算

書・貸借対照表・その他関係書類を添付いたしておりますので、ご参照の上、認定

いただきますようお願いいたしまして、説明を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君）   

 報告第10号 平成20年度決算に基づく財政の健全化判断比率及び公営企業の資金

不足比率の報告についてご説明申し上げます。 
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 このたびの健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率につきましては、平成21

年４月１日から施行されております。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定

に基づきご報告申し上げるものでございます。 

 それでは、健全化判断比率から順次ご説明申し上げます。 

 １ 健全化判断比率の中の実質赤字比率につきましては、一般会計におきまして

赤字が生じておりませんので、マイナス表示となっております。 

 続きまして、連結実質赤字比率でございますが、当指標につきましては病院事業

会計において資金不足が生じておりますが、全会計を合わせますと赤字が生じてお

りませんので、マイナス表示となっております。 

 次に実質公債費比率につきましては12.9％となっております。 

 この数値は早期健全化基準の25％はもとより、地方債の同位基準であります18％、 

 また一般的に適正水準とみなされます14％をも下回っております。 

 次の将来負担比率、この指標の定義は一般会計等の地方債の残高や、将来支払っ

ていく可能性のある経費・退職金・債務負担行為のうち公債費に順ずるものなど、

いうなれば現時点での債務残高の程度を数値化したものであり、将来の財政運営に

及ぼす負担の度合いを示すものであります。対象範囲は、一般会計・特別会計等、

一部事務組合はもとより地方公社、並びに第３セクターまで及ぶものであります。

その算定結果は75.8％となっております。 

 なお、本数値につきましては本日冒頭、正誤表により訂正をお願いした部分でご

ざいます。 

 よろしくご理解を賜りたいと思います。 

 当指標につきましても、早期健全化基準から判断いたしまして適正水準を確保い

たしております。 

 続きまして、２ 資金不足比率、この指標の定義は公営企業の資金繰りなど経営

状況の深刻度を示すものでありますが、当指標にありましては病院事業会計におい

て13.8％。２億8812万4000円の資金不足が生じております。 

 基準値内ではありますが、早急な経営改善が求められるところであります。 

 以上、ご報告申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 報告第11号 財団法人山鹿市地域振興公社の経営状況の報告について、地方自治
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法第243条の３第２項の規定に基づきご報告申し上げます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 20年度の事業報告でございます。 

 大きな２番の事業内容でございますが、（１）の自主事業としまして文化・観

光・スポーツ関係などのさまざまな地域振興事業を行っております。 

 また、５ページの（２）受託事業でございますが、当公社の主な事業を占めてお

ります市民会館など市の七つの施設から指定管理者として指定を受け、その管理運

営業務を行っております。 

 また、３つの業務を受託し、運営に当たっております。 

 次に、７ページから９ページまでは、各施設の入場者数や使用料収入の実績でご

ざいます。 

 次に、10ページから13ページにかけては、公益法人の会計であります収支計算書

を掲載しております。 

 各事業項目の決算内訳につきましてはご一読願いたいと存じますが、収入につき

まして11ページをお願いいたします。 

 当期収入合計の決算額が１億4339万5695円。 

 前期からの繰越収支差額6950万4497円を加えまして、収入合計が２億1290万192

円でございます。 

 支出につきまして13ページをお願いいたします。 

 当期支出合計の決算額は１億4335万1844円でございます。 

 したがいまして当期の収支でございますが、当期収入合計から当期支出合計を差

し引いた当期収支差額は４万3851円となりました。 

 次に、14ページの正味財産増減計算書をお願いいたします。 

 収益、費用の増減明細でございますが、収支の結果により下から６行目の一般正

味財産としまして、右の欄の増減欄のとおり724万3851円増加いたしました。 

 また、 後の行の正味財産期末残高は、当年度の欄のとおり9674万1348円となり

ました。 

 そのうち3000万円は、市が出資しました基本財産である指定正味財産でございま

す。 

 15ページは前年度と当年度との貸借対照表を。 

 16ページには財産の内訳であります財産目録を掲載をしておりますので、ご参照

をお願いいたします。 

 17ページ以降に、21年度の事業計画、収支予算書を掲載しております。 

 財団法人山鹿市地域振興公社の経営につきましては、市の施設の管理、運営を主
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としており、21年度からは指定管理施設の減少や、昨年12月に施行されました公益

法人に関する改革法により、今後当公社の組織運営の見直しが予想されます。 

 行政といたしましても、公社の経営基盤の強化と経営改善への取り組みにつきま

して、今後とも指導、支援していきたいと考えております。 

 以上をもちまして、報告を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 松永農林部長。 

［農林部長 松永道郎君 登壇］ 

○農林部長（松永道郎君）   

 報告第12号から第15号までの４件についてご報告申し上げます。 

 市が２分の１以上出資しております株式会社小栗郷、株式会社あんずの丘、株式

会社鹿本町振興公社につきまして、地方自治法第243条の３第２項の規定に基づき

ご報告するものでございます。 

 なお、幸の国木材工業株式会社、株式会社菊鹿フラワーバンクにつきましては、

決算時期の関係から12月議会でのご報告を申し上げます。 

 まず、報告第12号 株式会社小栗郷の経営状況の報告についてでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 20年度事業報告でございますが、総括事項につきましては記載のとおりでござい

ます。 

 売上げにつきましては非常に厳しい経済情勢でございましたが、総額で対前年比

0.9％の増。７億3600万円となっております。 

 ７ページの損益計算書をお願いいたします。 

 下段に掲載しておりますとおり経費の節減による経営改善に努めた結果、当期

純利益として575万2319円を計上することができました。 

 ９ページは株主資本等変動計算書でございます。 

 中央の列の利益剰余金を記載しておりますが、前期末残高に当期純損益金を加え

た当期末残高は3809万9882円となっております。 

 10ページから12ページまでは、平成21年度事業計画などを掲載しておりますので、

ご参照いただきますようお願いいたします。 

 続きまして、報告第13号 株式会社あんずの丘の経営状況についてでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 平成20年度事業報告でございますが、概要につきましては記載のとおりでござい

ます。 

 売上につきましては、５ページに掲載しております農産物直売所あぷりいが、対
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前年比で３％減少しております。 

 西友・熊本阪神店での販売が13％減少。 

 長者館でも約６％減少しております。 

 ８ページの損益計算書をお願いいたします。 

 今期の決算としましては、 終的に９ページ 下段でございますが、当期純損失

として410万5189円を計上しております。 

 10ページは株主資本等変動計算書でございますが、当期純損失を差し引いた利益

剰余金の当期末残高は242万6383円となっております。 

 なお、株式会社あんずの丘は、平成21年４月以降の指定管理者に指定されなかっ

たことに伴い、会社の設置目的を果たすことができなくなりましたので、本年６月

25日の定時株主総会において解散を決議し、現在清算手続き中でございます。 

 続きまして、報告第14号 株式会社鹿本町振興公社の経営状況の報告についてで

ございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 平成20年度事業報告でございます。 

 概要につきましては、記載のとおりでございますが、売上につきましては６ペー

ジに部門ごとの実績を掲載しております。 

 来客数の減少と経済不況の影響を受け、全体で対前年比約４％減少しております。 

 ８ページの損益計算書をお願いいたします。 

 今期の決算は前期と比べ売上が減少した分、販売費及び一般管理費の削減ができ

ず、 終的には当期純損失は1954万8190円となりました。 

 ９ページは株主資本等変動計算書でございますが、当期純損失を差し引いた当期

末の繰越利益剰余金はマイナス1853万4038円となっております。 

 10ページから13ページまでは、平成21年度事業計画などを掲載しておりますので、

ご参照いただきますようお願いいたします。 

 先ほど報告しましたとおり、本年、市が出資する法人が解散することになりまし

た。今後も法人を取り巻く環境は、農産物等の出荷量の減少と、地域間競争の激化

など非常に厳しい状況にあります。 

 市といたしましては、それぞれの施設の特徴を生かし、安心・安全な商品の提供、

各種イベントの開催などにより地域経済の活性化にさらに貢献できるよう、各法人

の経営革新・改善を要請するとともに、創意工夫を凝らした特色ある取り組みを促

してまいりたいと思います。 

 続きまして、報告第15号 専決処分の報告について、ご説明申し上げます。 

 地方自治法第180条第１項の規定に基づき、公用車での事故による損害賠償に係
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る決定及び和解について専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 事故発生日時は、平成21年７月22日午後１時40分ごろです。相手方の住所、氏名

は、記載のとおりでございます。 

 事故の概要は、山鹿市鹿校通３丁目地内において、公用車で右折して国道325号

線に進入しようとした際、一時停止した相手方の車両に追突したものでございます。 

 損害賠償額は16万4690円です。 

 和解事項といたしまして、山鹿市は損害を賠償し、今後いかなる事情が発生して

も、双方とも異議の申し立てをしないものとするものです。 

 以上、ご報告申し上げます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会   

○議長（横手啓介君）   

 以上で、本日の会議は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前11時45分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月７日(月曜日) 
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平成21年（第６回）山鹿市議会９月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第２号）   

 

平成21年９月７日（月曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．太田黒 鐵郎 

 一般質問 

 （１）合併効果の検証について 

 （２）地方自治法の財政健全化法の施行に伴う第三セクター及び指定管理者制度の見

直しについて 

   ①不稼動資産の処分と借地料の見直しについて 

 （３）山鹿市の福祉について市長の思いを質す 

２．森川 昭彦 

 一般質問 

（１） 合併特例債について 

①� 庁舎建設 

  ②小中学校適正配置 

  ③アクセス道路整備 

 （２）集落再編成について 

 （３）市長・市議の選挙制度 

  ①選挙費用の公費負担について 

３．森 久雄 

 一般質問 

 （１）山鹿灯籠と灯籠紙について 

４．福本義文 

 一般質問 

 （１）農業集落排水事業について 

 （２）新エネルギー導入事業について 

５.高野 誠二 

質 疑 

 （１）議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 
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  ①Ｐ21～23 （款）教育費（太陽光発電について） 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   
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28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副   市   長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

総 務 部 長     藏 原 榮 一 君   

市 民 福 祉 部 長     中 野   力 君   

農 林 部 長     松 永 道 郎 君   

商 工 観 光 部 長     永 田 義 文 君   

建 設 部 長     有 働 郁 夫 君   

環 境 部 長     宮 本 榮次郎 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長     八木田 達 博 君   

総 務 部 次 長     三 森 兄 臣 君 

市民福祉部次長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

財 政 課 長     木 下   実 君   

福 祉 課 長     山 内 敏 雄 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

建 設 課 長     緒 方 淳 一 君   

環 境 課 長     斉 藤 憲 二 君   

下 水 道 課 長     原   弘 文 君   

監査事務局長兼選管事務局長     川 崎 美 明 君   

学 校 施 設 課 長     白 田 俊 輔 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長     渡 邊 義 明 君   

書      記     中 村 武 志 君   
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書      記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

 これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（横手啓介君）   

 日程第１ 質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。太田黒鐵郎議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

 27番、太田黒鐵郎でございます。通告のとおり、一般質問３件について一問一答

方式で質問いたします。 

 議長にお願いいたします。質問に入ります前に資料配付をさせていただきたいと

思いますので、議長の許可をいただきますようによろしくお願いいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 資料配付の要求があっておりますので、会議規則第150条の規定によりこれを許

可します。職員に配付いたさせます。 

［資料配付］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

   それでは、質問に入ります。 

   第１点目は、合併効果の検証についてでございますけれども、平成17年１月の合

併から４年が経過して、１期目の中嶋市政が今回の９月議会で４回目の決算認定の

時期となり、一つの節目を迎えることになっております。 

   そこで、合併後４年間の検証を行い、その結果をたたき台にして、次の４年間の

市政運営の改革推進につなげていくことが必要不可欠であると考えます。そのため

には行政や議会だけでなく、開かれた市政として、合併後、どのようなところが良

くなったのか、また悪くなったのか、市民の皆様に知らせることは、大変大事なこ

とではないかと思います。 

   先に資料を配付しましたように、７月25日の新聞に掲載されたように、合併後の

姿として、合志市の検証がホームページで公表されておりますので、ここに配付し

たわけでございます。 

   このように情報を発信するには、市民の皆様にわかりやすいパンフレット等を作
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成して配付することが必要であると考えますが、執行部としてはどのような見解を

持っておられるのか、まずお伺いいたします。 

   また、作成する意思があるとするならば、いつまでに作成するか、その辺をお示

しいただきたいと思います。まず、第１点目の質問といたします。 

○議長（横手啓介君）   

   これより執行部の答弁を求めます。三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

   おはようございます。 

   一般質問、合併効果の検証についてお答えいたします。 

   現在、取り組んでおります行政施策等の検証につきましては、総合計画策定時や

毎年度の予算編成時において、各施策ごとあるいは個々の事業ごとには実施してい

るところでございますが、合併効果あるいは、その検証を総体的に実施し、一つに

まとめたものはございません。議員からご提言、ご紹介をいただきました合志市の

資料「合併後の姿」を拝見いたしましたが、大変わかりやすくできていると感じま

した。 

   合併効果の検証は、市民の皆様にとりまして関心事項の一つであると思いますの

で、本市におきましても、合志市や先の先進事例をもとに市民の皆様に、よりわか

りやすく、数字等が並ぶのではなく、ビジュアル的なものを作成する必要があると

考えます。また、作成時期につきましては、本年12月までには市民の皆様へお示し

したいと思います。 

   さらに、作成しました資料の活用につきましては、ホームページへの掲載や『広

報やまが』へ概要を掲載するなど、市民参加を促進する開かれた市政として、一番

必要な市民と行政の情報の共有化を図るという趣旨からも、より効果のある方法を

検討してまいります。 

   さらに、山鹿市総合計画の後期基本計画の策定作業に来年度取り組むこととして

おり、その際にもこれらの検証を十分活用して計画策定に取り組んでまいります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

   太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君）   

   議長。 

○議長（横手啓介君）   

   太田黒議員。 
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［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君）   

   先日、合志市に出向きまして、検証について具体的に説明を聞いてまいりました

が、私たちのこの山鹿市とは地理条件など大分違いますし、首長の考え方も違いま

す。 

   例えば、人口などは、合志市は合併後３年間で2000人ふえております。しかし、

山鹿市は反対で、合併の日は６万60人であったのが現在では５万7875人と、４年間

で2185人減少しております。 

   また、合志市の市長が、子育て支援日本一の市をつくるというようなキャッチフ

レーズを打ち出されたというようなことで、若い人の転入が非常に多くなり、出生

数ももちろん多くなっております。また高齢化率も19.2％と非常に低いのには驚い

たところでございます。 

   皆様方ご承知のとおり、住みよさランキングというのが今ありますが、この算定

指標は一つに安心度、病院、１人当たりの一般診療所の病床数、それから介護老人

福祉施設、これは特養のことですが、65歳以上の人口の定員数、それから出生数、

15歳から49歳までの女性の人口当たり。 

   それから、２番目が利便度。人口当たりの小売業の年間商品販売額とか、人口当

たりの大型小売店の店舗面積。 

   それから、３番目に快適度。これは公共下水道の普及率とか、人口当たりの都市

公園の面積、転入・転出の比率、新設住宅の着工数。 

   それから、富裕度というようなことが４番目ですけれども、これは財政力指数、

人口当たりの徴税の収入額、納税者１人当たりの課税対象所得。 

   それから、５番目が住居水準充実度。これは世帯あたりの住宅延床面積、それか

ら持ち家世帯の比率。 

   このようのことから算定してランキングを決定するのでありますが、熊本県で50

位以内に入っているのは合志市だけで32位でありますが、山鹿市は何位になってい

るかわからないところであります。 

   早急に合志市のようにはいきませんが、まず、山鹿市としては、検証を包み隠し

なく出して、悪いところは悪い、良いところは良いとして、正直に検証して、市民

に公表することであるこのように思うわけでございます。このことにつきましては、

ただいま答弁がありましたが、12月定例会に間に合うように作成していただき、さ

らに建設的な議論を深めていきたいと思います。 

   また、参考のために申し上げますが、合志市では、小学校区ごとに検証結果の説

明会が開かれておりますので、当市においても『広報やまが』だけでは浸透した理
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解はできないと思います。 

   せっかく作成するならば、その効果が表れますよう研究されますよう要望いたし

まして、１点目の質問を終わります。 

   次に２点目の質問でありますが、地方自治体の財政の健全化の施行に伴う第３セ

クター及び指定管理者制度の見直しについて、それから、不稼動資産の処分と借地

料の見直しについてというようなことでお伺いします。 

   本年６月 24 日に、総務省の指針として「経営不振の三セク・公社、廃止含

め５年で処理」という記事が新聞に掲載されました。この内容につきましては、次

のようなものでございます。「総務省指針 経営不振の三セク・公社、廃止含め

５年で処理」というような見出しであります。 

   というようなことでございますが、まず、このことを踏まえての質問です。第三

セクターの今後の方針についてですが、これらの質問は今までもお伺いしておりま

すけれども、なかなか進まないというような感じがしておりますので、最終的には

どのような方向で考えておられるのか、再度お示し願いたい。 

   ２番目に、指定管理者制度の今後の方向性についてであります。 

   平成18年度から導入されてきましたところでありますけれども、この指定管理者

制度の考え方と、今後の方向性について、お示し願いたい。 

   ３番目に、不稼動資産の今後の管理及び高額な借地料について、どのように見直

総務省は23日、第三セクターや住宅供給、土地開発、道路の地方３公社について、

採算性を分析した上で問題があれば、本年度から５年間で廃止などの抜本処理を集

中的に行うよう求める指針を地方自治体に通知した。総務省が期限を切って三セク

などの処理を促すのは初めてということです。 

 今年３月に成立した改正地方財政法で、三セクや３公社の借金肩代わり費用など

を補う地方債「第三セクター等改革推進債」の発行を特例的に５年間認めたことに

伴う通知。 

 指針は、決算の上で黒字でも自治体からの補助金を除くと赤字になる場合や、資

産をすべて売却しても負債を返済しきれない実質的な債務超過のケースなど「採算

性がない」と判断し、民間への売却や廃止などの処理策を検討するよう要請した。

処理を検討する際には、経営悪化の原因とその責任を議会や民間に明らかにするこ

とを求めた。 

 総務省は、2007年度末の時点の調査では、三セクと３公社合わせて7600社の35％

が赤字。自治体財政健全化法の本格施行で、財政悪化の判定に、三セクの財政状況

も参入されるようになったため、総務省は、自治体財政に深刻な影響を及ぼすおそ

れがあると見ている。 
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しをしていくのか、どのような考えがあるのか、このことについても再度質問であ

りますが、なかなか進展が見られないように思いますので、お伺いをいたします。 

   以上、２点目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

   答弁を求めます。松永農林部長。 

［農林部長 松永道郎君 登壇］ 

○農林部長（松永道郎君）   

   太田黒議員、２点目の第三セクターの今後の方針について、お答えいたします。 

   ご質問の第三セクターに関しましては、現在、清算手続き中の株式会社あんずの

丘を除く、農林部が所管する四つの株式会社を対象として、お答えさせていただき

ます。 

   これらの４法人は、これまで行政機能を補完、代行する役割を果たしながら、初

期の設立目的に沿って、みずからの責任において経営改善に努め、事業展開を図っ

てきたところでございます。今後の第三セクターにつきましては、本年６月に総務

省から示された「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」において地方公共

団体は、財政健全化法等を踏まえ、第三セクター等を対象として、経営状況、資産

及び将来の負担の実態を含め、適切に把握し、財政状況を的確に分析した上で、存

廃も含めた抜本的な改革を集中的に行うことを要請しております。 

   本市におきましては、昨年４月、第三セクター自立経営を図るための措置にかか

る方針を策定しておりますが、国の指針と同一基調で臨む方針です。 

   具体的には、まず、民間に近い経営ができるよう促しながら、すべての第三セク

ターの最終形態は完全民営化を目指すこととしております。 

   次に、人的支援の見直しについては、民間の経営ノウハウを有する人材の登用を

促進するため、副市長等の特別職及び一般職員の取締役就任を原則として廃止する

方針であり、現在、その時期について検討しているところでございます。 

   さらに、財政的支援につきましては、第三セクターは独立した法人格を有する経

営主体であり、みずからの責任において経営改善に努め、自主的・自立的な経営を

目指す必要があるため、第三セクターが融資を受ける際、金融機関に対する損失補

償契約や単なる赤字補てんを目的とした公的支援は行わない方針でございます。 

   今後とも、国の指針及び本市の方針に基づき、平成20年11月に設置しました第三

セクター経営検討委員会において、定期的な経営の点検・評価を行いながら、法人

みずからが徹底した経営努力を求め、民営化に向けた着実な経営改善の実行を促し

てまいります。 

   最後に、四つの株式会社のうち２社については、平成23年度までの物産館等の指
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定管理者となっております。平成23年度を一つの区切りとして、集中的に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○議長（横手啓介君）   

   藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

   一般質問の２点目の中の指定管理者制度の見直し、それから不稼動資産の処分と

借地料の見直しについてお答えいたします。 

   まず、指定管理者制度についてでございますが、本制度は、皆様が既にご承知の

とおり、従来、公共的団体等限定されておりました公の施設の管理主体の範囲を民

間事業者等にまで広げることにより、住民サービスの向上、行政コストの縮減を図

る目的で創設された制度でございます。本市におきましても、制度運用指針を策定

し、平成18年４月から、順次、指定管理者制度の導入を行いまして、既に40施設に

制度の導入を行ったところでございます。 

   制度導入の目的の一つでございます住民サービスの向上の点におきましては、制

度を導入したことにより、住民ニーズに沿った開館時間の延長や開館日の拡大、職

員研修等の開催による接遇の向上、管理者の意識改革、自主事業の増加等によりま

して、利用者の利便性の向上が図られておるものと認識をいたしております。 

   二つ目の経費縮減効果につきましては、平成18年度第１期の制度導入がすべて非

公募となったこと及びその後の導入施設数が少なくなったこと等により顕著な効果

はあらわれておりません。 

   しかしながら、平成21年４月から第三セクターが管理する施設等を含みます21施

設に公募制、３施設で非公募制を採用し、導入を行ったことによりまして、年間

3000万円程度の経費縮減効果が見込まれております。 

   ご質問の今後の方向性につきましては、今後とも制度の改善や導入促進を図るの

はもちろんのことでございますが、本制度の創設目的であります住民サービスの向

上、行政コストの縮減を図るために制度運用指針に基づき、公募制による推進を行

ってまいります。 

   なお、既に制度を導入している施設、今後、導入を予定している施設などで、

１点目に施設の設置目的を達成した施設、２点目に類似の施設を国・県または民間

が設置している施設、３点目に利用状況が著しく低く、今後もその状況が改善され

る見込がない施設、４点目に実質的に利用者が特定され、今後もその状況が改善さ

れる見込がない施設等につきましては、公としての施設の機能が実質的に失われて

いる可能性がありますので、再指定の時期並びに導入時期に合わせまして、廃止・
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譲渡または統廃合等を検討してまいりたいと考えております。 

   今後も山鹿市公共施設再編整備計画に基づきまして、適切な管理運営が行われま

すよう関係課と連携を図りながら、制度の定着及び推進に努めてまいりたいと考え

ております。 

   次に、不稼動資産の処分と借地料の見直しについてでございますが、本市の公共

施設の管理運営を含めたところの取り扱い方針につきましては、平成18年度に策定

いたしております山鹿市公共施設再編整備計画に基づき、各施設ごとに方向性を定

め、設置目的に沿った施設の充実に努めているところでございます。 

   公共施設の再編整備に当たりましては、いま一度すべての施設について、設置目

的の観点から、その利活用方法等を検討した上で、方向性を定めております。その

基本方針につきましては、１点目、公共施設の経済的・効率的運営を図る上で、施

設の統廃合を推進し、かつ施設の充実に努めるものでございます。 

   ２点目に公共施設の管理運営につきましては、積極的に民間活力の導入を図るも

のでございます。 

   ３点目に公共施設の利活用促進の観点から売却・譲渡を推進するものでございま

す。現在、当整備計画に基づきまして、施設の再編及び指定管理者制度の導入を機

に民間活力の推進を、また一方では行政目的が希薄なものにつきましては、積極的

に売却を進めているところでございます。 

   また、借地料につきましても、合併前からの事情により高額なものがあり、公平

性を欠いている状況にございますが、当整備計画におきまして、その賃借物件の基

本方針を定めております。 

   １点目に、将来にわたって行政施策の展開上、必要なものについては、購入を前

提とするものでございます。 

   ２点目に、施策の存続意義が希薄なもの及び他の施設において事業展開が可能な

ものについては、賃借を中止するものでございます。また、高額な賃借物件につき

ましては、現状に即した賃借料に努めることといたしております。 

   以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

   太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君）   

   議長。 

○議長（横手啓介君） 

   太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 
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○27番（太田黒鐵郎君） 

   第三セクターの件につきましては、総務省の指針にもありますように、決算上で

は黒字でも自治体からの補助金を除くと赤字になる場合とか、債務超過のケースと

か、採算性がないと判断された場合は民間への売却や廃止とありますが、私はここ

まで悪くなるならば、民間売却ということについても引き受ける人はいなくなると

思います。 

   ただいま、答弁でありましたように、徹底した経営努力を求め、民営化に向けた

着実な経営改善の実行を促してまいりますとか、23年を一つの区切りとして、集中

的に取り組みますというような答弁がありましたが、このような生ぬるい感覚では、

23年度には民営化します、そういうことで、もう少し意気込みを持って、早急に、

スピーディーにやっていただきたいと思います。 

   次に、指定管理者制度につきましても、私はこの制度を導入しても市の財政に大

きな潤いはないと思います。私が調査したところの現在23施設では、管理料が１億

5200万円出ておりますし、一番高いところは5594万円というところもあります。 

   今後においても、老朽化が進むと多額の修繕費がかさむようになりますし、施設

の起債残高も20年度末で15億3300万円程度残っている状況にあります。 

   私は、この制度は、三セクから民間移譲までの中間の段階的なつなぎの制度だと

思っております。その方向で考えていかなければならないと考えます。 

   まず、公益的な施設と収益的な施設を分離して、制度として残すものは残し、ま

た目的を達しないようなところに対しては、早急に対応されますよう強く要望をし

ておく次第でございます。 

   次に、不稼動資産の処分と高額借地料の見直しについてでありますが、不稼動資

産とは読んで字のごとく稼動しない資産でありますので、早急に処分するのが当た

り前だと思います。 

   特に、鹿北町のことで言いますと原野貸付が多くあります。現在は、栗やお茶な

どに利用されております。利用者にこれはお願いをいたしまして、早急に売却の方

向で整理をしていただきますように思います。 

   それから、高額の借地料については、このことについても方向性はわかっており

ますけれども、借地料を反当19万5000円も支払っているところが数カ所見受けられ

ますが、契約してから15年以上経過しておりますので、現在の農地の価格で計算し

てみますと、５回も６回も売却したような計算になるのです。このことについても、

賃借を中止して返却するか、また、現状に即した賃借料に改正されますように、早

急な対応をお願いするところであります。 

   ただいままで申し上げましたことは、人の身体に例えて言いますならば、これは
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メタボ対策と同じと私は思うわけです。余分な脂肪を落として、血液の循環を良く

して、スリムになって、活力ある体力をつくるというようなことと同じと思います。

要するに、山鹿市の財政運営をいかに合理的に進めていくかということが、１つの

大きな課題であると思います。 

   山鹿市の財政は、夕張のような問題はありませんが、健全で万全な財政であると

いうまでにはいかないと思います。日ごろから緊張感を持って考えていかなくては

ならないと思います。 

   例えば、昨年、養護老人ホームを民間に３施設移譲したというようなことで、こ

れが１億2000万円。１億2000万円というのは１回しか入ってきませんけれども、何

回でも来ませんけれども、これに対する人件費が約8000万円出ていたわけですが、

この人件費の8000万円が要らなくなったというようなことでございますので、市全

体からいろいろ見てみましても、職員数の削減ということだけではなく、議会にお

いても議員定数の削減及び報酬、政務調査費等の調査について、特別委員会におい

て検討中でありますが、先日、私たちの委員会で岩手県の藤沢町を行政視察いたし

ましたが、この町は議員定数が10名で、町長の報酬が32万1000円。 

   それから、副町長は36万3000円。副町長が高いわけですれども、これを女性の職

員の方に聞きましたところが、どういうことですかというようなことで聞いたとこ

ろ、笑いながら、「副町長が仕事ができるのでしょう」というようなことですから、

どういうことかわかりませんけれどもそういうことでした。 

   それから、議長が25万1000円、副議長が20万3000円、議員が19万円というような

ところでございます。しかし、町も非常に活気があるように感じたわけでございま

すけれども、説明された方も非常に熱心で、すばらしい町であるというような印象

を受けて帰ってまいりました。 

   執行部におかれましても、自治体の財政健全化法の本格施行により、連結決算と

いうことを念頭において、財政運営の健全化に努められますように切に要望いたし

まして、２点目の質問を終わります。 

   次に、３点目の質問でございますけれども、山鹿市の福祉に対する市長の思いを

お伺いします。 

   私は、福祉については所管委員会であります。また、個人的にも事業をやってお

りますので、今まで、福祉関係につきましては１回も質問をしたことはございませ

んでしたが、今回は市長が日ごろから考えておられると思いますので、市長のイ

メージプランあるいはマスタープランというところをお聞かせいただきたいと思い

ます。このことにつきましてはヒアリングなしでありますので、かみ合わない点も

あるかと思いますが、詳細につきましては委員会のほうで具体的にお尋ねしたいと
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思います。 

   まず、世界で一番福祉が充実し、進んでいる国というのは、北欧のスウェーデン

と言われております。私は行ったことはありませんが、話を聞いたり書物を見ます

と、既に市長もご承知と思いますが、スウェーデンという国は高福祉・高負担の国

であります。子ども一人当たり月額２万5000円の手当、18歳までは医療費が無料、

育児休暇が390日で給料の80％保証、教育費は大学まで無料、65歳以上の医療費及

び介護についても無料。 

   このようなことがどうしてできるのだろうかと思いますが、消費税が25％、介護

保険料は働く人全員から徴収している。それから、特に200年間戦争をしていない。

そういうことから社会資本が非常に充実している。このような国であるそうですが、

要するに福祉には金がかかるということです。 

   なお、我が国日本では、現在、少子高齢化は世界一と言われます。そのような中

で山鹿市の現在の実情は他の市町に比べて、まだまだ福祉が充実した市とは言えな

いと思います。 

   この一つの要因は、市長の福祉に対する姿勢にあると思います。例えて言えば、

先の『広報やまが』８月号に、今度の６月議会の当初予算が載っておるところに、

21年度の市政方針として「限りない可能性への挑戦。恐れず勇気をもって未来にチ

ャレンジ」と掲載してあります。大変、立派なことですが、寂しいことには、介護

福祉や高齢者の問題については一字一句もないということは、いかに高齢化対策に

対して、消極的であるかということが伺えるところであります。 

   このような状況を踏まえて市長にお伺いしますけれども、今後５年から10年先の

話でございますけれども、市長は山鹿市の福祉についてどのような姿をイメージし

ておられるのか。大所高所からのお考えをお示し願いたいと思います。 

また、３点について方向性を聞かせていただきたいと思いますが、まず１点目、

少子高齢化対策の方向性。２点目、高齢化対策への方向性。特に介護対策について。

３点目は、社会福祉協議会の地位。いわゆる位置づけをどのように考えておられる

のか。まず、このことにつきまして質問をいたします。 

○議長（横手啓介君） 

   答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君） 

   ただいまの太田黒議員の３点目のご質問にお答えいたします。山鹿市の福祉につ

いての市長の思いということでございます。 

   先ほどもお話があっておりましたように、この質問の内容につきましては、ここ
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に出ております「山鹿市の福祉についての市長の思いを質す」ということだけの通

告であったわけでございますので、ただいま１点、さらに３点のお尋ねということ

で、まさにかみ合わないところもあろうかと思いますけれども、この最初のご質問

に対する私の率直な思い、基本的なことをまず申し上げてみたいと思っております。 

   福祉といいますのは、私たちこの行政に課せられた最大の仕事であると、目的で

あるという思いをいたしております。職務規定の中に「すべての職員は、全体の奉

仕者として、公共の利益のため勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げて、

これに専念しなければならない」ということがございますように、この公共の利益

というのが、まさに公共の福祉、まさに市民の幸せづくりであろうというふうに位

置づけております。 

 よって、私たちが先ほど平成21年度の方向性についての記載につきましても、そ

れぞれの文言がなかったということでご指摘もあっておりますけれども、基本的に

市民の幸せのために全体をつくり上げていく、進めていく、そういった思いである

ということも、ご理解をいただきたいと思っています。まさにそういった行政の目

的からいたしまして、基本的なことは３点でございます。 

すべての６万市民のための福祉である、そしてかつ公平であるということが１点

であろうかと思います。 

 ２点目は、現在も福祉の充実ももちろんでございますけども、将来にわたって充

実した福祉がなされていく、そのことをしっかりと念頭に置きながら取り組んでい

くことが大事であると、現在だけではなくて将来にわたって、この山鹿市の福祉が

充実していく、発展していく、そういったことが大事であるというふうに思います。 

 ３点目は、先ほど世界的にはスウェーデンの話、あるいはまた、いろんなことが

イメージされると思いますし、近隣の合志市の話もあったわけでございますけども、

山鹿市の実情、現状に沿ったもの、現状に合った福祉のあり方を求めていく、その

ことが大事であろうと思いますし、大きくは国や県の施策、そういったものと相ま

って、かつ山鹿市の現状、状況、また市民のニーズ等々に合わせながら山鹿市らし

い福祉のあり方を求めていく、追求していく、つくり上げていく、そのことが大事

であろうというふうに基本的に思っております。 

 そのために原則としては、やはり基本的に自助であると、みずからのことはみず

からで守っていく、まず自助。そしてその足らない部分については、お互いが支え

合っていく共助。そしてまた、それでも不足する部分については公が支えていく公

助。公が助けていく。そういった自助、共助、公助の考え方が大事であろうという

ふうに思います。 

 こういったことを進めていくためには、やはり人づくりが大事である。福祉を担
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う人づくり、その人づくりをしっかりとやることも大事であるし、そういった市民

の方々の支え合い、こういったものをしっかりとつくり上げていく、そのことが大

事であろうというふうに思います。 

 基本的にイメージする福祉のあり方、山鹿市のそういった福祉の状況を考えます

ときに、今よく言われます、感じます点は、住み慣れた自分たちの地域で、地域の

方々の支えによって、すべての人がそれぞれのその人らしい尊厳を保った命や健康

や生活をしっかりと支えていく、そのことが山鹿市の方向性であろうというふうに

思っております。そういったことをイメージをいたしております。自分たちの地域

に合った福祉、そしてまた、その住み慣れた地域である、そして地域の方々の支え、

そして市民の一人一人の尊厳を大事にする、そういったことを基本にしていきたい

というふうに思っております。 

 さらに、少子高齢化に対する考え方でございます。非常に大きな問題であると思

っております。支える人が少ない、そして支えられる人が多い時代でございます。

こういった中での、福祉のあり方というのは非常に大変なものがございます。そう

いった中で、国の中でもやはりこういった今日の大きな問題は、この社会保障費を

いかに抑えていくか、国の中でどう保っていくか、そういうことが一番大きな課題

になっておるわけでございます。 

 山鹿市におきましても、そういった現状、また山鹿市のおかれた状況等々の中で、

しっかりとこれを受け止めながら、やはり今の山鹿市の中でできる福祉のあり方、

少子化、高齢化に対応するあり方を模索していくべきであるというふうに思います

し、子どもにつきましては、やはり私は、未来を、地域をつくる、日本をつくる大

事な宝であるという思いがしますし、高齢者の方々はこれまでのふるさとをしっか

りと育んでいただいた大きな財産である。そういった方を大事にする。しっかりと

大事にする取り組みとしては、先ほど申し上げましたように、自分たちのできる中

で、地域の中でその人の尊厳を大事にしながら、福祉を求めていく、つくりあげて

いく、そういったことが大事であろうというふうに思っております。 

 高齢者介護、高齢者対策、特に介護等についての見解ということでございますけ

ども、先般の景気対策等々につきましても、国は緊急にこれまでの介護等々のあり

方から大きく方向を転換して、これまで施設介護から在宅介護という大きな方針を

出しておりました。それは先ほど言いましたように、国全体の社会保障費、そうい

ったものをしっかりと抑えていくと言いますか、全体の中でのバランスをとってい

く、そういった考え方の中で、方向性が出されておったわけでございますけど、緊

急経済対策の中ではそういった施設についても大幅に増床というような方向性も出

されたわけでございますけども、そういった中で議会の方でも委員会等々でしっか
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りと論議をいただいたところでございますけども、私たちが考えましたことは、期

間は非常に短い判断の機会でございましたけども、やはりこれは実際の力量が問わ

れる大事な案件であると、期間は短いけれどもしっかりと考えてくれ、判断してく

れ、検討してくれという話をしました。そういった中で、やはり今日、山鹿市の置

かれたそういった施設介護、あるいはまた在宅介護等々の状況につきましては、ま

たこれまで取り組んできた方向性については、やはり施設につきましては近隣の市

町村等々と比較、あるいはまた、人口比等々に比べましたときに、かなりの充足率

があるという判断をいたしたところでございます。 

 また、この施設の充実等につきましては、これが市の財政負担を伴う、さらには

将来的にわたって介護保険料等々の負担につながるということで、この辺について

は慎重に検討すべきであるという中で、増床等については極力抑えてきたところで

ございます。 

しかしながら、先ほど申し上げましたように、この山鹿市のおかれた財政力や少

子高齢化率等々の現状の中では、先ほど申し上げましたように、地域の中で地域の

方々を支えていく、そういった取り組みが大事であろうという中で、介護予防拠点

施設の整備というのも大きな方向性として、今出されております。これにつきまし

ても、国のしっかりとした、１件につきまして750万の全額補助というそういった

制度の中での、今回のお示しがあったわけでございます。 

 山鹿市のまず当面とるべき方向は、そういった地域の介護予防拠点施設、そうい

ったものを充実すること、早急に充実すること、そういったことが山鹿市のあるべ

き方向、福祉のあり方に沿うものであるという判断をいたしました。そういった中

で、山鹿市８圏域に分かれておりますけども、その圏域に２カ所ずつのそういった

施設を整備しながら、そういった身近な施設の中で、地域の方々のボランティア的

な取り組みの中で見守り、介護、また子どもたちとの交流等々いろんなものがなさ

れる。そういったことを進めていきたいという思いがいたしました。この件につき

ましては、介護保険料への跳ね返りがないということで、また地域の方の支え合い

という観点の中での取り組みでございます。 

 こういったことが山鹿市の大きな特色であろうと思いますし、またこれまでそう

いった方向性の中で、認知症サポーター4000人、介護サポーター100人という県下

でもトップレベルのそういった人材が、人が育っていると、そういった方々の力を、

ボランティアをしっかりとお借りしながら、市民全体で市民の方々を支えていく、

そういった介護、福祉のあり方を目指していきたいと思っております。 

 最後に、社会福祉協議会のあり方につきましては、山鹿市の福祉活動のその一端

をしっかりと担っていただく団体であると思っております。しっかりと連携しなが
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ら取り組みを、この福祉の充実、向上発展に努めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 つい先般も、防災ボランティアの協定等も結んだわけでございますけども、それ

ぞれが持つ力を出し合いながら、お互いに連携しながら山鹿市全体の福祉の向上に

努めていきたいと、またそういった山鹿市の福祉をしっかりと支えていただく団体

であるというふうに位置づけております。以上でございます。 

○議長（横手啓介君） 

 太田黒議員、了解ですか。 

○27番（太田黒鐵郎君） 

 議長。 

○議長（横手啓介君） 

 太田黒議員。 

［27番 太田黒鐵郎君 登壇］ 

○27番（太田黒鐵郎君） 

 当初、申し上げましたように、このことについては市長とのヒアリングはしてお

りませんので、今から申し上げることに答弁というのは要らないと思いますけれど、

それぞれに私の思いを述べておきたいと思います。 

 まず、少子高齢化対策については、今ございました。その前に将来、先のイメー

ジというようなことで尋ねておったわけですが、市長は非常に精神論とか理想論と

いうようなことを話させるとすばらしいことを言われますけれども、市民のために

公平な福祉でなくてはならない、将来にわたって発展していくようなというような

当たり前のことですけれども、山鹿市の現状に合った福祉の方向というようなこと

です。国、県の施策の状況というようなことですが、こういうことは福祉だけでは

なく、農林とかいろいろ他のことも同じですけれども、どうも私が考えるところで

は、国、県の事業の、委託事業のような感じを持っておるようなところがある、県

がこういうふうにするから、国がこういうふうな方針だからというようなことでは

なく、山鹿市はこういう考え方で、山鹿市独自の考え方を、そういう発想を持って

やらなくてはならないというようなことを、私は考えるわけでございます。自助、

共助、公助もちろんのことでございますけれども、もう少しそれぞれの部署で、そ

れぞれの事業に、山鹿市の独特の色を出すと言いますか、そういうことをやらなく

てはならないと思います。 

 少子化対策の中では、先に決議いたしました12歳までの医療費の無料化、来年の

１月１日から施行されますけれども、これは決定しておりますことについては、高

く評価するところでありますが、本当にサービスというならば窓口払いをなくさな
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くてはならない、これまでやるのが本当のサービスと思います。 

 それから、次には学童保育の件でございますけれども、今、学童保育の重要性と

いうのは皆さん方、既にご承知のとおりでございますけれども、学童保育をする場

所が非常に貧相なところで、場所がないというようなことで困っておるわけでござ

いますが、私もあっちこっち視察等をしてみますと、学校で学童保育をやっておる

ところはあるわけでございます。 

 山鹿市の場合には、文部科学省と厚生労働省の問題もあるかもしれませんけれど

も、学校を提供してもらえない、そしてよそよりも経費が高くつくというようなこ

とでございます。特にこの場所の問題でございますけれども、よそでは学校ででき

ているのに、山鹿市は何でできないのかというようなことですが、責任問題だ何だ

というような話がありますけれども、この件については急ですが、教育長のお考え

を一つ聞いておきたいと思います。 

 それから、高齢化対策でございますけれども、今、市長が答弁されました。介護

は予防が大切です。だれでもやっぱり重度になって、介護を受けたくないというの

が当たり前の話ですけれども、なったならば仕方ないというようなことで、介護予

防というのを力入れなくてはならないということは、もちろんのことですけれども、

これを地域の中でというような話、それから地域密着型の施設をつくるというよう

なことです。地域密着型と言いますと、グループホームとか小規模多機能施設とか

というようなことですけれども、今、話がありましたように今度の緊急経済対策の

中で、老人ホームの増床の助成、補助が倍になっておるというようなことです。 

 私もなかなか自分で経営しておりますので、そういうことは申し上げにくいわけ

ですが、１床１ベッドふやすのに大体1000万円かかります。その中で今までの助成

は220万円から230万円でありましたけれども、今度の緊急経済対策では400万円と

いうことになっておるということですけれども、今の話のように山鹿市ではふやさ

ないと、それよりも地域密着型の方を優先ということですけれども、将来の考え方

としましては、この介護というものはそういうことに実際現場で当たってみた人、

それから実際家族にそういう人を抱えた人でないとわからないと思いますけれども、

これは地域でとか家庭でとかというのが理想的で本当のことです。しかし、それが

できないから施設があるわけです。しかし、施設といいましても、特別養護老人

ホームあたりは、これが最終の受け皿です。終身契約ができるのは特別養護老人

ホームだけです。老健とかいろいろありますけれども、これは一応家庭復帰が原則

ですけれども、家庭復帰はおそらくできないから、老健を出た人は特養かどこかと

いうようなことで、家庭に帰って家庭の家族がみるというようなことは、おそらく

できないというようなことで最終受け皿が特養ということを、やはり今後、頭に入
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れて考えていただきたい。 

 今度、増床しないということですから、それはもうそれで仕方ありませんけれど

も、私はこの緊急対策で補助率が倍になった、この３年間のうちに希望は今、120

か130かあるというようなことですから、それだけ希望があるならば、この際、増

床していただくならばというような期待を持っておったわけですけれども、以前は

そうではありませんでしたが、今は市・町にいろいろなことの権限があって、県の

方は山鹿市がそういう要望がありますなら、県の方は対応しますという話ですけれ

ども、山鹿市がしないということになれば仕方ないわけでございます。 

 それから、答弁は要らないと言いましたけれども、これは一つお聞きせねばなら

ないと思いますけれども、社会福祉協議会の地位、いわゆる社会福祉協議会は外郭

団体であるのか、それとも、社会福祉法人というのはわかっておりますけれども、

行政機関のであるのか。特に鹿北あたりでは今まで首長が、合併前は社協の会長を

しておったんです。これが行政機関と思われるような感覚を間違えておるというよ

うなことです。名前が長なものだから、非常に何でもかんでも長をするのが好きで

したから、社会福祉協議会の会長までしておるものだから、行政機関と間違えてお

るというようなところがありましたので、このことについては市長にどういう団体

であるのか、はっきりしたご答弁をいただきたいと思います。以上で、私の質問を

終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君） 

 ただいまの太田黒議員のご質問に、私が存じ上げている限りで答弁を申したいと

思いますが、実は先ほどおっしゃいましたこの山鹿市ではどうしてできないかとい

うことでございますが、私もこの３月に着任いたしまして、取り組んでおられる現

状を、やっておられるところだけでもということで、飛んで行って見てまいりまし

た。 

 特に八幡におきましては、これは八幡小学校の下にあります施設を利用して、こ

れは学校の校内にございますが、それを利用して教室を開校しております。昔の学

校のこの施設でございますので非常に使いやすくて、便利で効果を上げておられる

ということを聞いてまいりました。実際、私も見てまいりまして、本当に効果が上

がっておる状態でございます。 

 それから、菊鹿の方におきましては、これはいろいろあっちこっち場所を転々と

されて、なかなかやはり場所が見つからない、現在やっておられるのは、あんずの
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丘の施設がやっと見つかったということで、向こうでやっておられますが、ここも

非常に子どもたちがたくさん来ておりまして、活動が充実しておられるようでござ

います。 

 それから、山鹿の方では山鹿小学校、こちらの教室を利用してやっておられまし

た。しかし、こちらの方は非常にご苦労が多かったように感じております。 

 基本的には、学校の教育活動に支障がない限りにおいては、現在利用されておる

というところでございますけれども、なかなか学校の方としても支障が出てくると、

子どもたちの部活動等にです、そういった場合には利用ができていないというのが

現状ではなかろうかと思います。 

 それから、国の委託事業として稲田小学校におきましては、この学童保育に関わ

る事業が今、展開されております。こちらも私、出向いていって見てまいりました

が、ボランティアの方も含めて一生懸命ご指導しておられる、こういうことを合わ

せ考えながら、今後、山鹿市としても検討をしていきたいと、そういうふうに考え

ております。 

私が現状を知る限りでは、以上でございます。 

○議長（横手啓介君） 

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君） 

 先ほどの、社会福祉協議会の位置づけをどう考えておるかということでございま

す。基本的に独立した社会福祉法人団体であるというふうに位置づけております。

しかしながら、先ほど担当者に聞きますと、現在、条例上、外郭団体として位置づ

けておるということでございます。 

 これにつきましては、やはりふさわしくないという思いをいたしておりますので、

その見直しを行っていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（横手啓介君） 

 以上で、太田黒議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで、しばらく休憩いたします。 

午前11時09分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時20分 開議 

○議長（横手啓介君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほどの答弁の中で訂正がございますので、これを許します。中嶋市長。 
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［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）  

 先ほど太田黒議員の、社会福祉協議会の位置づけについてのご質問に対しまして、

条例の中で外郭団体として位置づけておるというお答えをいたしたところでござい

ますが、山鹿市外郭団体の運営等の指導に関する指針の中で、外郭団体と位置づけ

ておるということに訂正させていただきます。 

○議長（横手啓介君） 

 次の通告順により、森川昭彦議員の発言を許します。森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君） 

 議席番号18番、森川でございます。３点質問をさせていただきます。 

 ただいま太田黒議員が質問をされました指定管理者制度の見直し、三セクの見直

し、そして不稼動資産の売却、借地料の見直し、私も全くそのとおりであろうとい

うふうに思います。 

 開会日に総務部長より、山鹿市の財政状況のご報告がございました。おおむね良

好ではございますが、今から山鹿市は大型事業に次々と取り組んでいくということ

でありますから、見直すところはしっかりと見直して、そしてスリムになって、し

っかりとした財政力を持った山鹿市にしていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 私は保育園は民営化であるというふうに、理解をいたしておりましたが、また支

援センターと公立保育園を併設して、新設するんだなんて話をお聞きをいたしまし

たが、これは執行部の方からお聞きしたわけではなくて噂話でありますから、そう

いう話はないのだろうと思いますが、やはり民がやる事業、官がやる事業を区別し

て、財政力のしっかりした山鹿をつくっていただきたいというふうに思います。 

 質問をいたします。合併特例債についてお尋ねをいたします。 

 19年の９月議会でございました太田黒議員の一般質問に、当時の総務部長であり

ます西田部長が答弁をされました。 

 合併特例債の発行限度額248億円、しかしながら山鹿市の財政の状況、そして今

後、地方交付税等の目減りを考えて165億円程度にとどめたいということでござい

ました。そしてその使途につきましては、庁舎に約40億円、小・中学校の規模適正

化に100億円、アクセス道路もろもろに25億円という答弁でございました。その答

弁については、現在もこの方向で進んでいるのか。 

 もう１点、合併特例債の使用期限10年間ということでございます。26年度ですか

ら27年３月まで、すべての工事が完了しなければならないのか。27年３月までに契
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約なり着工したら、そのまま続行ということになるのか。この２点についてお尋ね

をいたします。 

 それから、お断りをいたしますが、合併特例債につきまして庁舎の建設、小中学

校の適正配置、アクセス道路整備ということで小項目で①、②、③ということで、

質問をするということで通告をいたしておりましたが、ちょっとこの特例債につい

ての答弁をいただいた後、２回目に、この３項目については質問させていただくこ

とをお許しをいただきたいというふうに思います。 

 ２番目の質問でございます。集落の再編成について、お尋ねをいたします。山鹿

市が合併をいたしまして、４年間が経過をいたしました。合併をしたとき６万人だ

った人口が５万7000人台に落ちたということで、2000人強の減少ということでござ

います。 

 一方では、人口の減少と反比例をいたしまして、所帯数はふえておるということ

でありますから、やはり若者を中心に、町の中心部に移り住んできたということに

なるのだろうかなというふうに思います。そして山間地、中山間地、過疎地と言わ

れるところにつきましては、非常に少子高齢化が進みまして、一つの集落が５件だ、

10件だというような集落が見受けられます。自治体としての活動が非常にやりにく

い、そして山間部ほど日本古来の稲作文化を中心とした日本の伝統なり、文化が根

づいておるわけでございますが、その継承が非常に難しいという状況でございます。

集落の再編成につきましては、こことここが一緒になりなさいというような指導を、

行政ができるとは思いませんが、積極的に集落の中においては、もうやっていけな

いから五つ、六つの集落が一緒になって、集落の再編成をしようじゃないかという

ようなご意見をお持ちの方もおられるようでございます。 

 このことにつきまして、まずはその再編成の必要性というのを感じておられるの

か。また必要性を感じておられるならば、五つ、六つの集落が再編成をしたとき、

やはりその中心部に自治公民館等が欲しいという要望も多々出てくるものだと思い

ますが、その再編・整備につきましては積極的な、財政的な支援というものをお考

えであるかお尋ねをいたします。 

 ３点目は、市長・市議の選挙制度について、これは提言を含めてお尋ねをさせて

いただきます。 

 私たちの市議会では今、議員の定数削減ということで議員定数等特別委員会を立

ち上げまして、真剣な論議がされております。１年後ぐらいにはその結論が出てく

るだろうと思いますが、内容的には大幅な定数削減ということにもなるのではない

かなというふうに、予想はいたしております。 

 一方、私たちの選挙が終わりまして、すぐ熊日新聞の新生面で、山鹿市議会には
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女性議員がいない、若者がいないというような、ご批判じゃないでしょうが、その

現状を熊日新聞はお書きになりました。若い人が、女性が果たして優秀な議員かと

いうことは、これは論議が非常に分かれるところではございます。しかしながら、

定数は減る、そして若者や女性が市政に参加もできる、そのような条件整備という

ものは必要であるというふうに思います。選挙費用の公費負担、そしてまた大幅な

定数削減があれば、そしてまた若者が出てきやすいような環境をつくるのであれば、

私は時代には逆行いたしておりますが、議員の報酬、これは先般の自治新聞で掲載

をされておりますが、議員歳費にかわるんだと、そして生活給ということも含めて

というようなことも書いてあります。時代に逆行ではありますが、歳費の増額とい

うことも考えていかなければならない。そのように思います。 

以上、３点につきまして質問をいたします。よろしくお願いをいたします。 

○議長（横手啓介君） 

 執行部の答弁を求めます。藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

 一般質問の１点目、合併特例債についてお答えいたします。 

 合併特例債の全体活用計画につきましては、合併後から申し上げてきております

ように本市の場合、発行枠が約248億円、このうち本年３月に策定いたしておりま

す山鹿市中期財政ビジョンに基づきます財政計画上の計画額といたしましては、発

行枠の約66.5％に当たります165億円を発行の上限額と考えております。その内訳

につきましても、学校等の再編整備、新庁舎整備、その他道路等を基本とするとこ

ろでございます。 

 なお、当該計画の基本といたしておりますものは、合併協議の中でご確認いただ

いております財政見通しによる計画額でございます。また、発行期限でございます

けれども、特例債の発行に係る要件といたしましては、合併から10年後の平成26年

度を発行の最終年度とするものでございます。26年度までに同意、または許可を受

け、事業完了を平成27年３月末までに終えることを条件とするものでございます。 

 続きまして、お尋ねの２点目の集落再編成についてお答えいたします。 

 平成17年１月15日に、１市４町が合併し、新市５年目に入ったところでございま

すが、本市では合併前の行政区をそのまま新市に引き継いでおり、現在267行政区

となっております。なお合併後から今日までの間に、集落の再編を行った事例はご

ざいません。しかしながら、近年の少子高齢化、過疎化の進行により役員等の選任、

コミュニティの維持及び伝統文化の継承などに支障を来している地区もございます。

しかし、集落再編成の問題につきましては、地理的状況、地域が以前から所有して
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おります財産の保護などといった考慮すべき特殊事情も多く、本来、地区住民の総

意において決定されるべきものであると考えております。 

 行政といたしましては、一方的な統廃合などの見直しや、指導をすべきものでは

ないと考えておりますが、ご指摘のように地域自治活動の多様化、複雑化、コミュ

ニティの維持等を考えますと集落の再編成は、避けては通れないものだと認識をい

たしております。 

 区域を越えました事業の推進、例えば、自主防災組織の結成等の機会をとらえな

がら、集落再編成の必要性について説明をしていきますとともに、集落から相談等

があれば、お互いに協力しながら問題の解決を図らなければならないと考えており

ます。幸い嘱託員連合会の役員会におきまして、昨年度から集落再編成が必要な時

期にきたとの声が上がり始め、本年度の役員会でも再編成の必要性を再確認され、

現在、各地区嘱託員会議におきまして、それぞれの地域の特性に合った集落の規模

や、統合方法などについて嘱託員の皆様方の意見を集約中でございます。行政とい

たしましては、今しばらく情勢を見守りたいと考えております。 

 続きまして、拠点施設整備等に対する財政的支援についてのお尋ねでございます

が、現在、各集落で保有しておる自治公民館では規模的に無理が生じ、自治会活動

に支障を来すことが十分考えられます。今後、地区住民の総意において集落再編成

等が行われました場合には、モデル地区を設定するなど地域の実情に応じた財政支

援は必要かというふうに考えております。 

 具体的には今後検討することとなりますが、市が所有している未活用の既存施設

の再活用、あるいは地元の集落が保有している自治公民館の増改築、さらには自治

公民館の新築などを行う場合の助成等が考えられますので、それぞれの地域の実情

に即した対応が取れればと考えております。集落再編成も緊急の課題ではございま

すが、あわせまして地域づくりも同様であるというふうに考えております。 

 本市といたしましては、地域の課題解決に向けた取り組みといたしまして、本年

度、これまでの地域サポーター制度の見直しを行い、さらに地域との連携を深め、

地域に密着した支援が行えるよう市職員251名に辞令を交付し、制度の充実を図っ

たところでございます。地域と行政が連携しながら協働のまちづくりに取り組んで

いけるよう、施策を講じてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君） 

 川崎選挙管理委員会事務局長。 

［選挙管理委員会事務局長 川崎美明君 登壇］ 

○選挙管理委員会事務局長（川崎美明君） 

 おはようございます。 
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 一般質問の３点目、市長・市議の選挙制度の中の選挙費用の公費負担について、

お答えをいたします。 

 お金のかからない選挙の実現と選挙運動の機会均等を図るため、公職選挙法や条

例の規定に基づき、国や自治体が候補者の選挙運動に係る費用を一部負担する制度

がございます。 

 現在、市長選・市議選において、山鹿市が採用しています公費負担制度の種類を

ご紹介いたします。 

 まず、市の財政負担におきまして、当然、その全部を行うものとしまして、投票

所での候補者等の氏名掲示がございます。 

 公職選挙法第175条の規定により、実施しなければならないことになっておりま

す。 

 次に、候補者から内容等をご提供いただきまして、市の財政負担で行っているも

のとしまして、候補者の方がポスターを作成されますが、そのポスターを掲示する

ことができるように、ポスター掲示場を業者に委託し、設置しております。 

 また、選挙方法につきまして、公職選挙法第172条の２の規定に基づき、山鹿市

の条例化がなされており、市の財政負担において発行しております。 

 その他に、経費を負担しているものとしましては、選挙運動期間中に候補者の方

が支援者等へはがきを差し出されますが、その差し出されます郵便代金、市長の場

合は8000枚、市議会議員の場合は2000枚を限度に公職選挙法第142条の規定により

まして、山鹿市が負担しております。 

 また、個人演説会を市が指定している施設で開催される場合は、１施設１回に限

り無料で施設を使用することができるようになっております。 

 以上が、山鹿市におきます公費負担の制度でございますが、県内の他の自治体で

は、これ以外に条例を整備し、候補者の選挙運動費用の公費負担を行っておられる

ところがございます。 

 熊本市・八代市・荒尾市・菊池市・合志市におかれましては、選挙運動用のポス

ターの作成費用及び候補者が選挙運動期間中に使用されます選挙運動用の自動車の

リース代金を自治体で負担しておられます。 

 また、熊本市・八代市・菊池市におかれましては、市長選挙のビラの作成費用を

自治体で負担しておられます。 

 選挙には多大な経費を必要とします。市選挙管理委員会でも性別あるいは年齢に

関係なく、幅広く優秀な人が立候補できるよう、また、候補者間の選挙運動の内容

に格差が生じないように公費で賄える制度の充実を図る必要性を感じております。 

 ただ、他県では、これらの制度の利用で問題になった事例もございますし、また、

財政的にも相当な費用を要することとなりますので、今後、十分に検討させていた
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だくならばと考えております。ご理解をお願いをいたします。 

 以上、お答えをいたします。 

○議長（横手啓介君） 

 森川議員、了解ですか。 

○18番（森川昭彦君） 

 議長。 

○議長（横手啓介君） 

 森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君） 

 ２回目の質問をいたします。 

 先ほど、お断りをいたしましたように、合併特例債の山鹿市での発行額が大まか

に165億円ということでありますから、それぞれに、割り振ってある事業について

お尋ねをいたします。 

 まず１番目は、庁舎建設でございます。この進捗状況、完成年度それぞれ計画が

あろうと思いますので、お尋ねをいたします。 

 小中学校の適正配置につきましては、26年度の３月ということで、今の進行具合

では、本当に、27年３月までにできるのかなと危惧をいたしますが、この進行具合、

そして、完了を目指しておられます年度等についてお答えをいただきます。 

 アクセス道路整備等につきましては、建設部の所管であろうと思いますので、現

在の進捗状況、完了計画等について、それぞれご答弁をお願いいたします。 

○議長（横手啓介君） 

 答弁を求めます。藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

 合併特例債についての２回目の質問にお答えいたします。 

 まず１点目の新庁舎の整備に関してでございますが、本年６月の当初予算におき

まして鑑定評価に係る予算の議決をいただきました後、新庁舎の建設予定地の取得

に向けまして、現在、鑑定評価作業を進めているところでございます。 

 現段階での全体整備計画といたしましては、平成22年度に用地取得、その後、23

年度末をめどに基本設計並びに実施設計を終えまして、24年度から本体工事に着手、

合併特例債の発行期限でございます平成26年度を事業完了年度と考えているところ

でございます。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

 八木田教育部長。 
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［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君） 

 森川議員の一般質問の合併特例債のうち学校規模適正化事業について、お答えを

申し上げます。 

 まず、学校規模適正化事業でございますが、本年１月に規模適正化基本計画を定

めました。基本計画では、合併特例債が活用できます平成26年度末までを第１次計

画期間と定め、複式学級の解消と学校施設の老朽化対策を最優先課題として、六つ

の統合再編事業に着手するということにしております。 

 具体的には、川辺小と山鹿小の統合再編、鹿北地区３小の統合再編、菊鹿地区

３小の統合再編、鹿央地区３小と米田小の統合再編、平小城小と三岳小の統合再編、

鹿本地区３小の統合再編に着手することといたしております。 

 川辺小と山鹿小の統合再編につきましては、他の再編統合に比べ、施設の老朽化

対策と複式学級解消を急ぐ必要があるということ、あるいは、事業期間が長くかか

るということが見込まれるため基本計画策定と並行して、関係者の皆様との協議を

進め、他に先行して取り組んでまいりました。 

 事業の進捗状況といたしましては、本年６月定例議会において、基本設計のため

の予算を認めていただいておりまして、現在、プロポーザル方式による設計者の選

定作業を進めております。今後、設計者を決定し、基本計画の作業を進めてまいり

ます。 

 また、並行いたしまして、統合校をみんなで考えてもらいたいということで、児

童や保護者、地域の皆様等によるワークショップを開催して、ご意見をできるだけ

基本設計に反映する取り組みをしてまいります。来年度以降は、実施設計、施設整

備を行い、平成25年４月の開校を目指して進めてまいります。 

 それ以外の再編統合事業につきましても、早急に統合校の位置と統合までのスケ

ジュール等を整理し、引き続き、保護者や地域の皆様等の関係者への説明会等を開

催し、ご理解を得てまいりたいと考えております。 

 統合再編を実施するに当たりましては、申すまでもなくご理解が得られたところ

から直ちに事業実施の予算をお願いし、計画的に事業完了に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 関係者のご理解、統合校の位置など、条件が整えば最短で３年程度で統合校の開

校が可能というふうに考えております。 

 教育委員会といたしましても、可能な限り合併特例債の活用期間内で第１次計画

事業の多くが完了出来ますよう努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 
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 有働建設部長。 

［建設部長 有働郁夫君 登壇］ 

○建設部長（有働郁夫君） 

 合併特例債の中のアクセス道路整備についてお答え申し上げます。 

 お尋ねのございましたアクセス道路は、合併後の均衡ある発展を図るため合併特

例債を活用した合併支援道路整備事業として、平成17年度から十三部御宇田線、吹

上稲田線、福原長坂線の３路線について、幹線道路として、拡幅改良している市道

でございます。 

 ちなみに、３路線の総事業費は、13億5300万円を予定いたしております。 

 整備状況につきましては、平成20年度末の整備率で申し上げますと、まず十三部

御宇田線は計画延長1100メートルのうち改良済み延長667メートル、整備率は60％

でございます。 

 次に、吹上稲田線は計画延長2200メートルのうち改良済み延長800メートル、整

備率36％でございます。 

 福原長坂線につきましては、計画延長1460メートル、整備率０％でございます。 

 なお、十三部御宇田線並びに吹上稲田線の残り区間443メートル及び1400メート

ルにつきましては、一部を除き大方の用地確保のめどが立ちましたので、本年度中

に整備を終える予定でございます。 

 また、福原長坂線につきましても一部を除き、大方の用地確保のめどが立ちまし

たので、本年度に予定いたしておりました整備区間920メートルに加え、国の景気

対策事業として、残り区間540メートルの整備を行い、本路線につきましても本年

度中に整備を終えたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君） 

森川議員、了解ですか。 

○18番（森川昭彦君） 

議長。 

○議長（横手啓介君） 

森川議員。 

［18番 森川昭彦君 登壇］ 

○18番（森川昭彦君） 

 小中学校の適正配置ということでは、やはり統合校に該当する小学校というのが

山間部にあって、そして長年、地域住民の文化の拠点であったというふうに思いま

す。皆様方のご理解を得るという作業は大変であろうと思いますが、ぜひとも、努

力をされて、その期間中にそれぞれの計画が完了できますように、スピーディーな

ご努力方よろしくお願いをいたします。 
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 それから、アクセス道路につきましては、本年度完了ということでございます。

建設部の努力に敬意を表します。 

 先の衆議院選挙で政権交代がなされました。国のいろいろな方針や政策、そして

予算の配分等が大きく変わってくるというふうに思います。また、地方分権もス

ピードを持った進み方をしてくるのではないかなというふうに考えております。 

 執行部の皆さん方、更なる研鑽で、そして十分対応できるようなご努力、さらに

お願いをいたしておきます。 

 そして、市民が公務員、職員を見る目というのはさらに厳しくなってまいります。

倫理観の高揚というものにも、しっかり努めていただきたいというふうに思います。

これは、執行部職員の皆さんだけではなく、私ども議員もしっかりと取り組んでい

かなければならない問題であると理解をいたしております。 

 これで、質問を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 以上で、森川議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで、昼食のため休憩いたします。午後１時から再開いたします。 

午前11時50分 休憩 

――――――――――――――○―――――――――――――― 

午後１時00分 開議 

○議長（横手啓介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次の通告順により、森久雄議員の発言を許します。森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君） 

 こんにちは。26番、民主党 森久雄でございます。 

 一般質問を１点行います。 

 山鹿灯籠と灯籠紙についてお伺いをいたしますが、その前に一言申し上げたいと

思います。 

 私たちが住む地球は、自転をしながら太陽の恩恵を受け、かつ、太陽光線の直射

を緩和し、宇宙からの飛来物を焼き尽くす大気と重力により大地や海中に生物が存

在できる奇跡的な星であります。 

 しかし、今日、その奇跡の星は、人為的な行為によって温暖化し、その影響によ

り自然の営みに変化が起きつつあります。特に、今年の夏は、ゲリラ豪雨と呼ばれ

るような異常な雨が降り、所によっては竜巻が起き、各地に大きな被害をもたらし

ました。世界各地で異常気象がもたらす被害は、今後さらにエリアや規模を拡大す

ることは、想像にかたくありません。 
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 しかし、原因が人為的であるなら食いとめることも可能であると思います。人間

はおよそ不可能と思っていたことを希望の一文字を糧に、粘り強く取り組んで幾度

も歴史の上でさまざまなことを可能にしてきました。可能性を信じて、温暖化を食

いとめる取り組みを急がなければなりません。地球は子孫からの預かりものと言わ

れています。温暖化でこれ以上壊すことなく、健康な地球を未来の子孫に渡す責任

が私たちにはあります。 

 また、同じような意味で、子孫に渡すべきものの中には、先人から引き継がれて

きた伝統や技術もしかりであります。本市においては、山鹿灯籠がまさにその一つ

であります。「宵闇から明かりに浮かぶ灯籠はいとおかし｣このことが、あまたの

客を呼ぶ山鹿灯籠まつりの真髄です。灯籠あればこその祭りなのです。 

 さて、今年、６月28日付の熊日新聞に元山鹿支局長 稲田稔丈氏の特報サンデー

レポートが掲載されました。見出しは「山鹿灯籠の材料和紙ピンチ」、サブ見出し

は「熟練の技、後継者なく」でありました。多くの方が読まれたと思います。少し

ばかり内容を思い出していただきたいと思います。熊本を代表する伝統工芸品山鹿

灯籠の材料和紙生産がピンチに瀕している。灯籠師はわずか７人、だが、和紙の問

題は、後継者不足よりさらに危急だ。灯籠紙の製造は全国でただ１組、八女市柳瀬

の松尾智明さん（80）、美津子さん（70）夫婦が担い、技術を受け継ぐ者もいない。

レポートは、このように書き出しています。 

 私は、これまで３回灯籠紙の将来に不安を覚え、一般質問をしてまいりました。

平成19年３月議会では、手すき和紙の復活を訴えました。当時の藏原経済部長、西

田総務部長は、研究グループを立ち上げ、多面的に精査・研究に着手していくと答

弁されました。 

 平成19年９月議会では、一歩進んで山鹿灯籠の国指定伝統工芸品を目指すための

汗を流していただきたいと求めました。 

 平成20年６月議会では、研究グループの成果をお聞きしました。本市における和

紙復活の道は、技術的な問題、採算性などを理由に困難としたネガティブな報告で

あったと答弁されました。 

 報告を受けられたとき、市長初め幹部の皆さんは、何ら憂いを覚えることなく松

尾様ご夫妻は、いつまでもいつまでも紙をすいて灯籠師に灯籠紙を届けてくださる

ものとでも思われたのでしょうか。 

 孫が「跡を継ごうか」と言っても、経済的なことを考えると「継がせたくない」

と言いつつも、頑張っておられる松尾さんを横目に山鹿市がやった調査研究では、

採算性が乏しく困難とは、よく言えたものだと思います。みずから手を染めない仕

事は、他人に任せて伝統を守ろうとは、これこそ虫がいい話ではありませんか。 

 また、灯籠師組合では、多めに注文して蓄えを進めているが、備蓄には程遠く供
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給ストップになれば、対応できないと深刻です。「あと10年、20年は頑張りますか

ら」と松尾さんの頼もしい言葉を紹介していますが、よくよく考えてください。松

尾様ご夫妻は、今年で80歳と70歳です。甘えられる時間は、幾ばくもないと思うの

が普通です。 

 記事の中に、中嶋憲正市長が６月半ば、関係各課の幹部を集め「山鹿灯籠は世界

に誇る市民の宝、ありとあらゆる手段を講じ、伝統産業を守ろう」と改めて激を飛

ばしたとあります。幹部の皆さんは、市長の激をどのように受けとめ、どのような

手段を講じていますか。事は急を要します。灯籠紙の入手をこの先も安定的に進め

るため、現在、考えておられることを、ぜひ、お聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 執行部の答弁を求めます。永田商工観光部長。 

［商工観光部長 永田義文君 登壇］ 

○商工観光部長（永田義文君） 

 森議員の一般質問、灯籠紙の安定供給に対する行政の考え方について、お答えを

いたします。 

 議員には、灯籠の原材料であります灯籠紙の確保については、格別のご心配をい

ただき、大変ありがたく思っております。行政といたしましても議員がおっしゃる

ような灯籠紙の供給につきましては、大変、危惧いたしております。これまでもお

答えしてまいりましたように、自主研究グループにおいての検討を初め、内部での

協議にとどまらず、直接の当事者であります灯籠師の方々ともご相談をしてまいり

ました。 

 ご指摘の熊日の記事の中で、灯籠紙の危機を訴えていらっしゃいます前組合長の

中島灯籠師とは、原料紙のストック、新たな和紙産地の検討、紙すき人材の育成等

についてお話をさせていただいているところでございます。 

 具体的には、原料紙のストックは、あまり保存期間が長いと紙質が劣化すること。

以前にも他の和紙産地を訪問し、灯籠紙に適したものを検討したこと。また、灯籠

紙の技術を伝承できる人材も検討していることなど、さまざまな方策を協議させて

いただいているところでございます。 

 その中で、まずは、現在、灯籠紙の唯一生産者であります松尾様と十分お話をし

ながら今後の具体的な対策を検討したいと要望をされているところでございます。 

 こうしたことから、灯籠紙の危機に対しては、十分念頭に置きながら直接現場に

携わっていらっしゃいます灯籠師の方々のご意向を十分把握し、行政としての支援

策を検討してまいりたいというふうに考えております。 

 また、灯籠師の方々との連携はもとより、来民うちわや山鹿和傘といった山鹿の
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誇る和紙工芸に携わっていらっしゃる方々とも協議をしながら灯籠紙の安定供給、

さらには、山鹿和紙の復興にも検討してまいりたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君） 

 森議員、了解ですか。 

○26番（森 久雄君） 

 議長。 

○議長（横手啓介君） 

 森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君） 

 ２回目の質問を行います。 

 私は、観光ボランティア旅先案内人として灯籠民芸館や豊前街道、八千代座の案

内をさせていただいております。観光客の皆様に、山鹿灯籠の作品の数々と独特な

技術、制作日数などを説明いたしますが、ほとんどのお客様は感嘆の声を漏らされ、

「来て良かった」「改めてすばらしさに感動した」と言われます。私は、これほど

感銘を与えることのできる山鹿灯籠は、かけがえのないものの比較として地球と同

じぐらいに認識をしているところでございます。 

 従いまして、先ほど、冒頭、地球温暖化から述べさせていただき、山鹿灯籠へと

話を進めさせていただきました。 

 さて、ただいまの答弁ですが、市長がありとあらゆる手段を講じて伝統産業を守

ろうと改めて激を飛ばしたのが６月、これは記事に書いてあるのが６月です。改め

てと言うからには、その前にも市長は、激を飛ばしておられたと思います。 

 しかし、ただいま、私の質問に対する答弁は、内部検討、灯籠師との相談、要望、

また検討だけです。検討ばかり重ねておられるのか、相談で止まっているのか、聞

く私といたしましては、理解できるようなものは、何らありません。検討内容がど

んなものかも示されておりません。内容に、具体性が何もありません。ありとあら

ゆる手段を講ぜよと指示されてやってきたことが、ただ今の答弁内容ですか。市長

は、激を天に向かって飛ばされたのでしょうか。 

 次の質問は、市長にお答えをいただきたい。灯籠師との間のお話として、今、答

弁がありました原料紙のストック、新たな和紙産地の検討、紙すき人材の育成、こ

んなことがお話として述べられました。 

 私も私なりに、灯籠師にお聞きをしました。聞いてみますと、３点についての話

は、灯籠師サイドのお考えではないかということを、私的には感じておりました。 

 先ほども答弁されましたように、ストックは長くても２年が限度と、それ以上の
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保管は紙質が落ちるということです。ですから、全面供給ストップになったら２年

が限度ですから、２年のうちに新たな和紙生産地で灯籠紙に使えるような紙を入手

しなければならない。灯籠紙に適した紙ということでありますと、今の仕入れ値の

３～４割高になるようでございます。そうなれば、当然、つくられる灯籠の値段も

高くならざるを得ません。そのようなことにならないように、紙すき人材の育成と

同時に、松尾様の技術の継承を柳瀬の同業者の方にお願いをして、このようなこと

を考えておかなければと思っているとおっしゃいました。 

 しかし、同時に、現在、一手に引き受けて頑張っておられる松尾様ご夫妻に対し、

先のことをいろいろ考えて、バタバタするのは失礼なことではないかとの深いお気

遣いも持っておられます。 

 市長は、職員から内部検討内容が詳しく報告されているものと思っております。

ただ今、申し上げましたように、灯籠師のお考えもお聞かせをいたしました。灯籠

紙のこれからを、短期・中期・長期と分けて考えた場合に、どのような手段と計画

で安定供給に持っていかれるおつもりか、検討ばかりではなく、検討の中身につい

て、検討の言葉だけでは私には分かりませんので、中身について、市長にお尋ねを

いたします。 

○議長（横手啓介君） 

答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君） 

 ただいまの森議員のご質問にお答えいたします。 

 質問の要旨には、幹部職員に飛ばした激はどのようなものかということもご質問

あっていたようでございますので、これにつきましては、研究グループの中心人物

を呼びまして、ただ検討だけではなく実際の実践・実動に移すよう、また、近々の

予算等々にも反映できるような、実践的な検討をやれという、そういった指示を出

したところでございますし、それにつきましては、事前に副市長とも、この問題の

重要さを確認しあいながら、そういった取り組みで進もうという話をし、それを職

員に指示を出したところでございます。 

 次に、灯籠師の危機に対しての私の認識はということでございます。この和紙の

生産は、山鹿灯籠が、今、お話ございましたように、山鹿の伝統的な大きな宝であ

ります。その材料となる和紙が、このような状態であるということは、非常に心配

することでございます。そういった中で、この材料は、まさに山鹿市にとってなく

てはならないものであると、そういった位置づけでございます。 

 ２点目は、ただいまの話もありましたけれども、この灯籠の生産に当たっていら

っしゃる灯籠師の方々とこの問題を行政が一緒になって取り組んでいくことが大事
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であろうと、行政だけで先走りするのもいけない。また、灯籠師だけにゆだねてお

くのもいけないと。共に、この大きな山鹿の宝である。それを支える方々と一緒に

なって考えていく、また、行動していくことが大事であろうというふうに思ってお

ります。 

 また、３点目は、生産者の方が高齢でいらっしゃる、また、さらには、その技術

の習得には、かなりの期間を要するということを考えますときに、まさに判断の時

期はきている、早急に深い検討が必要であるし、また、実践が必要であるというふ

うに思っております。そういった認識の中で、今、さらに検討を進めているところ

でございます。以上でございます。 

○議長（横手啓介君） 

 森議員、了解ですか。 

○26番（森 久雄君） 

 議長。 

○議長（横手啓介君） 

 森議員。 

［26番 森 久雄君 登壇］ 

○26番（森 久雄君） 

 ３回目の質問を行います。 

 深い検討ということで、今、ご答弁をいただきました。私は、先ほど、事は急を

要しますというふうに申し上げましたので、これから検討をどのくらいその検討を

し続けていかれるのか。本当に本腰を入れていただかないと、新聞で報道されたよ

うな、「世界に誇る市民の宝」を失うことにもなりかねないというふうな、それく

らいの危機感を持って検討を深め、かつ、具体的な、一つでも着手するような事柄

に行き当たったら、早速予算化をして、それに対応していくということを強く市長

にお願いをしておきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 では、今、市長が市長席で首を縦に振られましたので、肯定、うなずいたという

ことで、今のことを、ぜひ実行に移していただきたいと思います。 

 ３回目は山鹿灯籠紙の関連で伺いたいと思います。これも市長にぜひお答えをい

ただきたいと思いますが、灯籠紙は、年間に200万円から300万円ぐらいで灯籠紙を

仕入れられております。 

 昨今、コウゾからつくる紙の原材料が値上がりをして、紙代は、値上がりしてい

るそうですが、原材料は値上がりしたけども灯籠の価格はそのまま据え置いている

というような状況だそうです。紙代の支払いについてでございますが、これは、買

い掛け、売り掛けでやっておられるそうです。奉納灯籠をつくります。奉納灯籠は

８月15日に納品をすることになりますけれども、灯籠師の皆さんは、８月15日から
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逆算をして、注文数に制作日数を掛けて制作に入られます。早いときには、２月と

か、１月ぐらいとか、それ以上に早い時期からもつくられると思いますが、その間、

制作費に関するお金とか、紙代とかいうのはいつ入るかと言いますと、７月以降だ

そうです。ですから、それまで紙代も払えない、もちろん自分の生活費に灯籠を作

っているんですけど、注文されてつくっているんだけど、制作代が入らないと。

７月までは、言うならばまったくの無収入でつくり続けているというのが実態だそ

うです。ですから、当然、紙代が買い掛けでやってもらわないと払えないのは当た

り前なんですが、大変、紙すき職人さんにも灯籠師さんにも、日々の生活がありま

すから、厳しい実態があるということでございます。でありますから、もし、灯籠

制作に着手をされる前に、ある程度の資金を、山鹿市が相当部分関与していると思

いますので、改善をしていただきたいということを、本日は、お願いしたいと思い

ますので、それについては、答弁を市長からお願いします。 

 もう１点です。「世界に誇る市民の宝」山鹿灯籠が将来に渡って、山鹿に継承さ

れていくためには、灯籠紙と灯籠師は絶対的なものです。先ほども、市長も同じよ

うに申されました。灯籠にかかわる紙すき職人さん、灯籠師の育成は、今後とも絶

やすことなく取り組んでいかなければならないということは、どなたでも同じ想い

だと思います。 

 しかしながら、ひとり立ちするまでの技術を習得するまでには、紙すきにも、灯

籠師は最低10年と言われますが、相当の修行という時間が必要でございます。しか

し、その修行の時間もやはり生活はしていかなければならないわけです。修行に明

け暮れてかすみを食って生きていくわけにはいきません。ですが、現在、灯籠師に

おいての修行時代の修行手当といいますか、市が出しておりますのは、月額６万円

です。それでは、とても生活ができないものですから、修行の身でありながら、別

のところでアルバイトなどをしながら収入を得なければ生活が成り立っていないと

いうのが実情です。そしてまた、修行が終わった暁に十分な収入が、今度は、約束

されているかといえば、先ほどからも申し上げていますように、厳しい現実が待っ

ております。 

 そこで、私が、本日申し上げたいのは、灯籠にかかわる方々、これは紙すき職人

さん、灯籠師さんで現役の方、修行中の方々の生活基盤を安定させるために、行政

は市民の皆さんの理解を得た上で、市民の皆さんの理解ということは、この議会に

提案をしていただいて、現在の条例を改正して、例えば伝統工芸品を守るための人

材育成及び紙すき職人、灯籠師に対する支援措置条例というようなものへ、充実を

図って、思い切った支援をしていただきたいというふうに思うのでございますが、

この点についても、ぜひ、お答えをいただきたいと思います。 

 以上で、３回目の質問を終わります。 
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○議長（横手啓介君） 

 答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君）   

 ただいまの森議員のご質問にお答えいたします。 

 灯籠師さんの資金繰り、あるいはまた買掛金等々の問題、大変現実の問題をお聞

かせいただきまして、非常にいろんなご苦労があるなあとそんな思いを強くいたし

たところでございますし、また制作に当たっておられる方々、またさらに紙すき

等々もし行う場合のいろんな厳しさそういった等々も、今お話あった件非常にその

ような思いをいたしてます。非常に厳しい現状であるというふうに思っております。 

 ただいまご提案を聞いたところでございまして、この場でそれをどうするという、

お答えするべきことではないというふうに思っております。 

 やはり条例で定めたものでございますし、継続的なことになるだろうと思います

し、また、かつ重要な案件でございます。このことを先ほど申し上げましたように、

山鹿市として、本当に大事なものである、その伝統文化そういった魅力を後世に伝

えていくという大きな視点に立ちながら、このことをどう対処するかと、しっかり

とさらにこのあり方を検討していかねばならないというふうに思いますし、先ほど

申しましたように実践のときを迎えておるという思いをいたしております。さらに

検討を深めながら、これを現実的なものとして課題をクリアしていきたいとそのよ

うに思っております。 

 当初の取り組みについては、こういった正式な場で返事をすべきであるというこ

とでさせていただきたいと思います。 

 まさに実践のときを迎えておると思っております。検討をさらに深めながら、そ

れを実際踏み出す。そういった時期を迎えているとそんな思いでございます。 

 以上でございます。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で森議員の一般質問は終了いたしました。 

 次の通告順により、福本義文議員の発言を許します。福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

 こんにちは。４番議員の福本でございます。 

 通告に従いまして、２点の質問をさせていただきます。 

 まず１点目、農業集落排水事業についてでございます。 

 当山鹿市においては、１級河川の菊池川を本流に岩野川・内田川など大小の26も
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の支流が流れ、豊かな田園地帯をはぐくんでいます。 

 私たちの子ども時代。ちなみに私、今年還暦を迎えました。その頃の夏休みなど

は川遊びが毎日の日課でもありましたし、その頃は本当の川が遊び場であり、また

川の水を飲んでも何ら問題ないような時代でもありました。 

 しかし、昭和40年頃から社会経済は発展を続けてまいりましたが、それに逆行す

るかのように自然環境は悪い方向へと進んでまいりました。 

 そういった中、平成に入り特に農村部においても生活様式の変化などにより、農

業はもとより農山村を取り巻く環境が変化し、農業用用排水の汚染が進行し、農産

物の生育障害、土地改良施設の維持管理費が増大の方向へとなってまいりました。 

 農業生産環境や農村生活環境の両面において、多くの問題が生じているところで

あります。 

 当山鹿市においては、平成４年度より35年間の農業集落排水事業を計画され、16

年が過ぎてまいりました。 

 そこで各地域。例えば旧山鹿市、鹿北町などの整備状況は特に合併からの４年間

の各地域の事業規模を数字によりお答え願います。 

 それから、各地域での供用開始後の平成20年度末での接続率、これはどのくらい

か。 

 また、接続されていない家庭も、多々あるのではないでしょうか。その問題の要

因はどこにあるかお尋ねします。 

 ２点目、新エネルギー事業についての質問です。 

 昨今の新聞紙上でも目につくのが、地球温暖化防止、クリーンエネルギー、そし

て太陽光発電システムであります。そんな中、地球温暖化防止対策には、即効果的

なのがクリーンエネルギーである太陽光発電システムであると思い興味を持ってい

るものであります。今回の国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金、８億8000万

あまりのなか、新エネルギー導入として公共施設10カ所、それに一般家庭の補助金

制度などあり、ありがたいものです。 

 この太陽光発電システムは、新エネルギーとしては環境にやさしく、これからの

社会、家庭にも安全で経済的にも期待ができるシステムであると思います。偶然、

本日の朝刊を見てみますと、１面に「太陽電池出荷、過去最大に」という大きい

テーマで、その中に太陽光を利用して電気を生み出す太陽電池の2009年４月から

６月の国内向け出荷量が、前年度期比率にして82.5％となり、また、地球温暖化問

題の深刻化で個人レベルでも環境意識が高まる中、今年１月に政府の補助金制度が

復活。11月からは余剰電力の買い取り制度が充実されるなど一般の消費者が、太陽

光発電を導入しやすい環境が整い急増した。 
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 また、政権が新しく民主党になり、家庭が太陽光など、新エネルギーで生み出し

た電力について、電力会社が電力を買い取る制度が始まるなど、大変最近、新聞紙

上を騒がしていますが、頼もしいものだと思います。 

 そこで気になるのが、公共施設の山鹿市健康福祉センター、山鹿市総合体育館、

それに３カ所の保育園、三つの小学校と中学校、幼稚園の各１カ所の計10カ所の発

注のあり方。また、年度内に工事が完了できるものかお聞かせください。 

 次に、公共施設10カ所の太陽光発電システムの導入で、設置後の電気代の削減は

どれくらい見込まれるかお示しください。 

 また、住宅用太陽光発電システム設置費の補助金制度で、８月より始まり、この

予算組み、今回は2000万円で100件となっておりますが、８月末での問い合わせ、

もしくは申し込みがどれくらいあったのかお聞かせください。 

 また、熊本県・山鹿市での太陽光発電の普及率はどれほどですか。 

 最後に住宅用太陽光発電システム費の補助金制度の延長及び継続は考えられない

かお答えください。これで１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。宮本環境部長。 

［環境部長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○環境部長（宮本榮次郎君）   

 福本議員の一般質問、農業集落排水事業についてお答えします。 

 １点目の平成20年度末における各地域ごとの整備状況でございますが、合併によ

りまして山鹿市全域で、39処理区となっております。 

 平成20年度末現在の整備状況は、20処理区が完了しておりまして、１処理区が整

備中で、残りの18処理区が未整備となっています。地域別の整備状況として、事業

に取りかかった時期の早い順で申し上げますと、鹿本地域で、平成４年度から事業

を開始し５処理区中５処理区を整備完了。鹿北地域で、平成６年度から11処理区中

５処理区。菊鹿地域で、平成７年度から５処理区中４処理区。鹿央地域で、平成

８年度から５処理区中３処理区。山鹿地域で、平成９年度から13処理区中３処理区

が完了している状況でございます。 

 ２点目の合併後４年間の事業規模についてですが、合併当初は旧市町の事業を引

き続き実施してきたところでございます。 

 年度ごとの事業費は平成17年度におきまして、小規模処理場を含め７処理区の整

備を14億1000万円。平成18年度が５処理区を10億7000万円。平成19年度が３処理区

を５億7000万円。平成20年度が３処理区を５億5000万円にて実施し、４年間で約36

億円の整備費となっています。 
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 ３点目の整備済みの地域ごとの接続率と、接続率が上がらない要因についてでご

ざいますが、本事業につきましては、それぞれの地域で取り組まれた年度が異なり

ますし、新しい処理区につきましては現在接続が進められている状況でございます。 

 平成21年３月末現在の接続率は、山鹿地域で60.6％、鹿北地域で76.4％、菊鹿地

域で55％、菊鹿地域におきましては菊鹿東部Ⅰ期地区が、平成21年１月15日に供用

開始となったために、接続率が下がっているものでございまして、この処理区を除

きますと71.5％となっております。続きまして、鹿本地域で75.4％、鹿央地域で

71.8％となっており、全体で65.8％という状況でございます。 

 接続率につきましては、先ほども申し上げましたように、整備中の地域もあり、

なかなか伸びない状況でありますが、その他の要因といたしまして、家屋の改装な

ど費用的な問題や高齢化や少子化などの地域の置かれている生活環境の変化も接続

率が上昇しない要因の一つであると思われます。 

 接続につきましては、本事業の目的である農村環境の保全や河川などの水質保全

のために、今後も推進を図っていきたいと考えております。 

 続きまして、一般質問の２番目、新エネルギー導入事業についてお答えします。 

 まず、１点目の公共施設に設置する太陽光発電システムの発注方法及び工事完了

時期についてでございますが、山鹿市内の公共施設では既に鹿本総合支所・広見保

育園・ひまわり館・水道局庁舎などに、太陽光発電システムを設置いたしておりま

す。今回７月補正分も合わせまして、新エネルギー導入事業で設置する公共施設に

ついては、先ほど福本議員がおっしゃられました10施設でございますが、工事につ

きましては、現在実施設計の段階でございます。発注方法は、指名競争入札とし、

業種としましては電気工事業を考えておりますが、今後、指名審査会で十分審議し

決定することとなります。工事完了時期につきましては、全国的に太陽光発電シス

テムの設置が加速されておりまして、資材が不足しているとの情報もございますけ

れども、年度内で工事を完了する予定でございます。 

 ご質問の２点目、公共施設に太陽光発電システムを設置した場合の電気代の試算

についてでございますが、これは気象条件等で変わってまいりますが、全施設合わ

せせまして、208キロワットの出力を予定しておりますので、年間250万円から300

万円程度の電気代の削減を見込んでおります。 

 ご質問の３点目、住宅用太陽光発電システム設置費補助金の申請状況及び普及率

につきましては、８月末現在で52件の申請があっております。 

 なお、住宅用太陽光発電の普及率は、熊本県内におきましては平成19年度末で

3.08％、山鹿市内では平成21年７月末現在で3.74％となっております。 

 最後に４点目の住宅用太陽光発電システム設置費補助金について、今後も継続し
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て実施するのかという質問でございますが、この住宅用太陽光発電システム設置費

補助金につきましては、山鹿市環境基本計画に基づき、市民による新エネルギーの

利用を支援し、地球規模の環境問題である地球温暖化に貢献する目的で実施いたし

ておりますので、平成23年度までの３年間継続して実施していきたいと考えており

ます。以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 福本議員、了解ですか。 

○４番（福本義文君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

 ２回目の質問に入ります。 

 平成20年度末での各地域ごとの整備状況は良くわかりましたが、39処理区の中で

18処理区が未整備となっていますが、パーセントでいえば46％となります。今後の

整備計画及び地域ごとの戸数別の整備状況についてお答えください。 

 次に国・県からの補助率はどのようになっているか、事業期間の短縮はできない

ものかお聞かせください。 

 最後に農業集落排水事業には、多額の費用、さらには長期間の年数が必要となっ

ております。そこで合併浄化槽の推進についての思い、考えをお聞かせください。 

 ２点目の新エネルギー導入事業の中での発注方法での指名競争入札としては、電

気工事業者を考えておられますが、今回の公共施設10カ所で、約１億4000万円から

１億5000万円の工事かと思われます。この山鹿市内の電気工事業者だけでできるも

のか、またソーラーシステムを取り扱う業者は、山鹿市内に電気工事業者以外にも

おられると思います。これらを踏まえ発注方法につきましては、指名審査会での審

議は慎重の上検討をお願いしたいものであります。この答弁は藏原総務部長にお願

いします。これで２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。宮本環境部長。 

［環境部長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○環境部長（宮本榮次郎君）   

 農業集落排水事業の２回目の質問にお答えします。 

 質問の１点目、今後の整備計画及び地域ごとの戸数別の整備状況についてでござ
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いますが、農業集落排水事業は整備地域の皆様方からの同意により整備を進めてい

る事業でございます。 

 平成19年度までは、合併前の旧市町の整備計画に沿って整備を進めてまいりまし

たが、地域の状況も少子高齢化などにより変わってきていることから、平成19年度

において、未整備地区を対象としたアンケート調査及び事業実施に伴います同意書

の徴収を行っております。その結果に基づき、同意率の高かった地域を平成20年度

から今後10年間の整備地区として計画をしており、本年度からは山鹿地区の米田東

部処理区の整備に着手いたしました。 

 また現在実施中である、菊鹿東部Ⅱ期地区につきましても、平成24年度完了に向

けて事業を進めているところでございます。 

 なお、地域ごとの戸数別の整備状況でございますが、山鹿地域で34.6％、鹿北地

域で78.0％、菊鹿地域で73.4％、鹿本地域で100％、鹿央地域で47.5％となってお

り、早く事業に取りかかった地域の整備が進んでいる状況でございます。 

 今後の整備地区の決定につきましては、財政状況を踏まえながら、地域の状況の

変化を十分把握するために、アンケート調査や同意書などの状況により優先的な整

備地区の決定を行うよう考えております。 

 続きまして、２点目の国・県の補助率についてのご質問でございますが、現在の

国の補助につきましては、補助対象事業費の50％が国の補助金となっております。

また、県の補助金につきましては、前年度の補助対象事業費の6.5％が交付金とし

て交付されています。 

 ３点目の事業期間の短縮についてでございますが、処理区の範囲にもよりますが

１処理区あたり６年程度の事業期間が必要であり、市の財政状況を踏まえて事業計

画を立てており、この計画に沿って事業を進めていきたいと考えています。 

 ４点目の合併浄化槽の推進でございますが、合併浄化槽の設置につきましては、

設置規模により段階的な補助を行っているところでございます。 

 対象地域は、下水道区域や農業集落排水事業の整備区域に入っていない地域を対

象としており、農業集落排水事業の計画区域においても、地域によっては合併浄化

槽の設置が進んでいるところもございます。 

 なお、下水道や農業集落排水事業などの集合処理方式に含まれていない地域で、

合併浄化槽による個別処理の対象戸数は、山鹿市全体で約600戸となっており、そ

のうちの３割程度の方が合併浄化槽を設置されている状況でございます。 

 このようなことから、平成20年度において汚水処理対策の進捗を図り、整備によ

る効果を高めるために、山鹿市生活排水処理計画を策定しています。今後は、この

計画に基づき、公共下水道事業・農業集落排水事業・合併浄化槽事業を効果的に組
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み合わせ地域の皆さまのニーズに沿った事業の推進を図りたいと考えております。 

 以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君）   

 新エネルギー導入事業についての、２回目のご質問、太陽光発電システム発注方

法についてお答えいたします。 

 発注方法につきまして、枠を拡大できないかという趣旨であったろうかと思いま

すが、本市の指名につきましては、１業者、１業種を原則といたしておりますが、

今般の経済危機対策臨時交付金等にかかわります事業につきましては、地元事業者

の受注機会の増大に特段の配慮を払うということも、大きな目的の一つとなってお

ります。ご指摘の件につきましては今後、指名審査会でしっかりと審議をしてまい

りたいと考えております。以上、ご答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 福本議員、了解ですか。 

○４番（福本義文君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 福本議員。 

［４番 福本義文君 登壇］ 

○４番（福本義文君）   

 では最後に一つ忘れていましたので質問します。処理場から出る処理された汚水、

また、汚泥の処理方法をお聞かせください。これで質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。宮本環境部長。 

［環境部長 宮本榮次郎君 登壇］ 

○環境部長（宮本榮次郎君）   

 農業集落排水事業の３回目の質問にお答えします。 

 処理場から発生する汚泥の処理方法についてということでございますが、各処理

場から発生する汚水・汚泥につきましては、一般廃棄物として焼却処理をするほか

に一部処理場の汚泥につきましては、循環型事業の一環といたしまして、肥料登録

を行い農地還元を行っております。平成20年度では、肥料化した汚泥の約70トンを

農地へ還元いたしておるところでございます。以上、答弁申し上げます。 
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○議長（横手啓介君）   

 以上で福本議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後１時55分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午後２時05分 開議 

○議長（横手啓介君）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次の通告順により高野誠二議員の発言を許します。高野議員。 

［24番 高野誠二君 登壇］ 

○24番（高野誠二君）   

 24番、鹿進会の高野でございます。大変厳しい時間になりまして、傍聴もだれも

おりません。新聞社も帰りました。しかも、その前に太陽光発電は福本議員にやら

れてしまいまして、でもできるだけ簡潔に質疑を１点だけ行わせていただきます。 

 議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）。21ページから23

ページの、（款）教育費の太陽光発電について質疑を行います。 

 今回の予算は、国の緊急経済対策を受けての措置とは思いますが、なぜ太陽光発

電を選択したのでしょうか。確かにＣＯ２削減、クリーンエネルギーの発想など、

地球温暖化防止のためにも、また将来の化石燃料の枯渇を考えても、自然エネル

ギーの利用は欠かせないものです。 

 反面、先日の熊日新聞にありましたけれども、皮肉にも太陽光発電が普及すれば、

するだけ導入していない家庭にも電力会社が電気を買いますので、家庭にその買い

取りの費用が上乗せされるという負担もあり得るということでございました。すべ

てに完璧なものはありませんので、当面の環境対策としては優れているのでしょう

し、国策として推進されているのも事実であります。重ねてお聞きします。緊急経

済対策としての使途は各自治体に任せてあると思いますが、太陽光発電以外に選択

肢はなかったのでしょうか。もし、あったのなら示していただきたいと思います。 

 そして、なぜ太陽光発電を選んだのかの根拠も併せてお知らせください。 

 また、その学校の太陽光発電の耐用年数、製品の選定について、設置費用をお知

らせください。 

 最後に学校の電気料はどのくらいで、導入すると幾らぐらいの電気の費用の節減

になるのでしょうか。１回目終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 執行部の答弁を求めます。八木田教育部長。 
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［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

 高野議員の質疑にお答え申し上げます。 

 政府で取りまとめられました経済危機対策の中で、文部科学省ではスクールニ

ューディール構想を提唱し、21世紀の学校にふさわしい教育環境の抜本的な充実を

図ることとなりました。 

 この構想では、「学校耐震化の早期推進」「学校への太陽光発電の導入をはじめ

としたエコ改修」「ＩＣＴ環境整備」の３本の柱を一体的に推進することとなって

おります。教育委員会では、そのすべてに取り組んでいるところでございます。 

 また、学校のエコ化につきましては、太陽光発電以外にも、二重サッシや断熱ガ

ラス、断熱材、節水型トイレ、省エネ機器の導入による省エネ改修などもございま

すが、国としては学校への太陽光発電導入を現在の10倍、１万2000校に拡大するこ

とを目指しております。最重要課題として、強力に推進することとしておりますの

で、特に学校における太陽光発電の導入は、低炭素社会の実現に向けて、学校・地

域にわたる環境・エネルギー教育に活用できるほか、再生可能エネルギーの積極的

活用、ＣＯ２削減効果、それから学校の電気代の節約にも資する具体的な効果がご

ざいます。本市においてもこれらの趣旨を十分認識して、今回の事業の推進を図る

ものでございます。 

 次に、耐用年数でございますが、太陽光発電設備のパネル部分は法定耐用年数で

は17年となっておりますが、メーカでは20年以上はもつというふうに言われており

ます。また、製品の選定につきましては、標準的な設計で示された規格や性能と同

等以上であることとして、特に製品を限定することはございません。 

 設置費用は、今回予定している発電容量１カ所20キロワットの設備で2000万円か

ら3000万円程度というふうに考えております。 

 電気使用料につきましては、１校平均で申しますと小学校で、年160万円程度、

中学校で、年270万円程度でございますが、この太陽光発電を設置いたしますと、

１校あたり年間21万円から26万円程度節減できるというふうに試算されております。 

 以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君）   

 高野議員、了解ですか。 

○24番（高野誠二君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 高野議員。 
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［24番 高野誠二君 登壇］ 

○24番（高野誠二君）   

 耐用年数が20年と長期であるならば、現在学校再編を計画中であるのに、その再

編対象となる学校が含まれております。先ほど答弁の中にありました低炭素社会の

実現に向けてとかありましたけれども、統合再編される可能性のある学校も含まれ

て、将来的には一部そぐわない部分があるのではないかと思いますが、その学校の

選定基準と趣旨を説明いただきたいと思います。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

 ２回目の再編対象となる学校を選んだ根拠についてお答え申し上げます。 

 今回の補正では、ただいまご指摘をいただきましたとおり、再編対象となる学校

が含まれておりますが、選定要件いたしまして、１点目に、太陽光パネルの設置可

能な強度を有する施設であること。２点目に、地域バランスを考慮すること。３点

目に、建築年度が新しく、廃校後の再利用が期待できること。４点目に、環境教育

を積極的に取り組んでいる学校などを考慮して選定しております。 

 なお、再編後に移設することも可能でございます。 

 また、学校へ設置することによりまして、エコ化に向けて行政が取り組んでいる

という姿勢を住民へアピールできるという狙いもございます。 

 このような理由により、今回の取り組みを進めているというところでございます。 

 以上、ご答弁いたします。 

○議長（横手啓介君） 

 高野議員、了解ですか。 

○24番（高野誠二君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 高野議員。 

［24番 高野誠二君 登壇］ 

○24番（高野誠二君）   

 いよいよ最後の質疑になりました。 

 ３点目の廃校後の再利用とおっしゃいましたが、逆にソーラーパネルがあるがゆ

えに、その建物はそのままでの利用となるので、その使途といいますか、地域での

廃校後の利用方法は大変限定的になるのではないかと思いますが、いかがでしょう
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か。 

 それから、４点目の環境教育を積極的に取り組んでいるとありましたけども、各

校の取り組みを簡単に説明してください。 

 多額の税金を投入したにもかかわらず、節電以外に何らかの効果や成果がないと、

単なる流行に乗った事業になるというおそれがあると思います。 

 例えば、今どのくらい発電してるかとか、売電している状況などをリアルタイム

に表示して関心を持たせるとか、現場を一般市民にも公開して、子どもや地域社会

への環境教育等を進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。以

上で質疑を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君）   

 高野議員の３回目の質疑についてお答え申し上げます。 

 近年の児童生徒の減少によりまして、廃校となってしまう学校施設が全国的に増

加している現状から、文部科学省でも財産処分手続きの簡素化を行っており、再利

用の使途についても、地域の実情や需要に応じて積極的に活用することが望ましい

というふうにされております。そこで太陽光発電設備も学校設備の一部として、可

能な限り再利用を図りたいというふうに考えております。ただし、再利用を望まれ

ない太陽光発電設備については、他の公共施設も含め移設を検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 次に、環境教育への各校の取り組み状況でございますけれども、現在山鹿市内の

小・中学校はすべての学校が、学校版環境ＩＳＯに登録し、節水・節電運動や物を

大切にする運動、環境美化活動などを行っております。 

 特に三玉小学校では、熊本県教育委員会指定。環境教育研究指定校を受け、地域

のごみ収集参加や登校時のごみ拾いなど、授業や学校生活を通してさまざまな取り

組みを展開しており、今では下校時に自主的にごみ拾いをして帰る児童や、電気を

消して回る児童が見られるようになったと聞いております。このように、各学校で

の取り組みによりまして児童生徒の省エネや環境保護に対する意識は徐々に高まっ

ております。 

 そこで、これらの学校の状況を考慮いたしまして、今回の太陽光発電施設では発

電モニターを設置する予定でございます。ただいまご紹介ございましたけれども、

このモニターではリアルタイムに発電量を表示したり、発電量をＣＯ２に換算して

表示するもの、あるいはタッチパネル式モニター等がございますので、設計段階で
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選択をしてまいりたいというふうに考えております。 

 そして、学校の児童生徒はもとより、地域住民の方にも「学校へ行こう会」など

の機会を利用してモニターや受光パネルを利用した環境学習の場を提供して実際に

見たり、触れたりしていただくことにより、地球温暖化・省エネルギー・省資源な

どへの意識の高揚を図りたいというふうに考えております。以上、答弁申し上げま

す。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で高野議員の質疑は終了いたしました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会   

○議長（横手啓介君）   

 これをもちまして、本日の質疑・一般質問は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後２時18分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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平成2１年（第６回）山鹿市議会９月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第３号）   

 

平成21年９月８日（火曜日）午前10時開議 

第１ 質疑・一般質問 

第２ 委員会付託 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

発言通告 

１．原  徹 

  一般質問 

（１）山鹿市部落解放同盟支部活動補助金交付要綱について 

（２）合併５年目、各地域における諸課題の見直しについて 

（３）国保税の引き下げについて 

２． 稲葉 昇 

 一般質問 

（１）合併特例債について 

   ①庁舎建設について 

３．北原 昭三 

 一般質問 

（１）人工内耳の修理、買いかえに対する助成について 

（２）投票所及び期日前投票について 

（３）コンビニ納税について 

４．川野 功 

 一般質問 

 （１）インフルエンザ対策について 

   ① 小中学校 

② 市全体 

（２）山鹿市医師修学資金貸与条例について 

（３）定住自立圏中心市宣言について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（29名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   

22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

欠席議員（１名） 

26番  森   久 雄 君   
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―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副   市   長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

総 務 部 長     藏 原 榮 一 君   

市 民 福 祉 部 長     中 野   力 君   

農 林 部 長     松 永 道 郎 君   

商 工 観 光 部 長     永 田 義 文 君   

建 設 部 長     有 働 郁 夫 君   

環 境 部 長     宮 本 榮次郎 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長     八木田 達 博 君   

総 務 部 次 長     三 森 兄 臣 君 

市民福祉部次長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

病院事務部次長     田 上 信 博 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

税 務 課 長     本 多 隆 文 君   

人 権 啓 発 課 長     髙 木 誠 揮 君   

農 林 振 興 課 長     金 光 一 誠 君   

観 光 課 長     寺 崎 泰 和 君   

建 設 課 長     緒 方 淳 一 君   

水 道 課 長     森   康 一 君   

監査事務局長兼選管事務局長     川 崎 美 明 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長     渡 邊 義 明 君   

書      記     中 村 武 志 君   

書      記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

 これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（横手啓介君）   

 日程第１、昨日に引き続き、質疑・一般質問を行います。 

 発言の通告があっておりますので、順次発言を許します。原徹議員。 

［12番 原 徹君 登壇］ 

○12番（原 徹君）   

 12番、日本共産党の原徹です。 

 質問に入る前に、議長に資料の配付を許可していただきますようお願いいたしま

す。 

○議長（横手啓介君）   

 資料配付の要求があっておりますので、会議規則第150条の規定によりこれを許

可します。職員に配付いたさせます。 

［資料配付］ 

○12番（原 徹君）   

   それでは一般質問を３問、一括方式で行います。 

   １問目は、山鹿市部落解放同盟支部活動補助金交付要綱についてであります。 

   以前、あるベテラン議員から「原議員はどうして、同和問題をそんなに何度も取

り上げるのか」、こう尋ねられたことがあります。私が同和問題を重視して取り上

げるのは以前にも述べたことがありますが、次の二つからであります。 

   一つは、私たち議員には、市民の税金が公平・公正に使われているかどうかをチ

ェックするという重要な任務が課せられております。間違った税金の使い方があれ

ば、正さなければなりません。 

   合併当時、解放同盟への補助金は1246万円でありました。それが５年後の今では

872万円となり、374万円が減額されております。また偽りの領収書を指摘して、返

金させたこともあります。さらには特別措置法の失効後、同和住宅は一般市営住宅

に移行されているわけであります。 

   同和行政は歴史的にも長い慣例があり、解決に困難な面もありますが、しかし間

違っている点は毅然として対処しなければならないと考えるわけです。これまでの

私の指摘に対して、人権啓発課を初めとする職員の皆さんには、真摯な取り組みを
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していただき敬意を表すわけでありますが、同時にさらなるご尽力をお願いするわ

けであります。 

   二つ目は、部落問題を早期に解決させなければならないということであります。

旧同和地区の生活環境が大きく発展し、閉鎖性から脱却して、社会的交流も前進し

ている現在、これまでのような特別扱いの同和行政を続けていては、旧同和地区が

固定化され、差別解消どころか、新たな差別が再生産されてしまう。このように考

えるわけです。今、必要なことは、補助金さえ出せば、あるいは補助金さえもらっ

ておればというような同和行政を早急に是正することだと思います。 

私は、以上の２点から同和行政が是正されるまで、今後も問題点を追及していか

なければならないと決意しているところです。議員の皆さんのご協力をお願いいた

します。 

   今、配付した資料は、監査委員の指摘によって、平成21年６月19日付で告示され

た山鹿市部落解放同盟支部活動補助金交付要綱であります。この交付要綱に基づき、

２点質問いたします。 

   １点目、本交付要綱により本年度の補助金は872万円となっていますが、旅費や

日当の基準は、どのように見直されたのでしょうか。 

   ２点目、一運動団体である部落解放同盟の諸会議、全国大会や県連会議、支部長

会議などの旅費、あるいは日当は廃止されたのか。また、本年も８月23日、山鹿市

人権教育・啓発研究大会が開かれましたが、私は、同じ研究大会に参加する市民に、

解放同盟に限って日当を支給することは廃止すべきであると主張してまいりました。

どのように対応されたのかお答えください。 

   ２問目は、合併５年目、各地域における諸課題の見直しについてお尋ねいたしま

す。１市４町が合併して５年目を迎えていますが、旧自治体当時の状況がそのまま

引き継がれ、見直したほうがいいと思われる点が多分にあります。 

   これまでも丸山寛治議員の問題提起によりまして、小中学校の入学・卒業式での

議会代表の祝辞の廃止、人事異動による議員への就任あいさつ回りの廃止などがで

きております。そこでさらに改善するために、市民の声や私の思いを４点に絞って

お尋ねいたします。 

   １点目は、体育館の使用料金についてです。旧自治体の体育館によって、使用料

の算出法が違うわけです。午前、午後、夜間と三つに分けて使用料金を取るところ

と、時間単位で使用料金を取っているところがあります。合併して５年目になるの

ですから、もう統一すべきではないでしょうか。 

   ２点目は、戦没者追悼式典についてであります。本式典は、旧自治体ごとに開催

されており、これも長い歴史があるわけであります。したがって、各地域のやり方
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を尊重しながら行うべきでありますが、合併した以上、基本的なことは統一すべき

ではないでしょうか。例えば、来賓あいさつは山鹿市議会議長が先か、県議が先か、

これが違うんです。また来賓の紹介方法として、団体ごとか、あるいは個人ごとか、

あるいは紹介しないのか、これも違うのです。山鹿市主催の式典が、会場によって

基本的な進行に違いがあるのはおかしいと思うので、ご見解を伺うわけです。 

   ３点目は、道路等の危険箇所の総点検についてであります。８月22日、鹿本町高

橋区で76歳の男性が自転車で排水路に転落。首の骨を折って亡くなられました。私

の地元なので責任を感じ、現場を見に行きましたら、高さは１メートル程度しかあ

りません。ところが、排水路にふたがないために、コンクリートの凹凸が鋭く、そ

こに転落したのだろうと推測できます。 

   私も時折この道路を車で通っているのですが、危険箇所と気がついておりません

でした。歩いてみて改めてこんな危険なところがあったのかと気づいたわけであり

ます。この道路は30年以上も前に整備されましたが、ガードレールあるいはガード

パイプが取りつけてあれば、今回の事故は防げたわけであります。 

   高橋区では毎年、総会で住民の要望を募り、要望事項をまとめて行政側に提出し、

改善を図ってきておりますが、これまで事故現場のガードレール等の要望は出され

ておらず、区の役員も事故があって初めて危険箇所に気づいたわけであります。 

   このような危険箇所は高橋区だけでなく、市内の他の地区にもあるのではないで

しょうか。住民の安全を守るために、また故人の死をむだにしないためにも、山鹿

市内の危険箇所の総点検が必要だと思うわけであります。市はどのような方法で危

険箇所を察知しておられるのか、お尋ねいたします。 

   ４点目は、鹿央総合支所への案内標識についてであります。 

   鹿央町には、鹿央総合支所へ向かう道路が５、６本はあるのではないかと思いま

す。私も行くたびに迷子にはなりませんけれども、いつも道路を間違っております。

その道路ごとに総合支所への案内標識が立てられております。10本近くあると思い

ますが、よそから来た人に対しての配慮から立てられているのだと思います。とこ

ろが、その案内標識が「鹿央町役場」のままになっているわけです。書きかえない

のは何か意味があるのかと思っておりますが、合併して５年目を迎えているのだか

ら「鹿央総合支所」に書きかえるべきではないでしょうか。 

   ３問目は、国保税の引き下げについてであります。 

   本年３月議会において、市民アンケートから「山鹿市の国保税が高い、山鹿市が

悪代官に見える、何とかしてほしい」などの市民の切実な声と「国保税が高い」

「とても高い」を合わせると77％にも達していることを紹介しました。認定第２号

には、平成20年度の山鹿市国民健康保険事業の歳入歳出決算報告が提案されており
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ますが、次の件について、まずお尋ねいたします。 

   国保加入世帯数はどれだけでしょうか。 

   １世帯当たり、また１人当たりの国保税はどうなっているでしょうか。 

   滞納世帯数、収納率はどうなっておりますか。 

   また資格証明書、短期保険証発行数はどうなっているでしょうか。 

   お尋ねいたします。１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

   執行部の答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君） 

   おはようございます。 

   原議員のご質問にお答えいたします。 

   部落解放同盟の補助金につきましては、原議員のご質問にこれまでお答えいたし

ましたように、見直しも含め、適切な執行に努めてまいりました。１点目の旅費、

日当の見直しでありますが、今回の要綱策定により、対象事業、対象経費について

明確に示し、旅費基準についても、市の規定を適用することにいたしております。 

   なお、日当につきましては、昨年の３月議会で答弁していますように、市内が

3000円、市外5700円を別途細則として定めております。 

   ２点目でございますが、この補助金は事業費補助であり、対象事業及び経費につ

いてわかりやすく別表に定めたものです。 

   解放同盟関係の諸会議の旅費、日当ということでありますが、啓発事業の実施に

ついては、計画段階から事業の打ち合わせ、関係団体との協議等、多岐にわたりま

た継続的に行うことが必要であり、それらを含めての対象事業としてとらえており

ます。 

なお、日当につきましては、先ほどの答弁のとおり、市研究大会におきましても

補助対象にしているところでございます。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君）   

   八木田教育部長。 

［教育部長 八木田達博君 登壇］ 

○教育部長（八木田達博君） 

   原議員の一般質問の２点目、体育館の使用料金の見直しにつきまして、お答え申

し上げます。 

   本市には、社会体育施設として10の体育館がございます。市民の健康づくりやス

ポーツ振興の場として、また大会等の誘致によります地域振興の拠点として多くの
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方々にご利用いただいているところでございます。昨年度は21万人にご利用をいた

だいたところでございます。 

   体育館の使用料金につきましては、合併協議を踏まえまして、現在まで合併前の

使用料金を据え置きにしているところでございます。しかしながら、それぞれに建

設年度や建設目的、施設規模等が異なり、また料金体系も異なることなどから各体

育館の使用料金に格差が生じているのが現状でございます。 

   そこで現在、使用料金の見直しや、地域にある小規模施設等の譲渡、用途変更等

を含め、各体育館の利用形態、地域性、施設内容等を勘案しながら、全体的な体育

館管理についての見直しを行っているところでございます。 

   使用料金の見直しに関しましては、まずは施設の利用率の向上を図るとともに、

より一層の運営の効率化、経費の削減に努めまして、利用者の負担軽減を図りなが

ら、利用者に理解を得られる料金設定に努めなければならないと考えております。 

   また利用料金を算定する際には、利用者数や維持管理費等を基本に、各施設の規

模や設備状況等を考慮しながら、可能な限り料金体系の統一を図り、負担の公平性

を確保してまいりたいというふうに考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君） 

 戦没者追悼式典等の統一につきましてお答えいたします。合併時より遺族会との

話し合いを行ってまいりましたが、高齢化や式典時の移動方法等の問題、式典内容

の違い、遺族会の方々の式典に対する思いを考慮し、それぞれに実施しているとこ

ろでございます。 

 今後は、遺族会の意向を尊重しながら、統一する方向で話し合いを行ってまいり

たいと思います。また式典の内容につきましても、今後は統一できることにつきま

して、遺族連合会あるいは各総合支所と協議を行いまして、できるだけ統一を図っ

ていきたいと考えております。以上、答弁いたします。 

○議長（横手啓介君） 

有働建設部長。 

［建設部長 有働郁夫君 登壇］ 

○建設部長（有働郁夫君） 

   一般質問の２点目、その中の道路の危険箇所の総点検についてお答えいたします。

山鹿市が管理しております市道は、平成21年３月末現在で1610路線、総延長は1016

キロメートルに達し、市域全体を網羅いたしております。 
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   これらの市道管理に当たっては、建設課職員による道路パトロールはもとより、

区長さんや地域住民の皆様から寄せられます道路の穴ぼこや陥没、のり面の崩落、

ガードレールや橋の損傷などの情報提供をもとに、担当職員が現地調査を実施し、

安全確保を最優先に応急処置や改善工事を行い、道路の安全管理に努めているとこ

ろでございます。 

   お尋ねのございました危険箇所の把握につきましては、市道の総延長が1016キロ

メートルと膨大であることや、道路が天候や交通量などの影響を受けやすく、建設

課職員によるパトロールだけで道路状況を常時把握することは、困難な状況にござ

いますので、これまでの区長さんや地域住民の皆様からの情報提供に加え、本年

６月から、本市職員にも、通勤途中や日常生活の中で気づいた道路の安全性に関す

る情報提供を依頼したところでございます。 

   今後はこれらの情報を活用し、危険箇所の把握と改善を行い、さらなる道路の安

全管理に努めてまいりたいと考えております。以上、お答え申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

   鹿央総合支所への案内標識について、お答えいたします。 

   このことにつきましては、まさしくご指摘のとおりでございまして、合併から

５年目を迎えました今日、いまだに「鹿央町役場」の表示があるのは不自然なこと

でございます。早速、標識の文字を修正する業務に取りかかりましたことをご報告

申し上げ、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君） 

   中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君） 

   国民健康保税の現状について、お答えいたします。 

   お尋ねの国保加入世帯は、平成19年度１万3256世帯、平成20年度9962世帯。 

   被保険者数は、19年度が２万7566人、20年度１万9323人でございます。 

   １世帯当たりの平均国保税は、19年度が16万2292円、20年度16万8632円。 

   １人当たりの国保税は、19年度７万8043円、20年度８万6939円でございます。 

   滞納世帯数は、現年度と過年度分を合わせまして、19年度2289世帯、20年度2251

世帯でございます。収納率は、75歳以上の方が国保税から後期高齢者医療制度へ移

行した影響もあり、19年度92.2％、20年度90.6％となっております。 
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   資格証明書交付数は、19年度が330世帯、20年度が284世帯。 

   短期保険証交付数は、19年度1165世帯、20年度1130世帯となっております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君） 

   原議員、了解ですか。 

○12番（原 徹君） 

   議長。 

○議長（横手啓介君） 

   原議員。 

［12番 原 徹君 登壇］ 

○12番（原 徹君）   

   １問目の補助金交付要綱について、今の答弁から３点質問いたします。 

   １点目、日当について、市内は5000円から3000円に、市外は5000円から逆に5700

円にしたということでありますが、市外はなぜ700円引き上げて5700円にしたので

しょうか。 

   ２点目、監査委員は、「補助金は事業補助であり、団体の運営補助ではない。」

このように指摘しておるわけであります。運動団体である解放同盟の諸会議参加は

運営費であり、補助対象から外すべきではないでしょうか。 

   ３点目、山鹿市人権教育・啓発研究大会に参加する市民に対して、解放同盟だけ

には3000円日当を支給するということであります。日当を払う市民と払わない市民

をつくることになり、極めて不公正であります。これでは市民の間に差別をつくる

ことにならないか、お尋ねいたします。 

   ２問目の地域の諸課題についてですが、各部長から前向きな答弁をいただきまし

た。戦没者追悼式典については、各総合支所と打ち合わせをするとの答弁でありま

したが、関連して要望しておきたいと思います。 

   議員にはさまざまなイベントへの案内がありますが、このようなものまで議員を

案内しなくてもいいのではないかというものもあるわけです。それが旧自治体、す

なわち総合支所によって異なっております。担当課としては、これまでの慣例に倣

って、議員に失礼にならないようにとの配慮もあるようですが、市として一定の基

準を設け、必要でないものは遠慮なくカットされるようご検討をお願いしたいと要

望しておきます。 

   危険箇所の点検については、地方自治法にもありますように「地方公共団体は、

住民の安全、健康及び福祉を保持する」と述べてあります。住民の安全保持に思い

きった対策をとってほしいと思うわけです。市内の多くの小中学校では、毎月安全
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の日を定めて、運動場の遊具等を初め校内を総点検しております。市も安全月間あ

るいは安全週間というものを定めて、１年に１回は集中して市内の安全点検に力を

入れるよう呼びかけたらどうでしょうか。問題提起としておきます。 

   ２問目の質問は、これで終わります。 

   ３問目の国保税についてであります。 

   平成19年度の山鹿市の国保基金は10億5300万円だったが、認定第２号によります

と、20年度はさらに１億円近くアップして、11億6933万円となっております。山鹿

市は、県内でトップクラスの基金保有自治体であります。国保税の取り過ぎと言わ

なければなりません。 

   政府の基準から見ても、こんなに多額な基金は必要ないわけであります。市民は

高い国保税に悲鳴を上げており、取り過ぎた国保税は返すべきであります。２億円

あれば１世帯２万円の引き下げが可能であり、それでもまだ９億円の基金が残るわ

けです。３月議会で市民福祉部長から、いましばらく見極めたいとの答弁があって

いましたが、市民の願いにこたえて引き下げるべきではないかということをお尋ね

いたします。２回目終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君） 

   ２回目の質問にお答えいたします。 

   １点目の市外の日当を5000円からなぜ5700円にしたのかということでございます

が、それまでは県内が5000円、県外7000円、九州外１万円となっておりましたもの

を一律5700円に統一したということでございます。 

   ２点目、解放同盟の諸会議参加は、運営費ではないかということでありますが、

１回目答弁しましたように啓発事業に関する一連の会議等であれば、補助対象とし

ております。会議の性格が啓発事業に関係しない会議であれば、それは補助対象外

となります。 

   ３点目の山鹿市人権教育・啓発研究大会の日当につきましては、要綱の趣旨規定

に基づき、補助対象としているところでございます。 

   次に、国保税についてでございますけども、20年度の決算状況は、実質収支が約

３億8500万円、単年度収支が約5700万円の黒字、実質単年度収支が約2700万円の赤

字となりました。実質収支と単年度収支の黒字を確保できた大きな要因としては、

19年度までは平均4.8％ほどの上昇だった保険給付費が、20年度に初めてマイナス

１％となったこと。また今回から創設された前期高齢者交付金が、見込みより３億
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円ほど多く概算交付されたことなどにより、剰余金処分として、基金への繰入れが

可能となったところであります。 

   しかし、一人当たりの医療費は、28万6457円と前年度より9666円増加しており、

今後とも保険給付費の増加が予想されます。また、前期高齢者交付金については、

概算交付ですので２年後の精算返納が予想されるところでございます。 

   国保税の引き下げにつきましては、３月議会でもお答えいたしましたが、制度改

正等の影響、特に国の保険基盤安定繰出金等の財政支援策が21年度で期限切れを迎

え、その後、継続されるか不明であることや、先の衆議院議員選挙において政権交

代となり、後期高齢者医療制度の廃止等や保険・医療制度の見直しも考えられます。

さらに新型インフルエンザ流行による医療費の増加が予想されることなど、今後の

国民健康保険事業の状況が極めて不透明でありますので、いましばらく検討させて

いただきたいと考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

   原議員、了解ですか。 

○12番（原 徹君） 

   議長。 

○議長（横手啓介君） 

   原議員。 

［12番 原 徹君 登壇］ 

○12番（原 徹君）   

   ３回目の質問ですが、補助金交付要綱についてです。山鹿市人権教育・啓発研究

大会の件で、解放同盟にだけ日当を出すというのは、市民の間に差別をつくること

にならないか。こう質問したんですが、お答えになりませんでした。後ほど市長に

この件は、お答え願いたいと思います。 

   解放同盟の会議も啓発事業に関するなら、補助対象にするとの答弁がありました。

そのように拡大解釈するなら補助金交付要綱をつくるようにと、監査委員会が指摘

した意義がなくなってしまうわけであります。なぜ、市が頼んでもいない一運動団

体の会議費用まで、市民が支払わなければならないのか。自分たちが自主的に結成

した組織であるならば、自分たちの会費や募金で運営経費をつくるのが、当然では

ないでしょうか。 

   このように解放同盟を特別に優遇することは、許されるものではありません。事

業とは交付要綱にもあるように、講演会や研修会の開催あるいは資料の作成等であ

ることを明確にすべきであります。何か反論があるならば、反論していただきたい。 

   ２点、質問します。 
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   １点目、以前、担当課に解放同盟員の数を尋ねたことがありますが、何名いるか

掌握できないとのことでありました。同盟員が何名いるかもわからないような団体

に補助金を出すこと自体、問題なのであります。 

   補助金を減額したとはいえ、解放同盟への補助金872万6000円に対して、山鹿市

教育委員会が指導、援助している山鹿市連合婦人会は120万円、山鹿市文化協会は

119万円であります。実に７倍から８倍の差があり、一運動団体に過ぎない部落解

放同盟への特別扱いが、いかにひどいかがわかるわけです。解放同盟の会議参加費

用などの補助金を廃止して、大幅に減額すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

   ２点目、解放同盟への特別扱いが、部落問題早期解決の大きな壁になっておりま

す。行政は市民に差別のない社会をつくろうと呼びかけながら、行政自身が新たな

差別をつくり出し、部落差別を固定化していることに早く気づくべきであります。 

これからは本交付要綱を早くなくし、もし必要ならば社会教育の分野で予算化し

て、特別扱いをなくすことが、部落問題の早期解決につながると思うわけでありま

す。本交付要綱がある限り、永久に部落問題は解決しないということになります。 

 そこでお尋ねします。建設部住宅課が、同和住宅を５年間かけて一般市営住宅に

移行したように、本交付要綱も期限を定めるべきだと思いますがいかがでしょうか。 

 次に、明解な答弁がありませんでしたので、最高責任者の市長に質問いたします。 

 一昨年の2007年９月議会において、解放同盟への補助金に関する監査委員の要望

に対して、市長は「非常に重く受けとめている。日当や旅費については、市の旅費

規程を参考に改善に努める」と答弁されているわけであります。市の旅費規程は、

職員の市内出張というものはなく、もちろん日当もありません。それに対して解放

同盟員には3000円が支給されます。市外への職員の出張は、泊付きでないと日当は

つきません。泊付きの場合でも2200円となっております。それに対して解放同盟員

には日帰りでも5700円で、泊付きなら１万1400円の日当になるわけであります。 

市長に３点質問します。 

 １点目、解放同盟への日当は、市の旅費規程を参考にするという市長答弁に反す

るのではございませんか。 

 ２点目、山鹿市人権教育・啓発研究大会に参加する市民に対して、日当3000円を

払う市民と払わない市民が出ることを市長は認められるのですか。もし認められる

ならば、それは市民の間に差別を持ち込むことにならないか、お答えください。 

 ３点目、部落解放同盟の諸会議参加は、事業ではなく運営であり、補助対象から

外すべきであると思います。2007年に市長に対して要望書が出されたわけですが、

きのう、当時の監査委員の一人でございました森議員にお尋ねしますと、「解放同

盟の会議参加は事業ではない、絶対に」と断言されました。市長の見解を求めます。 
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 国保税についてです。３月議会でもさまざまなマイナス理由を挙げて、国保税の

引き下げを拒否されました。しかし、結果は実質収支、単年度収支とも黒字、そし

て基金も10億円から11億円台になっているわけです。 

 今、市民は大不況の中で、年金給付額は年々減少し、働く人の賃金も下がって厳

しい生活が強いられているわけです。このような状況のもとで、もっと市民の立場

に立って考えてやるべきではないでしょうか。私は無理を言ってるのではありませ

ん。基金が11億円を超えているから引き下げを要請しているのであって、これほど

の基金がなければ引き下げは要請しません。今回の衆議院選挙で民主党中心の政権

に交代するわけでありますが、民主党のマニフェスト、さらには民主党の連立政権

政策合意案にも社会保障費2200億円の抑制方針は廃止すると、明確に掲げてあるわ

けであります。これまで自民公明政権によって、毎年、社会保障費を2200億円削減

されてきたわけでありますが、これが撤廃されるわけですから財源的にも現状より

よくはなっても、悪くならないわけであります。今回は見直すから検討するとの答

弁になりましたが、それではどんな状況になったら引き下げるつもりなのか、答弁

をお願いいたします。これほどの基金は不要であり、国保税を引き下げて市民の願

いにこたえてやるべきだということを、重ねて主張して質問を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君） 

 ３回目の質問にお答えいたします。解放同盟への補助金につきましては、これま

での質問にもその必要性について答弁をしてまいりました。同時に補助金の透明性

の確保や適切かつ公平性を期するため、監査委員の要望を重く受け止め、要綱を策

定した次第でございます。補助金の額につきましては解放同盟５支部の事業計画並

びに県、九州及び全国単位で開催される研究大会等を検討する中で決定しているわ

けでございます。解放同盟への補助金をいつまで継続するのかということにつきま

して、行政としましても、また解放同盟にとりましても、この補助金を１日も早く

なくしたいという願いは同じでございます。今後、人権啓発事業の一層の充実を図

ることにおいて、旅費、日当の見直しも含め、全市一体的な啓発事業の推進に取り

組んでまいりたいというふうに考えております。 

 国民健康保険の多額の基金は不要、国保税を引き下げるべきではないか、国保事

業がどんな状況になったら引き下げるのかということについてお答えいたします。 

 医療費の動向や国保財政制度等多くの検討が必要と考えますが、特に保険基盤安

定繰出金等の国保財政支援制度の平成22年度以降の継続あるいは、後期高齢者医療
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制度の見直しによる国保財政へのしわ寄せがないこと。またそれに伴う前期高齢者

への各保険者からの財政支援の継続など、これらの状況が整うことが前提となると

いうふうに考えているところでございます。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君） 

 中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君） 

 おはようございます。ただいまの原議員のご質問にお答えいたしたいと思います。 

 部落解放同盟に対する補助金につきましては、これまで幾たびとなくご質問をい

ただいておりますし、監査委員のご指摘等々もいただいておるところでございます。

これにつきましては、ただいま部長のほうから申し上げましたように、真摯に受け

止めながら、その重さを受け止めながら、しっかりと対応をしてきたところでござ

いますし、今回もこういった要綱等を整備いたしたところでございます。 

基本的に議員あるいはまた監査委員の方々のご指摘につきましては、受けとめてお

ります。そういった中で基本的なこと、これまでも申し上げたと思いますけども、

この同和問題につきましては非常に歴史的な日本特有の、そしてまた大きな行政と

しての責任のある課題である。このことを私はしっかりと受けとめております。ま

た、日本的な課題である、大きな問題であるというふうに捉えておりますし、かつ

また、今日この問題は捉え方いろいろあろうと思いますけども、精神的な差別も含

めまして、この差別の事象が残っておるという思いをいたしております。そういっ

た中で、ただいまのいろんなご指摘は受けとめながらも、一挙にこの補助金等につ

きましても、削減あるいは方向転換する、このことが非常に困難性もある、またそ

ういった配慮をすることが大事であると私は思っております。そういった観点に立

って接してまいりたいというふうに思っております。 

 また、国民健康保険の基金につきましては、今、部長が申し上げましたとおり、

いろんな懸念する事項がございます。特に新型インフルエンザの大流行等につきま

しては、こういった基金の準備を十分蓄えておく、そしてそういった時期に対して

も対応していく、そういったことがこの基金としての基本的なものであろうと、ほ

かにもいろんな想定される案件があるわけでございますけども、そういったことも

含めて引き下げが可能とすべきであるという判断をいたしたときに引き下げをした

いと思っております。 

以上でございます。 

○12番（原 徹君） 

   議長。 
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○議長（横手啓介君） 

   原議員。 

［自席より］ 

○12番（原 徹君）   

   具体的に質問しているのだから、具体的な答弁をお願いします。 

○議長（横手啓介君） 

 ここで、しばらく休憩いたします。 

午前10時45分 休憩 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

午前11時05分 開議 

○議長（横手啓介君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。執行部の答弁を求めます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君） 

 ただいまの原議員の、再度の質問にお答えいたしたいと思います。 

 

 

 

 

基本的には、先ほど申し上げましたように大きな大枠の中で、国家的な、歴史的

な大きな差別の中でこの同和問題がある、このことは大変大きく行政として受け止

めねばならないというこの基本的なもの。あるいはまた、今日なお心的差別も含め

まして、そういった同和問題の差別が残っておる、このことを受けながら人権問題、

同和問題、このことに対処していくべきであるという基本的な思いをいたしており

ます。かつまた、議員各位あるいは、監査委員等々のそういったご指摘についても、

真摯に受けとめながら取り組んでいく、そういった姿勢で取り組んでおります。 

そういった中で、具体的なお答えを申し上げたいと思います。 

 １点目の市の旅費規程に反するのではないかということについては、市の旅費規

程を適用しているということでございます。 

 ２点目の市の研究大会に支給するのは差別ではないかということについては、こ

れは要綱に基づいて支給しているということでございます。 

 ３点目の運営費補助ではないかということにつきましては、これはこの研究大会

等々につきましても、計画段階から事業の打ち合わせ、関係団体等との協議等含め

て、対象事業ととらえているということでございます。そういったことで先ほどの
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市の研究大会等につきましても、この要綱の中で示しているものに準じながら、支

給しているというとらえ方をいたしております。以上でございます。 

○議長（横手啓介君） 

以上で、原議員の一般質問は終了いたしました。 

 次の通告順により、稲葉昇議員の発言を許します。稲葉議員。 

［２番 稲葉 昇君 登壇］ 

○２番（稲葉 昇君）   

 おはようございます。２番議員の稲葉昇です。鹿進会です。初めて登壇します。

少し上がっておりますが、よろしくお願いいたします。 

 私は合併特例債を含めまして、新庁舎建設に関しまして、２点のことをお尋ねい

たします。 

 １点目、整備計画並びに合併特例債の影響についてお尋ねをいたします。 

 新庁舎建設については、その基本構想が本年３月に策定されております。６月の

定例議会の中、中嶋市長の説明要旨に土地の取得とありました。その後、ＪＡ鹿本

からの用地取得に向けて作業が進んでいることと思いますが、依然として底の見え

ない経済不況、いまださまよう先行きの見えない不安感、そして今般の衆議院議員

総選挙の結果などを見ますと、構想、策定当時からの短い期間の中で、社会経済情

勢は大きく変わっております。 

 新庁舎整備計画について、昨日の森川議員の一般質問の際、答弁いただいたとこ

ろでもあり、また整備については、合併特例債を活用するところで計画されていま

すが、この情勢の変化が新庁舎整備計画及び財源としての特例債に関し、影響を与

え制度的な変更を及ぼすことがないか、そして新庁舎建設に当たって庁舎建設委員

会がつくられておりますが、その最新の検討内容をお知らせいただきたい、そして

また、現時点で新庁舎のあるべき姿で一番要望の多いのは、どういうものがあるか

ということを、お知らせいただきたいというふうに思います。 

１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 執行部の答弁を求めます。藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

 合併特例債に伴います庁舎建設について、お答えをいたします。 

 まず、１点目に、社会情勢の変化に伴う影響や変動はないのかというお尋ねでご

ざいますが、ご質問にもありましたとおり、現在、政治・経済情勢など私たちを取

り巻く環境は、日々目まぐるしく変化しており、国や地方公共団体におきましても、
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これらの環境変化に即応した施策の展開が求められております。 

 一方、合併に関しましてはご案内のとおり、市町村の合併の特例に関する法律の

改正により、平成12年４月に合併特例債のほか財政支援に関する事項が定められて

おります。 

 現在、想定しております整備計画は、その法律で定められた枠組みの中で特例債

を活用することを前提としており、これは本市の他の合併特例債対象事業はもとよ

り、他の合併自治体においても同様のことでございます。 

 よって、現段階におきましては、整備計画及び財源としての特例債に制度的な影

響はないものと考えております。つきましては、本市において向こう６年間に予定

されております特例債を主たる財源として取り組みます重点施策につきましては、

現行法令等の枠組みの中で、社会経済情勢の動向を注視しながら、粛々と進めてい

くことを基本とするところでございます。 

 また、新庁舎検討委員会の動向についてということでございますが、本年３月に

基本構想並びに整備計画について、その方向性を見出したところでございます。今

後におきましては、具体的な基本計画、基本設計等に向けましての確認作業を進め

ていくことといたしております。 

 また、どのような要望が多いかということでございますが、これは基本構想の中

で皆様方から上がりました要望等をまとめまして、五つの基本的な事項にまとめて

おるところでございます。 

ご紹介申し上げますと、人にやさしく効率的で機能的な庁舎であること。市民協

働と市民交流の場を創出する庁舎であること。市民が愛着を持てるまちづくり、歴

史、文化、住民自治のシンボルとなる庁舎であること。省資源、省エネルギー化な

ど環境対策に配慮した庁舎であること。市民の安全、安心な暮らしを支える拠点と

なる庁舎であること。 

 これらがこれまで検討し、または住民の皆様方から要望があったことをまとめた

事項でございます。これらをもとに今後の作業を進めてまいりたいというふうに考

えております。以上、ご答弁といたします。 

○議長（横手啓介君） 

 稲葉議員、了解ですか。 

○２番（稲葉 昇君） 

 議長。 

○議長（横手啓介君） 

 稲葉議員。 

［２番 稲葉 昇君 登壇］ 
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○２番（稲葉 昇君） 

 ２回目の質問をさせていただきます。ただいま答弁いただきました現在のところ、

合併特例債に関しては制度上の影響や変更はないということでありますので、私も

一安心するところでもございます。 

 ２点目の質問を行います。庁舎建設の早期実現に向けてでございます。現在、整

備計画では事業完了が平成26年度ということでございます。新市誕生から数えまし

て10年かかるということになります。 

 新庁舎の建設につきましては、合併協議の中におきまして、その議論が早くから

なされておりましたし、十年一昔ではありませんが、今のこの言葉以上にスピード

感の求められる時代でもございます。新庁舎は中心市街地の顔であるとともに、山

鹿市のシンボル、そして６万市民の交流拠点ともなる施設であります。そして景気

対策、また市全体の活性化の面からも、他の事業との整合性なども関連してくるの

かとは思いますが、少しでも庁舎の整備を前倒しし、早期の完成を目指すことはで

きないものか、この件につきまして私の要望を含めまして２回目の質問といたしま

す。 

○議長（横手啓介君） 

 答弁を求めます。藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

 ２回目の質問にお答えいたします。 

 新庁舎の整備計画につきましては、本年３月の基本構想の策定時に、その全体の

整備工程計画も策定したところでございます。もちろん私どもといたしましても、

新庁舎につきましては、できる限り早期の完成を見ることが望ましいことは十分認

識をいたしておりますが、その過程におきましては、ただいま進めております用地

取得、さらには設計段階を踏まえた本体工事、周辺整備と進めていくことになりま

すが、いずれにおきましても相当の期間を要しますために、現整備計画を策定した

次第でございます。 

 また、ほかの重点施策との関連、地方債計画の中長期的な平準化など財政運営上

の観点からも、新庁舎整備に関しましては現行整備計画を基本とすることが望まし

いものと考えております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

 稲葉議員、了解ですか。 

○２番（稲葉 昇君） 

 議長。 
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○議長（横手啓介君） 

 稲葉議員。 

［２番 稲葉 昇君 登壇］ 

○２番（稲葉 昇君） 

 ２点についてのご答弁、ありがとうございました。 

 庁舎については総額40億円の予算が計上されていますが、山鹿市民が一番望んで

いるのは、庁舎はもちろんでありますが、やはり市民会館であろうと思います。地

下の設置にしたらどうかと思います。平成の大合併です。思い切った構想も取り入

れてはどうでしょうか。そして私なりの要望でもありますが、屋上に高くそびえ立

つ合併記念塔、灯籠タワーをつくってはどうでしょうかと思います。 

以上をもちまして、私の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 以上で、稲葉議員の一般質問は終了いたしました。 

 次の通告順により、北原昭三議員の発言を許します。北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君） 

 皆様、こんにちは。議席番号７番の北原昭三でございます。どうぞよろしくお願

いを申し上げます。 

 発言通告に従いまして一括質問にて、１件目、人工内耳機器の修理、買いかえに

対する助成について、２件目、投票所及び期日前投票について、３件目、コンビニ

納税について、３件の一般質問をいたします。 

 それでは１件目、人工内耳機器の修理、買いかえに対する助成についてお伺いを

いたします。人工内耳とは、音を聞く機能に障害があり、補聴器を使っても十分に

聞こえない重度難聴の人に、聞こえ方を支援する重要なシステムです。1970年代後

半からアメリカやオーストラリアを中心に開発され、全世界に急速に普及し、ほぼ

確立された治療となりました。我が国でも85年から導入をされ、94年に保険の適用

となり、今やその使用者数は、小児を含めて4000人近くに達しているというふうに

聞いております。人工内耳は耳の中に埋め込み、音を聞くための聴神経を刺激する

電極を含む体内部分と体外で着脱可能な音声解析装置、これには耳かけ式と箱型と

いうのがあるそうです。音声を拾うマイクロホンなどの組み合わせで成り立ってお

ります。電池を使用するわけでございますけども、補聴器に比べましてやはり電池

消費量は多いようです。日本で認可されている機種は、先ほど申しました、この

オーストラリア製とアメリカ製の２種類だそうです。他市ではこの人工内耳機器買

いかえに対して補助があるというふうに聞きました。他市の買いかえ、また修理に
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対する助成の状況、並びに熊本市、並びに県の動向についてお尋ねをいたします。 

 ２件目といたしまして、投票所及び期日前投票について、お伺いをいたします。

平成19年６月定例会議にて、島田節男議員より山鹿市投票区の再編等について、ご

質問がありました。再編に対しての効果、また問題点をどのように分析されたのか

との質問をされております。答弁の内容を見ますと、会場によっては遠くなった、

またわかりにくくなったなど数件の苦情があったようでございますけども、全体的

に投票所の事務の流れもよく、大きな混乱を招くこともなく選挙が円滑に遂行され

ましたというふうに書いてありました。選管の方々も55投票区から33へ再編がなさ

れ、投票所までの距離や道路情報などいろんな配慮があり大変なご苦労もあったか

と思います。最終的に投票区の件につきましても、もう少し様子を見させていただ

きたいとありました。その後、市民の皆様より投票所に対する要望並びに苦情等は

出ていないでしょうか。また投票所の場所変更は可能か、お伺いをいたします。 

 ３件目です。コンビニ納税について質問をいたします。地方税の納税につきまし

ては、地方自治法及び地方自治法施行令の制度上、地方公共団体以外の収納窓口と

いたしましては、指定金融機関や収納代理金融機関などに限って認められておりま

す。しかし、金融機関の週休２日制、単身者、共稼ぎ世帯と昼間の不在家庭の増加、

都市活動の24時間化などの社会変化に対し、納税者の利便性を向上するため、その

収納窓口の拡大が必要だと思います。 

 民間におきましては、電気、ガス、電話料金等の公共料金の支払い方法が多様化

し、その中でも特にコンビニエンスストアなど身近な支払い窓口として、活用をさ

れております。地方税の納税につきましても、収納窓口が多様化して利便性が向上

すれば、収納率の向上にも結びつくと考えます。 

 大都市を中心として地方公共団体からコンビニエンスストアでの納税を認める方

向で、制度改正が要望されておりました。このような背景から地方自治法施行令が

平成15年７月の改正により、コンビニエンスストアを地方税の支払い窓口にするこ

とができ、利用することになりました。 

 ライフスタイルも変わり、なかなか市役所の開庁時間に間に合わず、コンビニ納

税が出来るようになれば、土曜日・日曜日・祭日や夜間を問わず、納税が出来るコ

ンビニ納税について、平成20年12月定例会にてご検討をお願いをしておりましたが、

その後の進捗状況等についてお尋ねをいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 執行部の答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 
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○市民福祉部長（中野 力君） 

 北原議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、人工内耳に関する他市の状況、並びに熊本県内の動向について、お答えい

たします。 

 まず、人工内耳について、若干ご説明いたします。人工内耳とは、内耳の中に人

工的な電極を埋め込み、機能が残っている聴神経を直接的に刺激して、聴覚を取り

戻す画期的な医療であり、人工臓器のことでございます。人工内耳は、補聴器でも

音を聞くことが出来ない重度の難聴者にとって、音のない世界から音のある世界へ

の大きな福音となっており、重度聴覚障害者の方にとって、大きな希望と喜びを与

えているものでございます。 

 しかし、人工内耳は、手術をするだけですぐ聞こえるものではなく、適切な指導

訓練が重要となってまいります。 

 また、人工内耳の対象となる方は、高度感音難聴の方、難聴レベルが90デシベル

以上の方、事故等により音を失くされた方、高度老人性難聴の方、身体障害者手帳

３級以上の方が対象となっております。なお、小児の方も対象となります。この人

工内耳の機器は、電極の埋込術及び最初の購入につきましては、医療保険の対象と

なっておりますが、２回目以降の購入につきましては自己負担となります。この事

業に取り組んでいる県内の市町村につきましては、宇土市が本年５月から、市単独

事業として実施されています。内容としましては、国の制度であります障害者補装

具支給給付に基づき給付されており、上限額は100万円でございます。なお、総額

のうち１割は自己負担となっております。また、機器の修理につきましては、宇土

市でも取り組まれておられないし、県内の市町村でも取り組んでいるところはない

状況でございます。現在、熊本県としましても九州各県の状況を取りまとめており

まして、３、４年前から国に対して要望書を提出している状況でございます。以上、

答弁を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 川崎選挙管理委員会事務局長。 

［選挙管理委員会事務局長 川崎美明君 登壇］ 

○選挙管理委員会事務局長（川崎美明君） 

 一般質問の２点目、投票所及び期日前投票について、これまでの投票所の移動を

含めた現況並びに有権者からの要望、苦情等はないかというご質問に、お答えをい

たします。 

 合併後は、55投票区がございまして、有権者の多いところは3800人、少ないとこ

ろでは65人と大きな開きがございました。そこで、各投票区の有権者数の平準化を

図ること、また、投票所ごとの事務従事者の事務量の格差を解消すること、そのほ
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か、投票所までの距離や道路事情など利便性への配慮、さらには投票所となる施設

そのものの安全性、バリアフリー化、駐車場の状態など、いろいろな面から検討を

行いまして、改正前55カ所ありました投票区を33カ所に整理統合し、平成18年12月

１日から施行しているところでございます。33の投票所は、市役所や各総合支所に

隣接する公共施設、校区の地区公民館や研修センター、学校体育館、集落の自治公

民館を指定しております。33カ所に整理統合して初めて行われました平成19年４月

８日執行の熊本県議会議員選挙のときは、投票所によっては「遠くなった」「わか

りにくくなった」など、苦情がございました。 

 その後の投票所の移動ですが、第30投票区の投票所として指定しておりました、

鹿央町の旧千田保育所が老朽化に伴い解体されましたので、選挙管理委員会で旧千

田保育所の周辺で投票所として使用できる施設を現地調査いたしましたが、ほかに

適当な施設がなかったため、高台にある千田小学校体育館を投票所として指定せざ

るを得ませんでした。 

 それから、今年の１月25日に山鹿市議会議員一般選挙を執行いたしましたが、選

挙終了後、三玉の校区長さんが、選挙管理委員会をお訪ねになられ、投票区の再編

前の上吉田公民館の有権者521名を三玉小学校体育館へ変更していただきたい旨の

申し出がございました。その要望に対しましては、３月２日の定例会において、投

票区の設定に関する規定の一部改正についての議案を提出し、承認を得て変更を行

っております。 

 なお、８月30日に執行いたしました衆議院議員総選挙におきまして、投票所に関

します有権者の方からの選挙管理委員会事務局への直接の要望、苦情はございませ

んでしたが、これまでの要望等で有権者の皆様にご不便、ご迷惑をおかけしている

ことは、十分認識しております。ご理解、ご協力をお願いする次第です。 

 以上、答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

 藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

 ご質問の３点目、コンビニ納税について、お答えいたします。 

 昨年12月議会におきまして、コンビニ収納への取り組みについてお尋ねがあり、

導入に向けて検討を進めているということをご答弁申し上げたところでございます。 

 今般の税務行政におきましては、行財政改革の一環として、収納率の向上、電子

自治体の推進と業務の効率化が求められているところでございます。 

 その一つといたしまして、各自治体等においてコンビニ収納が取り組まれてきた

ところであり、熊本県税である自動車税は平成18年度から、国税は平成20年からコ
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ンビニでの納付が可能となっております。市税等の納税につきましても、納税義務

者の生活形態の多様化や自動車税のコンビニ納付が可能となったことから、コンビ

ニ納付に関する要望が年々多く寄せられるようになり、実施に向けた収納手数料の

負担や電算システムの構築費用、納付可能なコンビニの立地状況などについて、調

査・検討をしてまいりました。 

 検討の結果、平成22年度から軽自動車税につきまして、コンビニ納付を導入する

こととし、現在、各コンビニを取りまとめるコンビニ収納代行業者の募集、選定を

行っております。平成22年３月末までに、コンビニ店舗においての読み取りテスト

及び収納代行業者との収納データの送受信テストを終えることといたしております。 

 以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

 北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君） 

 議長。 

○議長（横手啓介君） 

 北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 

○７番（北原昭三君） 

 ご答弁ありがとうございました。 

 それでは、２回目の質問をいたします。 

 わたしの知り合いの方にも人工内耳機器、スピーチプロセッサをご使用の方がい

らっしゃいます。スピーチプロセッサとは、体外部で終始音を解析し、高度信号に

交換し、この信号は、体内のインプラントを介して電気信号に交換され、聴神経へ

と伝えられます。こうして、装着者は音を認識することができるのです。補聴器と

の違いにつきましては、人工内耳は単に音を大きくするものではありません。耳の

損傷した部分を迂回し、電気信号に交換した音を聴神経に直接送るため、より明瞭

な音声情報を伝えることができるのです。先ほど、答弁がありましたが、宇土市で

は、人工内耳機器買いかえに対しまして個人負担はございますけれども、上限100

万円の給付がありますというふうにおっしゃいました。山鹿市としまして、この機

器に使用します電池の購入費また修理代、そして、買いかえに対する補助について

のお考えをお伺いいたします。 

 ２件目です。投票所及び期日前投票について、２回目の質問をいたします。 

 まず、投票所の件ですが、投票所に関する有権者の方々からの選挙管理委員会事

務局への直接の要望、苦情等はないということで安心をいたしました。以前より、

地元、平小城地区投票所の件で、相談がありましたので、その内容をご報告いたし
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ます。 

 再編・統合により平小城校区も投票所は、平小城地区公民館のみとなり年配の方

より、投票所が遠くなった、地区公民館は、高台にあるので坂がきついとの意見が

ありました。また、投票所が少し狭く圧迫感があるとの内容もございました。先ほ

どの答弁で、適切な施設があり、校区長並びに各区長の了承が得られれば、投票所

の変更が可能のようですので、今後、状況等確認していきたいと思いますし、選管

の方々のご協力をよろしくお願いしておきたいと思います。 

 続きまして、期日前投票に係る宣誓書についてお伺いをいたします。総務省の発

表によりますと、衆議院議員選挙におきまして、公示翌日の19日から投票前の29日

まで、投票した人1398万人、過去最多、有権者の１割強、2005年の衆議院選に比べ

56％増と過去最高となりました。山鹿市におきましても、多くの方が期日前投票を

されたと思います。現行、期日前投票の場合、選管におきまして、住所・氏名・年

齢・事由を記載し、投票をするわけでございますけども、面倒という意見も少なく

ないようです。菊池市は、投票入場券に、期日前投票または不在者投票宣誓書、請

求書を印刷されたものを有権者の元へ郵送されているそうです。非常に評判がいい

というふうに聞きました。山鹿市もこのような方法に変更できないか、お尋ねをい

たします。 

 ３点目です。コンビニ納税につきまして、平成22年３月までにコンビニ店舗にお

いての読み取りテスト及び収納代行業者との収納データの送受信テストがされると

いうことで、スムーズな推進がなされますよう、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、軽自動車税の収納状況について、質問をいたします。軽自動車税、

平成19年度の収納率は94.04％でしたが、平成20年度の収納率また平成19年度、20

年度滞納繰越分につきましての収納率はどのようになっておりますか、お尋ねをい

たします。以上で、２回目の質問を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長 中野 力君 

 ２回目のご質問であります、機器の買いかえ、修理に対する助成について市の考

え方について、お答えいたします。 

 現在、人工内耳を装着されておられる方は、４名おられます。この装置に必要な

電池の給付については、本年６月から実施しているところですが、この装置の給付

及び修理についての助成は、現在行っておりません。今後、人工内耳機器は、重度

聴覚障害者の方にとって生涯にわたり必要であり、それに伴う費用負担を少しでも

軽減することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進を図ることは、福
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祉行政において非常に大切なことであると考えます。内容を十分検討し、関係機関

とも協議をしてまいりたいと思います。大変、貴重なご意見をありがとうございま

した。以上、答弁いたします。 

○議長（横手啓介君） 

 川崎選挙管理委員会事務局長。 

［選挙管理委員会事務局長 川崎美明君 登壇］ 

○選挙管理委員会事務局長（川崎美明君） 

 ２回目のご質問にお答えをいたします。 

 投票区を55カ所から33カ所へ見直し、33の投票所を選定しておりますが、施設そ

のものの安全性、バリアフリー化、駐車場の整備状況を基準にするなど、投票しや

すい環境づくりを心がけております。 

 しかし、中には、投票所が高台にあり、歩いていくことに不便なところもござい

ます。また、選挙の時期にもよりますが、学校施設の体育館等につきましては、空

調設備が完備しておらず、投票立会人を初め、投票管理者及び事務従事者の方にご

負担をおかけするなど、すべての有権者の皆様にご満足いただける投票所環境を整

えているとは言いがたいのも事実でございます。 

 ただ、何を申しましても選挙は正確性を求められます。投票用紙の交付間違い等

があった場合、せっかく投票された貴重な一票をむだにしてしまい、大変なことに

なってしまいます。選挙管理委員会としましては、このようなミスの発生する要因

は、絶対に排除したいと考えており、投票事務の執行におきまして十分なスペース

が取れる施設を利用したいと考えております。なお、投票区全体の区長さん方にお

きまして、今の投票所とは別に適当な施設があり、変更していただきたいとの要望

がありましたら、選挙管理委員会におきましてしっかりと検討させていただきたい

と考えております。 

 ２点目の質問、期日前投票のための入場券の様式につきまして、お答えをいたし

ます。投票は、選挙の当日、みずから投票所に行き、投票をしなければならない、

投票日当日投票主義が原則でございます。この例外としての期日前投票は、選挙の

当日何らかの事情により、みずから投票所で投票できない方のために投票しやすい

環境を整えるために設けられた制度でありまして、その事由を申し立て、かつ、そ

の申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓が現在の制度上、必要なことから記入

していただいているところです。現在、入場券に宣誓書を印刷されたものを有権者

の方へ郵送されている自治体は、菊池市、荒尾市、宇土市の３市がございます。ま

た、その他の方法としまして、市のホームページに掲載された宣誓書の様式を印刷、

記入され、期日前投票所へ持参していただいている自治体としましては、八代市と

玉名市の２市がございます。本市の場合、入場券に宣誓書を印刷しておりませんし、
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ホームページにも掲載しておりませんので、各期日前投票所に準備しております宣

誓書にご記入いただき、投票していただいている状況です。 

 期日前投票制度が平成15年12月１日から導入され、期間としましては、５年以上

がたちますが、有権者の中には、投票所へ入場券を持参したのに、何故、宣誓書を

記入しなければならないのかというご意見、また、ご高齢の方で宣誓書を記入され

る際にわかりにくい、時間がかかるなど戸惑っておられる方もおられます。 

 今回の衆議院議員総選挙における期日前投票では、9147名の方が投票されており、

今後、ますますふえていくものと思われます。 

 公職選挙法施行令第49条の８の規定によりまして、期日前投票で宣誓書の提出を

省略することはできませんが、先ほどご紹介申し上げましたご高齢の方を初め、す

べての有権者の立場に立ったサービスの提供に努めていく必要があり、前向きに検

討させていただきたいと思っております。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

 藏原総務部長。 

［総務部長 藏原榮一君 登壇］ 

○総務部長（藏原榮一君） 

 ２回目のご質問の軽自動車税の収納状況について、お答えいたします。 

 軽自動車税の平成19年度現年課税分は、調定額１億4337万6900円に対しまして、

収入済額１億3770万1466円で、収納率は96.04％、平成20年度現年課税分は、調定

額１億4582万8300円に対しまして、収入済額1億3981万6507円で、収納率は95.88％

でございます。 

 また、滞納繰越分は、平成19年度調定額1648万9400円に対しまして、収入済額

401万4013円で、収納率24.34％、平成20年度調定額1597万6821円対しまして、収入

済額366万2963円で、収納率22.93％でございます。 

 最近の経済状況の悪化に伴いまして、収納率も非常に厳しいものがあり、危惧し

ているところでございます。今後も、今回のコンビニ収納導入等を含め、業務の効

率化とあわせ、納税者の利便性の向上や納付機会の拡大等を進め、納期内収納率の

向上に努めてまいります。以上、ご答弁申し上げます。 

○議長（横手啓介君） 

 北原議員、了解ですか。 

○７番（北原昭三君） 

 議長。 

○議長（横手啓介君） 

 北原議員。 

［７番 北原昭三君 登壇］ 
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○７番（北原昭三君） 

 質問ではございませんけども、要望をさせていただきます。 

 人工内耳機器の装置に必要な電池の給付につきましては、本年６月から実施して

いただきまして、大変ありがたく思っております。 

 今後、多くの市町村で修理、買いかえに対する補助制度を推進されていくと思い

ます。私たち健常者には、わかりかねますが、対象者の方々は大変な苦労をされて

いるようでございます。負担軽減のため、ぜひ、本市もその修理、買いかえに対す

る補助を早急にご検討いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

 投票入場券に宣誓書の件でありますけれども、この件に関しましても市民の皆様

からの要望でございますので、問題点は解決をしていただきまして、ぜひ、検討を

よろしくお願いを申し上げます。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 以上で、北原議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで、昼食のため休憩いたします。午後１時から再開いたします。 

午前11時51分 休憩 

――――――――――――――○―――――――――――――― 

午後１時00分 開議 

○議長（横手啓介君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。中嶋市長。 

［市長 中嶋憲正君 登壇］ 

○市長（中嶋憲正君） 

 午前中の原議員のご質問の折に、ぜひ、通告をというようなお願いを申し上げた

ところでございますけれども、よく考えてみますと、議員各位１回目２回目のご質

問の中で、担当部長等々にしっかりとお尋ねになる中で、十分なお答えできない

等々につきましては、やはり最終的に長の判断を、考え方をというのは、当然のこ

とかなという思いがいたしております。 

 そういうことを考えますときに、先ほどの通告を求めましたことを不適切であっ

たなという思いをいたしております。お詫びを申し上げ、通告の部分につきまして

は、削除・訂正をお願いしたいと思っております。以上でございます。 

○議長（横手啓介君） 

 この際、お諮りいたします。 

 先ほどの本議会における発言について、会議規則第65条の規定により、発言の一

部を取り消したい旨の申し出がありました。この取り消し申し出を許可することに

ご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、中嶋市長からの発言の一部取り消し申し出を許可することに決しました。 

 次の通告順により川野功議員の発言を許します。川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君） 

 こんにちは。 

 先日、通告しておりました３点について、一問一答方式で質問いたします。 

 午前中に少しでも質問することができるかなと思っておりましたけれども、残念

ながら午後になってしまいました。よろしくご回答のほどお願いいたします。 

 まず、１問目、インフルエンザ対策について質問いたします。 

 新型インフルエンザは、本年４月にメキシコで流行が認知された後、世界的に流

行しました。６月に世界保健機構（ＷＨＯ）は、世界的流行病（パンデミック）で

あることを宣言し、警戒水準をフェーズ６に引き上げました。メキシコにおける感

染死亡率が非常に高いと報道されましたが、現在は、ＷＨＯ発表で0.45％の推定死

亡率であり、通常の季節性インフルエンザの0.1％よりも少し高い状況であります。 

 新型インフルエンザは、ほとんどの方が免疫を持っていないため、通常のインフ

ルエンザに比べると感染が拡大しやすく、多くの人が感染することが考えられます。

その感染経路は、通常のインフルエンザと同様で、咳やくしゃみと共に放出された

ウイルスを吸い込むことによって起こる飛沫感染と、ウイルスが付着したものを触

れたあとに目・鼻・口などに触れることで、粘膜・結膜などを通じて感染する接触

感染が考えられています。つまり、対策としては手洗いとマスク、うがい等が有効

手段と言われています。こういう点を踏まえまして、現在の本市における対策の状

況は、どのようになっているのか質問いたします。 

 まず、幼稚園、小中学校の対策についてお尋ねします。 

 今までのインフルエンザに比べると元気な子どももかかりやすいという情報もあ

りますが、その対策はどうなっているのでしょうか。テレビのニュース等では、

２学期の始業式は、子どもを一カ所に集めずに各教室においたまま放送でやってい

るところを見ました。そこまでやるのかと思ってしまいましたが、感染を考えると

仕方のない対策なのかもしれません。 

 また、学校現場だけでなく、家庭への啓発も必要です。現在の感染状況、今後の

見通しも含めて質問いたします。 

 次に、市全体、行政としての対策をお尋ねします。感染の広がりをできるだけ抑

え、健康被害を最小限にとどめるとともに、社会経済を破綻させないために、国に
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おける対策はもちろんですが、自治体も行動しなければなりません。必要な準備を

進め、市民に正しい情報を提供し、適切に対応することが大切です。 

 新型インフルエンザの情報は、病院と保健所に流れて自治体には伝わりにくいも

のかもしれませんが、連携を強化していただき、市民に迅速で正確な情報提供をし

ていただきたいと思っております。行政としての対策をお尋ねします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（横手啓介君） 

 執行部の答弁を求めます。杉本教育長。 

［教育長 杉本作德君 登壇］ 

○教育長（杉本作德君） 

 川野議員の一般質問の１点目、インフルエンザ対策についての中で、小中学校関

係について、お答えをしたいと思います。 

 ８月27日の２学期の始業式を迎える10日ほど前に、全国的に新型インフルエンザ

感染が急激に広がり始めました。山鹿市教育委員会におきましても、８月27日の始

業式を控え、緊急な対応が必要だということで、８月20日の市内校長・園長会議並

びにその後の校長・園長会議で、学校での朝の健康観察の徹底、手洗い・うがいの

励行、休養と睡眠の確保、発熱があればすぐに病院を受診すること、こういうこと

の徹底をお願いいたしました。 

 次に、インフルエンザの医薬品の対策といたしまして、消毒液４リットル入りボ

トルを129本、合計516リットルございます。消毒用ポンプ式の空容器を180本確保

し、学校の規模に応じて配付いたしております。 

 また、マスクを１万枚。マスク用ガーゼ600枚を確保し、修学旅行等がこれから

ございますので、校外行事等で、人混みに外出するときに必要枚数を、園児・児童

生徒に支給するようにいたしております。さらに、インフルエンザ感染防止啓発ポ

スター３種類を作成しまして、１万2000枚を幼稚園・小中学校の全園児・児童生徒

に配付し、子どもたち自身はもとより保護者に対する啓発と協力依頼をいたしてお

ります。 

 次に２学期の始業式の状況についてでございますが、各学校・園では始業式時に

おいて、朝の健康観察によりインフルエンザ感染者が多いようであれば、放送によ

る始業式の対応も考えておりましたが、集会を控える状況ではありませんでしたの

で、全学校・園ともに平常どおり始業式を実施いたしております。 

 また、２学期始業後の感染状況でございますが、８月27日の始業式の日は７名、

８月28日は６名の感染報告がありました。８月31日は新たな感染者が１名出まして、

９月１日、２日、３日は出ておりません。同じクラスからの２名以上の発生はあっ

ておりません。学級閉鎖をした学校もありません。学級閉鎖の判定基準というのは、
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同一クラス内で２名以上発生し、しかもその割合が10％を超えたときとなっており

ます。その後の状況といたしましては、感染増加の状況にはありませんが、今月末

をピークに感染が広がりそうだという報道もされておりますので、今後とも油断す

ることなく感染防止の徹底を図ってまいりたいとそういうふうに考えております。 

 以上、答弁いたします。 

○議長（横手啓介君）   

 中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 川野議員のご質問、２点目の市全体についてのインフルエンザに関するお尋ねで

ございますが、その前に、保育園でも発生をいたしましたので状況を報告いたしま

す。 

 市内の保育園におきまして、Ａ型インフルエンザの発生の報告が最初にありまし

たのは８月20日でした。１名だけでしたので、保健所からの検査は行われておりま

せん。その後、かおう保育園におきまして、２名以上のＡ型インフルエンザ感染者

が発生したことから検体検査が行われ、その結果、新型インフルエンザであるとい

うことが判明いたしました。 

 保育園での濃厚接触者の状況から、６名が新型インフルエンザに感染していると

いうことが判明し、新聞にも報道されたところでございます。対応としましては、

８月26日から９月１日まで保護者にご協力をいただき、登園の自粛をお願いしたと

ころでございます。９月２日からは登園の自粛を解除し、園児は元気に登園してお

りますが、引き続き熱、せきやのどの痛みがある園児につきましては、医療機関へ

の早期受診をお願いしているところでございます。 

 また、市内の保育園に対しましても、熱等がある場合の早期受診や保育園のみな

らず、各家庭でのうがい、手洗いの励行をお願いしているところでございます。 

 また、速乾性手指消毒液をはじめ、マスクの常備もお願いしているところでござ

います。 

 現在、国・県の情報をもとに山鹿保健所からの指示によります行動、さらには連

携を強化するとともに、新型インフルエンザ対策本部設置要綱を定め、各部署間で

の情報の共有を図り、対策を講じているところでございます。 

 市民の皆様への対策といたしましては、本年１月より現在までの間に、新型イン

フルエンザへの正しい理解及び手洗い、うがい等の基本的な感染症対策を掲載した

チラシを全世帯へ２回ほど配付いたしております。 

 また、広報誌、あるいは組回覧等によります予防啓発もあわせて行っているとこ



 

- 118 - 

ろでございます。 

 各公共施設におきましても、消毒液を設置し感染の予防に努めております。 

 また、万が一の大流行時におきまして、感染世帯等への見守り、訪問等を想定し、

担当職員用にマスク、手袋、防護衣等の備蓄を行っているところでございます。 

 それから現在の新型インフルエンザに対しますワクチンの状況でございますが、

国が10月下旬の提供をめどに準備を進めていると認識いたしております。 

 いずれにいたしましても、山鹿市としまして感染の拡大を最小限に防ぎ、市民の

皆様の安全・安心の確保に全力を注いでいく所存でございます。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君） 

   川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

ご回答ありがとうございました。 

新型インフルエンザは、今の段階では弱毒性の症状ですけれども、これがいつ強

毒性に変わるか、変わってもおかしくない状況にあると言われております。 

そうなってくると死亡者も多くなり、恐ろしい話になってきます。これからが本

格的なシーズンを迎えます。手抜かりのないように厳重な対策を取っていただきた

いと思います。よろしくお願いします。答弁は要りません。 

次に２問目、山鹿市医師修学資金貸与条例について質問いたします。６月議会で、

この修学資金貸与条例ができました。全国的にもそれほど多くない先進的な条例な

ので、熊日新聞などでも取り上げられ、他の自治体でもこういう修学資金を検討す

るところがあるそうで喜ばしいことだと思っております。私は６月議会でこの修学

資金について、この条件等で問題はないか。もう少し良い条件を出さないと利用者

があまりいないのではないか。そんな質問をしました。このままでは利用する医学

生は少ないと心配しております。 

そこで、条例制定後から今までの取り組みは、どのようなことをしてきたかにつ

いて、４点ほどお尋ねいたします。 

まず、一つ目、条例の周知の仕方について、せっかくつくった条例を学生や家族

が知らないなら意味がありません。どのようにして多くの医学生やその家族、関係
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大学に知らしめたのでしょうか。その点をお尋ねいたします。 

二つ目は、対象となるような学生が何人程度いるか、把握しているかということ

です。現在の先生方に来ていただいたときには、口コミや人づてでお願いに行った

という例もあると思います。近隣の対象となるような学生の把握というものはでき

ているのでしょうか。情報が、以前のように公開されておりませんので、そういう

情報は入りにくいと思いますけれども、口コミ、人づてなどで情報を仕入れる努力

が必要だと思います。 

三つ目は、対象学生へのアプローチはしているのでしょうか。近隣の医学生に対

して、募集をして応募を待ってるだけではなかなか集まらないのではないでしょう

か。ＤＭを送ったり、資料を自宅へ持って行ったりのアプローチも欠かせないもの

だと思っております。 

四つ目は、その対象学生からの要望などはないか。医学部等には連絡してあると

思いますけども、関係者の皆さんからの要望などがあったのならお知らせください。

以上、４点について質問いたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 山鹿市医師修学資金貸与条例についてお答えいたします。 

 １点目の条例の周知方法につきましては、７月10日から８月10日まで１回目の貸

与者募集を実施いたしました際に、募集要項、条例、規則を市及び市立病院のホー

ムページに掲載、新聞社５社、テレビ局５社に発表いたしました。また、医学部の

ある全国の大学、約80大学に送付し、医学生への周知をお願いしたところでござい

ます。 

 ２点目の対象となるような学生が何人程度いるか把握してるか、ということでご

ざいますが、区域を限定せず全国の医学生を対象としておりますので、把握してお

りませんが、現在の医学生数は全国で、１学年8000人程度在籍しているようでござ

います。 

 ３点目の対象学生へのアプローチはしているのかということにつきましては、

１点目のご質問にお答えしましたとおり、医学部のある全国の大学に募集要項等を

送付し、医学生への周知をお願いしておりますので、個別にアプローチは行ってお

りません。 

 ４点目の対象学生からの要望はなかったかということにつきましては、問い合わ

せは何件かありましたが、要望はございませんでした。現在までの状況をお知らせ
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いたしますと、１回目の募集に対し、１名の申請がありました。８月22日土曜日に

面接を実施し、選考委員会において被貸与者として選定し、８月24日に市長決裁に

より決定いたしております。貸与額につきましては、関係書類等がまだ提出されて

おりませんので、確定しておりません。 

 また、２回目の貸与者募集を９月中旬から10月中旬まで実施する予定でございま

す。以上、お答えいたします。 

○議長（横手啓介君） 

   川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

 どうもご回答ありがとうございました。 

 １名決定したということで、よかったと思っております。 

 ただ、現実問題として、全国と言われましたけども近隣、特に山鹿市付近の学生

の方があきらかに利用する可能性があると思いますので、そこら辺はちゃんと全国

にしたからと言うのではなくて、ある程度絞ってもいいかなと思っています。 

 特に、本市在住で医学生を持つ親とも話しましたけども、そういう修学資金制度

のことは知ってはいましたけども、山鹿市や病院からのアプローチは何もあってお

りませんでした。本当に利用してもらおうと思ったら、信頼関係を築く意味でも、

声ぐらいはかけたほうがいいと思っております。近隣医学生の情報収集とアプロー

チは、もっと積極的にやってもらいたいと思っておりますけれども、その点もう一

度お尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。中野市民福祉部長。 

［市民福祉部長 中野 力君 登壇］ 

○市民福祉部長（中野 力君）   

 ２回目のご質問にお答えいたします。 

 近隣地域における対象となるような医学生の把握、あるいは個別のアプローチに

つきましては、先ほどもお答えいたしましたとおり区域を限定せず、全国の医学生

を対象としておりますので、現在まで行っていませんけれども、応募状況等を考慮

しながら、今後また検討してまいりたいというふうに思いますのでよろしくお願い



 

- 121 - 

いたします。 

○議長（横手啓介君） 

   川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員。 

［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

 回答ありがとうございました。 

 ぜひ有効利用できるような形で使っていただきたいと思います。 

 次に３番目の定住自立圏中心市宣言についてお尋ねいたします。 

 今回宣言された定住自立圏中心市宣言は、定住の受け皿として何が必要かを考え、

中心部と周辺部のそれぞれに効果的な機能を持たせ、山鹿市全体で魅力ある都市を

つくりだしていくことにあります。その中でも周辺地域の機能には何が必要か、そ

れが大きな課題だと思っております。 

 周辺地域には、大きな産業や核になる施設がありません。あるとすれば総合支所

ぐらいなものです。その総合支所もどんどん機能が縮小され、核としての魅力や機

能が薄れてきています。定住自立圏中心市宣言で住みやすい周辺地域を実現すると

書いてありますが、その実現のためには総合支所の拡充が不可欠だと思っておりま

す。 

 この件に関しては何度も質問し、市の考えと私の考えではいまだに平行線ですが、

どこででも同じように仕事ができるわけですから、ある程度市役所の機能を分散さ

せ、周辺地域が活性化できるように、総合支所に職員をできるだけ多く配置するよ

うに考えていただきたいと思います。 

 この点について、どのようにお考えかお尋ねいたします。 

 次にまほろばネット構想との関係についてお尋ねいたします。 

 宣言書の取り組みの中に、デジタル・ディバイドの解消に向けたＩＣＴインフラ

整備と書いてあります。通信インフラに関しましては、合併協議会で論議されてい

ましたまほろばネット構想がありましたが、現状では残念ながら実現不可能な状態

にあると思っております。せめて光回線を市内全域に開通していただきたいと、一

般質問等でも何度もお願いしているところでございます。 

 数年前ＮＴＴの方からは、山鹿市においては、現在サービスしている光回線の地

域を今後広げる予定はありませんと、はっきり言われております。 
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 あんなにテレビで宣伝しているのに、今のままでは山鹿市の中心部以外では、い

つまでたっても光ケーブルはきません。光ケーブルで受けられるサービスが周辺部

では受けられないのです。多くの市民の皆さんは、まだそれほど不便には思われな

いかもしれませんが、2011年以降、本格的にテレビがデジタル化されたとき、その

サービスの違いがわかり、不満に感じる市民がとても多くなると思います。光ケー

ブル整備については、市の方も対策をいろいろ練っておられると思いますが、現状

はどういった対応をされているかお尋ねいたします。 

 次にこの宣言は、定住環境を良くする取り組みについては、良くできていると思

いますけれども、定住促進政策そのものが弱いのではないでしょうか。 

 合併直後の人口動向予想では、10年後には人口が５万人まで減ると予想されてい

ます。合併後４年半で2200人ほど減っておりますし、高齢化はさらに進んでおりま

すので、予想に近い数字まで減っていくような気配です。今回の宣言どおりできれ

ば、確かに環境はよくなるかもしれません。しかし、環境をよくするだけでは、出

て行く人は減るかもしれませんが、人口はふえません。新しく人が入ってくるよう

な政策も必要です。積極的に人口をふやす政策も考えていただきたいと思っており

ます。 

 例えば、市が土地を購入、整備し、分譲する政策等も考えられます。 

 そういう人口をふやす政策を、宣言の中に加えるべきだと思いますけれどもお考

えはどうでしょうか。以上、お尋ねいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 定住自立圏中心市宣言のご質問にお答えいたします。 

 まず、一つ目のご質問についてですが、本市が県内の他市町村に先駆けて、定住

自立圏構想に取り組むこととしたねらいは、定住の受け皿として不可欠な都市機能

や産業などを充実・確保していくことで、山鹿市全体で魅力ある地域を形成してい

くことにあります。 

 人口が減少し、少子高齢化が進行する中で、特に周辺地域においては、基幹産業

である農林業の低迷を初め、過疎化が進行するなど、現状は極めて厳しいものがあ

ると認識しております。中心地域である旧山鹿市には、周辺地域である旧４町から

の雇用や消費などが、流入することによって、経済が支えられている面があります。

周辺地域の活力が失われることになれば、中心地域の活力も減退することが予想さ

れます。 
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 こうしたことから、定住自立圏構想に取り組むに当たりましては、周辺地域の活

性化に重点をおいて取り組みを展開していきたいと考えております。この取り組み

を通して住みやすい周辺地域づくりに努めてまいりたいと考えております。 

 また、一方では平成12年の地方分権一括法の施行により、地方分権が実行段階を

迎えている中、数年後には近隣市町村に政令市が誕生するなど、本市を取り巻く環

境は大きく変化しております。こうした環境変化の中には、地域間競争といった問

題もはらんでおります。このような中、今回、本市が県内の他市町村に先駆けて、

定住自立圏構想に取り組むことで、基礎自治体としての役割を的確に担っていこう

という山鹿市の姿勢と、その存在感を内外に向け、しっかりとアピールするととも

に都市間競争に負けないだけの都市機能を整備してまいりたいと考えております。 

 本市の現在の本庁機能につきましては、都市機能の象徴的なもので、核となる機

能として不可欠であると考えており、そうした意味でも総合支所の拡充といった方

向にかじを切るのは難しいものと考えております。 

 次に二つ目のご質問、まほろばネット構想の事業内容は、光ファイバーケーブル

による情報通信幹線網を整備することにありますが、今回の定住自立圏中心市宣言

書においても、情報通信基盤の整備、充実について記載しているところでございま

す。 

 現在、山鹿市高度情報化計画推進部会のもとで、山鹿市光ブロードバンド基盤整

備検討班を設置し、インフラ整備や運用方法などについて集中的に検討を始めてお

り、行政・企業・市民のだれもが快適に利用できる光ブロードバンド基盤について

整備を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、三つ目の宅地分譲のご質問でございますが、議員ご指摘のとおり、今回公

表いたしました定住自立圏中心市宣言書の中には、定住を直接促進するといった取

り組みは入っておりません。 

 定住の受け皿づくりについては、こうした取り組みについても検討していく必要

があると考えておりますので、これから山鹿市定住自立圏形成方針を策定していく

中で、効果的な取り組みとして何ができるのか検討してまいりたいと考えておりま

す。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君）   

 議長。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員。 
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［19番 川野 功君 登壇］ 

○19番（川野 功君）   

 ご回答ありがとうございました。 

 総合支所に関しては、何遍言っても方針は変わらないようですけれども、まだま

だ意見を言っていきたいと思っております。 

 まほろばネット構想との関係について、再度質問いたします。総務省は、日本全

体のブロードバンド化があまり進まないので、デジタル・ディバイド解消戦略やブ

ロードバンドゼロ地域解消事業を策定しました。このように使えるような補助整備

事業がほかにもあるかもしれませんけども、本市としてそれらの補助事業の利用は

考えられているのでしょうか。お尋ねいたします。 

 次に、宣言書に定住促進政策を加えられないかという質問に関してですけれども、

合併前に私が旧鹿本町にずっと言っていたことですけれども、一本松公園付近を町

が購入し、上下水道やネット環境などのインフラを整備して、安く土地を分譲して

はという提案をずっとしておりました。あそこは環境もいいし、空港にも近いので

都会の文化人や熊本市内からも応募があるのではないか、そうすれば何よりも定住

する人をふやすことができますし、費用をかけても、後で固定資産税や所得税、そ

の他家族の経済活動等ありますので十分に採算が取れます。 

 以前、鹿北町でも同じような事業をやっていたと思います。鹿北であまり成功し

なかったというのは、場所の問題だと思います。山鹿市の中で環境のいい場所、開

発が成功しそうな場所を選んで、そういう開発をしていくことが人口減少を防ぐ確

実な方法であり、人や税金も多く入ってくることになると思っております。 

 そういう事業をこの定住自立圏中心市宣言の中に、ぜひ入れていただきたいと思

っております。先ほど考えているとの答弁ありましたけれども、具体的に言いまし

てそういうこともぜひ考えていただきたいと思います。お考えをお聞きいたします。 

○議長（横手啓介君）   

 答弁を求めます。三森総務部次長。 

［総務部次長 三森兄臣君 登壇］ 

○総務部次長（三森兄臣君）   

 ２回目の定住自立圏構想関連の質問にお答えいたします。 

 まず、デジタル・ディバイド、いわゆる情報通信格差解消戦略とは、2008 年

６月に総務省から出されたブロードバンド、いわゆる高速通信基盤整備と携帯電話

のエリア整備について、2010 年度末までにブロードバンド・ゼロ地域を解消し、

超高速ブロードバンドの世帯カバー率を 90％以上、また携帯電話エリア外人口 30

万人を解消するというもので、整備が遅れている採算性が低い地域等へ民間主導に
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よる整備を促進する計画です。 

 次に、ブロードバンド・ゼロ地域解消事業とは、その中の支援策であり、民間主

導で基盤整備を行うための市町村に対する支援事業です。 

 現在では、全国的に超高速通信である光加入者数がＡＤＳＬ加入者数を超え、各

種団体や企業なども、より速い通信と高度利用が可能な光接続を利用しております。 

 しかし、当市では一部の地域でしか実施されてない光サービスは、採算性の問題

等で、今後も通信事業者によるサービス地域の拡大は非常に厳しいようでございま

す。このような状況を解決するため、先ほどご答弁したとおり、導入に向けて光ブ

ロードバンド基盤整備検討班により、議員ご提言の国の支援事業等の活用を含め、

本市において最も有利な方法による導入の検討を進めてまいります。 

 次に宅地分譲の件についてのご質問にお答えいたします。本市が定住自立圏構想

に取り組むこととしたねらいは、定住の受け皿として不可欠な都市機能や産業など

を充実・確保していくことで、山鹿市全体で魅力ある地域を形成していくことにあ

ります。この定住の受け皿として必要な機能としては、医療や介護、子育てなどさ

まざまな分野について考えられるところです。これから山鹿市定住自立圏形成方針

を策定してまいりますが、議員ご指摘の宅地分譲に関する取り組みも含めまして、

限られた財源の中で官民の役割分担を踏まえながら、効果的な取り組みについて庁

内でしっかりと検討してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

○議長（横手啓介君）   

 川野議員、了解ですか。 

○19番（川野 功君） 

   終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 以上で、川野議員の一般質問は終了いたしました。 

 これをもちまして、通告による質疑・一般質問は全部終了いたしました。 

 これにて質疑・一般質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第86号及び議案第87号の人権擁護委員の推薦

につき意見を求めることについての２案件は、会議規則第37条第３項の規定より、

委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第86号と議案第87号の２案件は委員会付託を省略することに決しま
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した。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

日程第２ 委員会付託   

○議長（横手啓介君）   

 日程第２ 委員会付託を行います。 

 ただいま議題となっております議案第86号及び議案第87号を除く全案件をお手元

に配付いたしております付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 散 会   

○議長（横手啓介君） 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後１時39分 散会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１６日(水曜日) 
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平成21年（第６回）山鹿市議会９月定例会会議録   

 

議 事 日 程（第４号）   

 

平成21年９月16日（水曜日）午前10時開議 

第１ 議案第77号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

   議案第78号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第79号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

   議案第80号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

   議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 

   議案第82号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第83号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第84号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第85号 平成21年度山鹿市病院事業会計補正予算（第２号） 

   議案第86号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

   議案第87号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

   認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第２号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   認定第３号 平成20年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第４号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第５号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

   認定第６号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第７号 平成20年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第８号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   認定第９号 平成20年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第10号 平成20年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 
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   認定第11号 平成20年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第12号 平成20年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

   認定第13号 平成20年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

   認定第14号 平成20年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

   認定第15号 平成20年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

（委員長報告） 

討   論 

採   決 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

出席議員（30名） 

１番  永 田   健 君   

２番  稲 葉   昇 君   

３番  藤 本 芳 雄 君   

４番  福 本 義 文 君   

５番  冨 丸 洋一郎 君   

６番  藤 本 峰 秀 君   

７番  北 原 昭 三 君   

８番  芹 川 正 美 君   

９番  藤 原   豊 君   

10番  立 山 秀 木 君   

11番  立 山   隆 君   

12番  原     徹 君   

13番  平 井 邦 廣 君   

14番  吉 本 政 幸 君   

15番  池 田 誠 一 君   

16番  堀   茂 幸 君   

17番  永 田 紘 二 君   

18番  森 川 昭 彦 君   

19番  川 野   功 君   

20番  古 荘 克 郎 君   

21番  森   芳 顕 君   
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22番  家 入 憲 隆 君   

23番  横 手 啓 介 君   

24番  高 野 誠 二 君   

25番  藤 原   弘 君   

26番  森   久 雄 君   

27番  太田黒 鐵 郎 君   

28番  丸 山 寛 治 君   

29番  寺 崎 勇 児 君   

30番  丸 山 康 昭 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

市      長     中 嶋 憲 正 君   

副   市   長     池 田 永 実 君   

教 育 長     杉 本 作 德 君   

総 務 部 長     藏 原 榮 一 君   

市 民 福 祉 部 長     中 野   力 君   

農 林 部 長     松 永 道 郎 君   

商 工 観 光 部 長     永 田 義 文 君   

建 設 部 長     有 働 郁 夫 君   

環 境 部 長     宮 本 榮次郎 君   

病 院 事 務 部 長     荒 木   隆 君   

教 育 部 長     八木田 達 博 君   

総 務 部 次 長     三 森 兄 臣 君 

市民福祉部次長     富 田 辰 郎 君   

農 林 部 次 長     冨 田 弘 海 君   

水 道 局 長     富 安   豪 君   

病院事務部次長     田 上 信 博 君   

会 計 管 理 者     北 井 孝 範 君   

財 政 課 長     木 下   実 君   

市 民 課 長     緒 方   栄 君   

農 林 企 画 課 長     戸 次 由 夫 君   

商 工 課 長     大 森 健 司 君   

観 光 課 長     寺 崎 泰 和 君   

建 設 課 用 地 対 策 室 長     富 田 義 弘 君   
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農 業 委 員 会 事 務 局 長     髙 木   勇 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

事務局職員出席者 

事 務 局 長     幸 村 英 星 君   

議 会 総 務 係 長     渡 邊 義 明 君   

書      記     中 村 武 志 君   

書      記     森   英 州 君   

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 
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午前10時00分 開議 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

これより本日の会議を開きます。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 日程第１ 議案第77号～議案第87号 

      認定第１号～認定第15号 

○議長（横手啓介君） 

 日程第１、各常任委員会に付託してありました議案、認定並びに議案第86号及び

議案第87号の全案件を議題といたします。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

議案第77号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第３号）） 

議案第78号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第79号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議案第80号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号） 

議案第82号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第83号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第84号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第85号 平成21年度山鹿市病院事業会計補正予算（第２号） 

議案第86号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

議案第87号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について 

認定第２号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

認定第３号 平成20年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第４号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい 

て 

認定第５号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

認定第６号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第７号 平成20年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算の 
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認定について 

認定第８号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第９号 平成20年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第10号 平成20年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第11号 平成20年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第12号 平成20年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

認定第13号 平成20年度山鹿市水道事業会計決算の認定について 

認定第14号 平成20年度山鹿市病院事業会計決算の認定について 

認定第15号 平成20年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

○議長（横手啓介君）   

 各常任委員長の報告を求めます。平井建設環境常任委員長。 

［建設環境常任委員長 平井邦廣君 登壇］ 

○建設環境常任委員長（平井邦廣君）   

建設環境常任委員会の報告をいたします。本定例会におきまして、当委員会に付

託されました案件は、議案 １ 件、認定 ５ 件であります。去る９月９日、午

前10時から議員控室におきまして、委員全員出席、執行部より関係職員の出席を求

め委員会を開催いたしました。 

その結果についてご報告いたします。 

まず、議案審査に先立ちまして、現地調査を行いました。 

調査箇所は、熊本県北部の新たな交通網として期待される新幹線玉名駅でありま

す。現地で平成23年春の運行を目指し、工事が進む駅舎と新玉名駅を核とした新し

いまちづくりについて、説明を受けました。午後１時30分から委員会を再開、慎重

に議案審査を行いました。 

議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について（中所管）

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第５号 平成20年度山鹿市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第８号 平成20年度山鹿市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

認定第13号 平成20年度山鹿市水道事業会計決算の認定について、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 
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認定第15号 平成20年度山鹿市下水道事業会計決算の認定について、原案のとお

り認定すべきものと決しました。 

以上、建設環境常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

 池田経済観光常任委員長。 

［経済観光常任委員長 池田誠一君 登壇］ 

○経済観光常任委員長（池田誠一君）   

 本定例会におきまして、経済観光常任委員会に付託されました案件は、議案１件、

認定５件であります。去る９月10日午前10時より、議員控室におきまして、委員全

員出席、執行部より関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。以下、そ

の結果についてご報告いたします。 

 まず、議案審査に先立ちまして、現地調査を行いました。再生事業により、現在

解体工事が進むプラザファイブの現地及び鹿北町の三楠竹の谷線の林道災害復旧工

事の現地を視察。担当職員より詳しい説明を受けました。その後、昼食をとり、午

後１時30分より委員会を再開、慎重に議案の審査を行いました。 

 議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について（中所管）

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第９号から認定第12号、財産区特別会計の件につきまして、同じような認定

でございましたので、一括審議を行い、採決はそれぞれ別途行いました。 

 認定第９号 平成20年度六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第10号 平成20年度城北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第11号 平成20年度稲田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第12号 平成20年度稲田六郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について、

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 以上、経済観光常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 永田福祉厚生常任委員長。 

［福祉厚生常任委員長 永田紘二君 登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（永田紘二君）   
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 福祉厚生常任委員会の審査の経過と結果についてご報告いたします。 

 まず、閉会中の所管事務調査につきましては、去る７月10日並びに７月24日の両

日開催いたしました。 

７月10日は、議員控室におきまして、午前10時から委員１名欠席、執行部に関係

職員の出席を求め、放課後児童健全育成事業について説明を受けました。午後から

は、かおう児童クラブのほか、五つの児童クラブの現地を視察いたしました。 

 ７月24日は、午後１時30分から議員控室におきまして、委員全員出席のもと、所

管における緊急整備事業について、執行部の詳しい説明を受け、慎重に調査を行い

ました。 

 続きまして、本定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案

７件、認定７件であります。 

当委員会は、９月11日午前10時から３階会議室におきまして、委員全員出席のも

と、執行部より関係職員の出席を求め、付託案件について慎重に審査をいたしまし

た。 

 議案第79号 山鹿市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 議案第80号 山鹿市国民健康保険条例の一部を改正する条例、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）中所管、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 議案第82号 平成21年度山鹿市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第83号 平成21年度山鹿市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第84号 平成21年度山鹿市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第85号 平成21年度山鹿市病院事業会計補正予算（第２号）、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について（中所管）

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第２号 平成20年度山鹿市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第３号 平成20年度山鹿市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、原案のとおり認定すべきものと決しました。 
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 認定第４号 平成20年度山鹿市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第６号 平成20年度山鹿市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第７号 平成20年度山鹿市・植木町介護認定審査事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第14号 平成20年度山鹿市病院事業会計決算の認定について、この件につき

ましては、継続審査を求める発言と認定を求める発言がありました。採決をいたし

ました結果、継続審査すべきものと決しました。 

 以上、福祉厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 川野総務文教常任委員長。 

［総務文教常任委員長 川野 功君 登壇］ 

○総務文教常任委員長（川野 功君）   

 本定例会におきまして、総務文教常任委員会に付託されました案件は、議案３件、

認定１件であります。 

 去る９月14日午前10時から、本庁３階会議室におきまして、委員全員出席、執行

部より関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。 

 今回、総務文教常任委員会関係職員を合わせると約100名程度にもなり、忙しい

職員を長時間拘束するのは効率的ではない。行政サービスの停滞を招いてはいけな

いという観点から、総務と文教に分けて審議を行いました。 

 その審査の結果について、ご報告いたします。 

 議案第77号 専決処分の承認を求めることについて （平成21年度山鹿市一般会

計補正予算（第３号））、原案のとおり承認すべきものと決しました。 

 議案第78号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 議案第81号 平成21年度山鹿市一般会計補正予算（第４号）、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員より、

人権教育推進事業についての反対討論があり、挙手による採決の結果、賛成多数に

より、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 以上、総務文教常任委員会の報告を終わります。 

○議長（横手啓介君）   

 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 
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 これより、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論の通告があっておりますので、発言を許します。

原徹議員。 

［12番 原 徹君 登壇］ 

○12番（原  徹君） 

   12番、日本共産党の原徹です。私は、認定第１号 平成20年度山鹿市一般会計歳

入歳出決算の認定について、反対討論を行います。 

   同和行政について、私は市民の税金が正しく使われていないことを何度も指摘し、

その改善を要請してまいりました。これまで担当課の努力によって、少しずつは改

善されてはいますが、特別措置法が失効して６年が経過している今、抜本的な改正

が強く求められております。私がどうしても決算を認定できないと考えるのは、次

の２点からです。 

１点目は、社会福祉総務費の人権啓発推進事業987万2000円、２点目は、教育総

務費の人権教育推進事業1365万6418円のうちの旧同和地区における小中高生の学習

会428万7095円と、旧同和地区における中学生キャンプ19万1456円です。すべての

住民が心豊かに暮らすためにお互いの人権を尊重しあい、差別のない社会の実現を

目指して、人権意識の高揚と差別や偏見の解消に向けた人権教育啓発活動を推進す

る。このように人権啓発推進事業の目的が説明書に述べてありました。私もこの目

的に心から賛同するものであります。ところが実際に行われていることは、法が失

効しても部落解放同盟を特別に優遇し続けているために、目的とは裏腹の結果が生

まれているということです。その状況を四つの事例を挙げて明らかにいたします。

一つ目は、山鹿市人権教育・啓発研究大会の日当です。部落解放同盟の参加者だけ

に日当を3000円を支給することは、同じ研究大会に参加する市民に日当を払う市民

と払わない市民をつくります。市民の間に新たな差別をつくりだすということであ

ります。即廃止しなければなりません。 

二つ目は解放同盟への補助金です。平成20年度の解放同盟への補助金は、987万

2000円です。それに対して山鹿市連合婦人会は120万円、山鹿市文化協会は119万

6000円となっています。解放同盟が任意の１運動団体にもかかわらず、市連合婦人

会や文化協会に比べて８倍もの補助金を出しているわけで、あまりにも特別な扱い

ではないでしょうか。補助金は、本年６月19日に山鹿市部落解放同盟支部活動補助

金交付要綱が告示され、減額されましたが、交付要綱の不十分さからまだ問題点は
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解決されておりません。交付要綱の早急な修正を要求するものです。 

三つ目ですが、旧同和地区だけの小中高生の学習会です。子ども学習会が教育環

境が大きく発展してきた現在においても、まだ継続され、長年教師を特定の地区に

派遣して指導させることは日本国憲法第26条の教育の機会均等に触れることを指摘

してきました。それに対して教育長は、今後廃止の方向で取り組むと答弁されてお

りますが、いつまでにとの期限を設定されておりません。これでは、学習会はだら

だらと継続され、子どもたちの間に新たな差別をつくり出していくことになります。

毎年、420万円を超える学習会の予算は、特定の地区の子どもだけではなく、市内

すべての子どもを対象にした予算に切りかえるべきであります。そのためには、池

田副市長が建設部長当時、同和住宅を一般市営住宅に５年かけて移行させたことを

教訓に学習会廃止の期限を明確に定めて、取り組む必要があると考えます。 

四つ目は、旧同和地区内の中学生キャンプへの補助金です。旧同和地区内の中学

生交流キャンプに学習会と称して19万1456円の補助金が出されています。もし、旧

同和地区以外の中学生がキャンプをするということで、補助金を申請してもそれは

受け付けられません。このような差別を生む予算の使い方を認めていいのでしょう

か。中学生のキャンプに補助金を出すなら市内すべての中学生を対象にすべきであ

ります。また、旧同和地区内の中学生に限定したキャンプにすること自体、部落差

別の固定化につながります。人権教育推進事業の一環というのなら、もっと視野を

広げ、旧同和地区外の中学生との交流を深めて連帯感を育てるべきであります。人

権教育とは、お互いを認め合い、相互援助しあうという連帯感と融和を育てること

ではないでしょうか。 

以上、四つの事例を挙げましたが、市長を初め、執行部は、解放同盟をあまりに

も特別視して優遇するあまり人権啓発推進事業が掲げる目的に反して、逆に部落差

別を固定化すると同時に新たな差別をつくりだし、同和問題の解決を遅らせている

ことに早く気づくべきであります。これまでの同和行政を総括し、早急に見直し改

善を図ることを強く要請して討論を終わります。 

○議長（横手啓介君） 

   以上で、通告による討論は終わりました。 

   ほかに討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 議案第77号に対する委員長報告は、承認であります。委員長報告のとおり決する
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ことにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 次に、議案第78号から議案第80号までの３案件を一括採決いたします。 

 議案第78号から議案第80号までの３案件に対する委員長報告は、可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、３案件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第81号から議案第85号までの５案件を一括採決いたします。 

 議案第81号から議案第85号までの５案件に対する委員長報告は、可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、５案件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第86号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、原案

のとおり同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、議案第87号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、原案

のとおり同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 次に、認定第１号に対する委員長報告は認定であります。 

 委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（横手啓介君）   

 起立多数であります。 

 よって、認定第１号は原案のとおり認定されました。 

 次に、認定第２号から認定第13号までの12案件を一括採決いたします。 

認定第２号から認定第13号までの12案件に対する委員長報告は認定であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、12案件は原案のとおり認定されました。 

 次に、認定第14号に対する委員長報告は継続審査であります。委員長報告のとお

り決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第14号は閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 次に、認定第15号に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決

することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（横手啓介君）   

 ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第15号は原案のとおり認定されました。 

―――――――――――――― ○ ―――――――――――――― 

 閉 会   

○議長（横手啓介君）   

 これをもちまして、本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 よって、平成21年（第６回）山鹿市議会９月定例会を閉会いたします。 

午前10時26分 閉会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 

       山鹿市議会議長  横 手 啓 介  

 

 

 

       山鹿市議会議員  原     徹 
 

 

 

       山鹿市議会議員  立 山   隆 




